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(57)【要約】
【課題】第１の無線通信と第２の無線通信を同時に使用
したデータ伝送を行うこと。
【解決手段】基地局１１０Ａは、第１の無線通信１０１
を制御する制御部１１１により第２の無線通信１０２を
制御する。基地局１１０Ｂは、第２の無線通信１０２が
可能である。移動局１２０は、第１の無線通信１０１ま
たは第２の無線通信１０２を介して基地局１１０Ａとの
間でデータ伝送が可能である。移動局１２０は、第２の
無線通信１０２において使用可能な移動局１２０のアド
レスを含む制御メッセージを基地局１１０Ａへ送信する
。基地局１１０Ａは、その制御メッセージに含まれるア
ドレスを基地局１１０Ｂへ通知する。基地局１１０Ｂは
、そのアドレスを用いて移動局１２０と通信する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の無線通信を制御する制御部により前記第１の無線通信と異なる第２の無線通信を
制御する第１無線通信装置と、
　前記第２の無線通信が可能な第２無線通信装置と、
　前記第１の無線通信または前記第２の無線通信を介して前記第１無線通信装置との間で
データ伝送が可能な第３無線通信装置と、
　を含み、
　前記第３無線通信装置は、前記第２の無線通信において使用可能な前記第３無線通信装
置のアドレスを含む制御メッセージを前記第１無線通信装置へ送信し、
　前記第１無線通信装置は、前記制御メッセージに含まれる前記アドレスを前記第２無線
通信装置へ通知し、
　前記第２無線通信装置は、前記アドレスを用いて前記第３無線通信装置と通信する、
　ことを特徴とする無線通信システム。
【請求項２】
　第１の無線通信または前記第１の無線通信と異なる第２の無線通信を介して通信が可能
な移動局において、
　前記第２の無線通信において使用可能な前記移動局のアドレスを含む制御メッセージを
前記第１の無線通信を用いて通信が可能な第１無線通信装置へ送信する送信部と、
　前記第２の無線通信を用いて前記移動局と通信する第２無線通信装置が、前記第１無線
通信装置から通知された前記アドレスを用いて送信したデータを受信する受信部と、
　を備えることを特徴とする移動局。
【請求項３】
　前記受信部は、前記第１無線通信装置から、前記第２の無線通信において使用可能な前
記アドレスを要求する要求信号を受信し、
　前記送信部は、前記要求信号に応じて前記制御メッセージを送信する、
　ことを特徴とする請求項２に記載の移動局。
【請求項４】
　第１無線通信装置との間で第１の無線通信または前記第１の無線通信と異なる第２の無
線通信を介してデータ伝送が可能な無線局において、
　前記第１無線通信装置から、前記第２の無線通信において使用可能な前記第１無線通信
装置のアドレスを含む制御メッセージを受信する受信部と、
　前記第２の無線通信を用いて前記第１無線通信装置と通信する第２無線通信装置に、前
記第１無線通信装置から受信した前記制御メッセージに含まれる前記アドレスを通知する
通知部と、
　を備えることを特徴とする無線局。
【請求項５】
　前記通知部から前記第２無線通信装置にデータを伝送する際に、アダプテーションサブ
レイヤを介して伝送するように制御する制御部をさらに備えたことを特徴とする請求項４
に記載の無線局。
【請求項６】
　前記制御部は、前記第１の無線通信を行うための収束レイヤの処理を介してシーケンス
番号を付した前記データを、前記アダプテーションサブレイヤを介して伝送するように制
御することを特徴とする請求項５に記載の無線局。
【請求項７】
　第１の無線通信と前記第１の無線通信と異なる第２の無線通信を制御する第１無線通信
装置と、前記第２の無線通信が可能な第２無線通信装置と、前記第１の無線通信または前
記第２の無線通信を介して前記第１無線通信装置との間でデータ伝送が可能な第３無線通
信装置と、を含む無線通信システムにおける前記第３無線通信装置の通信方法であって、
　前記第２の無線通信において使用可能な前記第３無線通信装置のアドレスを含む制御メ
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ッセージを前記第１無線通信装置へ送信し、
　前記第２の無線通信を用いて前記第３無線通信装置と通信する前記第２無線通信装置が
、前記第１無線通信装置から通知された前記アドレスを用いて送信したデータを受信する
、
　ことを特徴とする通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システム、移動局、無線局および通信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）などの移動体通信が知られ
ている（たとえば、下記非特許文献１～１３参照。）。また、ＬＴＥにおいて、ＷＬＡＮ
（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ：無線構内通信網）と無線
アクセスのレベルで通信の連携を行うアグリゲーションが検討されている（たとえば、下
記非特許文献１４，１５参照。）。また、ＬＴＥとＷＬＡＮとの間の無線レベルでのイン
テグレーションやインターワーキングが検討されている（たとえば、下記非特許文献１６
参照。）。
【０００３】
　また、ＷＬＡＮを用いる場合にデータをＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏ
ｎｔｒｏｌ：無線リソース制御）からＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ：メディアアクセス制御）レイヤに転送する技術が知られている（たとえば、下記特許
文献１参照。）。また、ＬＴＥのＰＤＣＰ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅ
ｎｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）をＬＴＥとＷＬＡＮで共通化する技術が知られている（たと
えば、下記特許文献２参照。）。また、ＷＬＡＮ等において、ＱｏＳ（Ｑｕａｌｉｔｙ　
ｏｆ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）情報に基づいてデータの伝送制御を行う技術が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開第２０１２／１２１７５７号
【特許文献２】国際公開第２０１３／０６８７８７号
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．３００　ｖ１２．５．０、２０１５年３月
【非特許文献２】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１１　ｖ１２．５．０、２０１５年３月
【非特許文献３】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１２　ｖ１２．４．０、２０１５年３月
【非特許文献４】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１３　ｖ１２．５．０、２０１５年３月
【非特許文献５】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．３２１　ｖ１２．５．０、２０１５年３月
【非特許文献６】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．３２２　ｖ１２．２．０、２０１５年３月
【非特許文献７】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．３２３　ｖ１２．３．０、２０１５年３月
【非特許文献８】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．３３１　ｖ１２．５．０、２０１５年３月
【非特許文献９】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．４１３　ｖ１２．５．０、２０１５年３月
【非特許文献１０】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．４２３　ｖ１２．５．０、２０１５年３月
【非特許文献１１】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．４２５　ｖ１２．１．０、２０１５年３月
【非特許文献１２】３ＧＰＰ　ＴＲ３６．８４２　ｖ１２．０．０、２０１３年１２月
【非特許文献１３】３ＧＰＰ　ＴＲ３７．８３４　ｖ１２．０．０、２０１３年１２月
【非特許文献１４】３ＧＰＰ　ＲＷＳ－１４００２７、２０１４年６月
【非特許文献１５】３ＧＰＰ　ＲＰ－１４０２３７、２０１４年３月
【非特許文献１６】３ＧＰＰ　ＲＰ－１５０５１０、２０１５年３月
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述した従来技術では、ＬＴＥ等の第１の無線通信とＷＬＡＮ等の第２
の無線通信を同時に使用してデータを送信すると、受信側において第１の無線通信により
受信したデータと第２の無線通信により受信したデータとの間の順序制御が困難である。
このため、第１の無線通信と第２の無線通信を同時に使用したデータ伝送を行うことがで
きない場合がある。
【０００７】
　１つの側面では、本発明は、第１の無線通信と第２の無線通信を同時に使用したデータ
伝送を行うことができる無線通信システム、移動局、無線局および通信方法を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、本発明の一側面によれば、第１無線通信
装置は、第１の無線通信を制御する制御部により前記第１の無線通信と異なる第２の無線
通信を制御し、第２無線通信装置は、前記第２の無線通信が可能であり、第３無線通信装
置は、前記第１の無線通信または前記第２の無線通信を介して前記第１無線通信装置との
間でデータ伝送が可能であり、前記第３無線通信装置は、前記第２の無線通信において使
用可能な前記第３無線通信装置のアドレスを含む制御メッセージを前記第１無線通信装置
へ送信し、前記第１無線通信装置は、前記制御メッセージに含まれる前記アドレスを前記
第２無線通信装置へ通知し、前記第２無線通信装置は、前記アドレスを用いて前記第３無
線通信装置と通信する無線通信システム、移動局、無線局および通信方法が提案される。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の一側面によれば、第１の無線通信と第２の無線通信を同時に使用したデータ伝
送を行うことができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、実施の形態１にかかる無線通信システムの一例を示す図である。
【図２】図２は、実施の形態１にかかる無線通信システムの他の例を示す図である。
【図３】図３は、実施の形態２にかかる無線通信システムの一例を示す図である。
【図４】図４は、実施の形態２にかかる端末の一例を示す図である。
【図５】図５は、実施の形態２にかかる端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
【図６】図６は、実施の形態２にかかる基地局の一例を示す図である。
【図７】図７は、実施の形態２にかかる基地局のハードウェア構成の一例を示す図である
。
【図８】図８は、実施の形態２にかかる無線通信システムにおけるプロトコルスタックの
一例を示す図である。
【図９】図９は、実施の形態２にかかる無線通信システムにおけるレイヤ２の一例を示す
図である。
【図１０】図１０は、実施の形態２にかかる無線通信システムにおいて伝送されるＩＰパ
ケットのＩＰヘッダの一例を示す図である。
【図１１】図１１は、実施の形態２にかかる無線通信システムにおいて伝送されるＩＰパ
ケットのＩＰヘッダに含まれるＴｏＳフィールドの値の一例を示す図である。
【図１２】図１２は、実施の形態２にかかる無線通信システムにおけるＬＴＥ－Ａおよび
ＷＬＡＮによるアグリゲーションの一例を示す図である。
【図１３】図１３は、実施の形態２にかかる無線通信システムにおけるＴｏＳフィールド
に基づくＱｏＳ制御の一例を示す図である。
【図１４】図１４は、実施の形態２にかかる無線通信システムにおけるＡＣ分類の一例を
示す図である。
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【図１５】図１５は、実施の形態２にかかる無線通信システムにおけるアグリゲーション
の一例を示す図である。
【図１６】図１６は、実施の形態２にかかる無線通信システムに適用可能なＱｏＳクラス
のＡＣへのマッピングの一例を示す図である。
【図１７】図１７は、実施の形態２にかかる無線通信システムにおける送信側装置による
処理の一例を示すフローチャートである。
【図１８】図１８は、実施の形態２にかかる無線通信システムにおいて複数のＥＰＳベア
ラが同一のＱｏＳクラスを有する場合の一例を示す図である。
【図１９】図１９は、実施の形態２において３ＧＰＰプロトコルを用いるアウターＩＰレ
イヤの実装の一例を示す図である。
【図２０】図２０は、実施の形態２において３ＧＰＰプロトコルを用いるアウターＩＰレ
イヤの実装の他の例を示す図である。
【図２１】図２１は、実施の形態２において３ＧＰＰプロトコルを用いるアウターＩＰレ
イヤの実装のさらに他の例を示す図である。
【図２２】図２２は、実施の形態２において新規トンネリングプロトコルを用いるアウタ
ーＩＰレイヤの実装の一例を示す図である。
【図２３】図２３は、実施の形態２において新規トンネリングプロトコルを用いるアウタ
ーＩＰレイヤの実装の他の例を示す図である。
【図２４】図２４は、実施の形態２において新規トンネリングプロトコルを用いるアウタ
ーＩＰレイヤの実装のさらに他の例を示す図である。
【図２５】図２５は、実施の形態３にかかる無線通信システムにおいてＵＬのＴＦＴを用
いてＥＰＳベアラを識別する方法の一例を示す図である。
【図２６】図２６は、実施の形態３にかかる無線通信システムにおいてＵＬのＴＦＴを用
いてＥＰＳベアラを識別する方法の他の例を示す図である。
【図２７】図２７は、実施の形態３にかかる無線通信システムにおけるＴＦＴの取得方法
の一例を示す図である。
【図２８】図２８は、実施の形態３にかかる無線通信システムにおいてＤＬのＴＦＴを用
いてＥＰＳベアラを識別する方法の一例を示す図である。
【図２９】図２９は、実施の形態３にかかる無線通信システムにおいてＤＬのＴＦＴを用
いてＥＰＳベアラを識別する方法の他の例を示す図である。
【図３０】図３０は、実施の形態３にかかる無線通信システムにおいて仮想ＩＰフローを
用いてＥＰＳベアラを識別する方法の一例を示す図である。
【図３１】図３１は、実施の形態３にかかる無線通信システムにおいて仮想ＩＰフローを
用いてＥＰＳベアラを識別する方法の他の例を示す図である。
【図３２】図３２は、実施の形態３にかかる無線通信システムにおいてＶＬＡＮを用いて
ＥＰＳベアラを識別する方法の一例を示す図である。
【図３３】図３３は、実施の形態３にかかる無線通信システムにおいてＶＬＡＮを用いて
ＥＰＳベアラを識別する方法の他の例を示す図である。
【図３４】図３４は、実施の形態３にかかる無線通信システムにおいてＧＲＥトンネリン
グを用いてＥＰＳベアラを識別する方法の一例を示す図である。
【図３５】図３５は、実施の形態３にかかる無線通信システムにおいてＧＲＥトンネリン
グを用いてＥＰＳベアラを識別する方法の他の例を示す図である。
【図３６】図３６は、実施の形態３にかかる無線通信システムにおいてＰＤＣＰｏＩＰを
用いてＥＰＳベアラを識別する方法の一例を示す図である。
【図３７】図３７は、実施の形態３にかかる無線通信システムにおいてＰＤＣＰｏＩＰを
用いてＥＰＳベアラを識別する方法の他の例を示す図である。
【図３８】図３８は、実施の形態４にかかる無線通信システムにおいてＷＬＡＮにより伝
送するデータに対する処理を説明する図（その１）である。
【図３９】図３９は、実施の形態４にかかる無線通信システムにおいてＷＬＡＮにより伝
送するデータに対する処理を説明する図（その２）である。
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【図４０】図４０は、実施の形態４にかかる無線通信システムにおける処理の一例を示す
シーケンス図である。
【図４１】図４１は、実施の形態４にかかる無線通信システムにおける処理において別の
ＲＲＣメッセージによりＭＡＣアドレスを通知する方法を示すシーケンス図である。
【図４２】図４２は、実施の形態４にかかる無線通信システムにおける処理においてさら
に別のＲＲＣメッセージによりＭＡＣアドレスを通知する方法を示すシーケンス図である
。
【図４３】図４３は、実施の形態４にかかる無線通信システムにおける処理の他の例を示
すシーケンス図である。
【図４４】図４４は、実施の形態４に適用可能なＡＲＰにおけるパケットフォーマットの
一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に図面を参照して、本発明にかかる無線通信システム、移動局、無線局および通信
方法の実施の形態を詳細に説明する。
【００１２】
（実施の形態１）
　図１は、実施の形態１にかかる無線通信システムの一例を示す図である。図１に示すよ
うに、実施の形態１にかかる無線通信システム１００は、基地局１１０と、移動局１２０
と、を含む。無線通信システム１００においては、基地局１１０と移動局１２０との間で
、第１の無線通信１０１と、第２の無線通信１０２と、を同時に用いたデータ伝送が可能
である。
【００１３】
　第１の無線通信１０１および第２の無線通信１０２は、互いに異なる無線通信（無線通
信方式）である。第１の無線通信１０１は、一例としてはＬＴＥやＬＴＥ－Ａなどのセル
ラ通信である。第２の無線通信１０２は、一例としてはＷＬＡＮである。ただし、第１の
無線通信１０１および第２の無線通信１０２はこれらに限らず、各種方式の通信とするこ
とができる。図１に示す例では、基地局１１０は、たとえば移動局１２０との間で第１の
無線通信１０１および第２の無線通信１０２が可能な基地局である。
【００１４】
　第１の無線通信１０１と第２の無線通信１０２を同時に用いてデータを伝送する際に、
基地局１１０および移動局１２０は、第１の無線通信１０１のデータを伝送するための第
１の無線通信１０１の通信路を基地局１１０と移動局１２０との間に設定する。また、基
地局１１０および移動局１２０は、第１の無線通信１０１のデータを伝送するための第２
の無線通信１０２の通信路を基地局１１０と移動局１２０との間に設定する。そして、基
地局１１０および移動局１２０は、設定した第１の無線通信１０１および第２の無線通信
１０２の各通信路を同時に用いてデータを伝送する。
【００１５】
　まず、基地局１１０から移動局１２０へデータを伝送する下りリンクについて説明する
。基地局１１０は、制御部１１１と、処理部１１２と、を備える。制御部１１１は、第１
の無線通信１０１の制御を行う。また、制御部１１１は、第２の無線通信１０２の制御を
行う。一例としては、制御部１１１は、基地局１１０と移動局１２０との間の無線制御を
行うＲＲＣなどの処理部である。ただし制御部１１１は、ＲＲＣに限らず、第１の無線通
信１０１の制御を行う各種の処理部とすることができる。
【００１６】
　処理部１１２は、第１の無線通信１０１を行うための処理を行う。たとえば、処理部１
１２は、第１の無線通信１０１で伝送するデータを処理する処理部である。一例としては
、処理部１１２は、ＰＤＣＰ、ＲＬＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ：無線リ
ンク制御）、ＭＡＣなどのデータリンク層の処理部である。ただし、処理部１１２は、こ
れらに限らず、第１の無線通信１０１を行うための各種の処理部とすることができる。
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【００１７】
　第１の無線通信１０１を行うための処理部１１２の処理は、制御部１１１によって制御
される。処理部１１２は、基地局１１０から移動局１２０へ第２の無線通信１０２の無線
通信を用いてデータを伝送する際に、第１の無線通信１０１を行うための収束レイヤを確
立する。この収束レイヤは、基地局１１０と移動局１２０との間で伝送するデータを、第
１の無線通信１０１と第２の無線通信１０２とに分割するための処理を含む。
【００１８】
　一例としては、収束レイヤへＰＤＣＰレイヤである。ただし、収束レイヤは、ＰＤＣＰ
レイヤに限らず各種のレイヤとすることができる。収束レイヤは、収束点、終端点、分岐
点、スプリットファンクション、ルーティングファンクションとも呼称されることもあり
、第１の無線通信１０１と第２の無線通信１０２のデータのスケジュールポイントとする
意味であれば、このような呼称には限らない。以降では、そのような代表的な呼称として
収束レイヤを使用する。
【００１９】
　処理部１１２は、基地局１１０から移動局１２０へ第２の無線通信１０２を用いて伝送
するデータについて、収束レイヤの処理後の該データを、収束レイヤの処理によりシーケ
ンス番号（ＳＮ：Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　Ｎｕｍｂｅｒ）等を含むヘッダが付されたプロトコ
ルデータユニット（ＰＤＵ：Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ）をトンネリングに
より移動局１２０へ伝送する。これにより、移動局１２０へのデータを、シーケンス番号
を含んだまま第２の無線通信１０２によって伝送することができる。言い換えれば、第１
の無線通信１０１のＰＤＵを第２の無線通信１０２によって透過的に伝送することができ
る。
【００２０】
　これに対して、移動局１２０は、第１の無線通信１０１によって基地局１１０から伝送
されたデータと、第２の無線通信１０２によって基地局１１０から伝送されたデータと、
の受信処理を第１の無線通信１０１の処理に基づいて行うことができる。たとえば、移動
局１２０は、順序制御を該シーケンス番号に基づいて行うことができる。これにより、第
１の無線通信１０１と第２の無線通信１０２とを同時に使用したデータ伝送を行うことが
可能になる。このため、たとえばデータの伝送速度の向上を図ることができる。
【００２１】
　つぎに、移動局１２０から基地局１１０へデータを伝送する上りリンクについて説明す
る。移動局１２０は、処理部１２１を備える。処理部１２１は、基地局１１０の処理部１
１２と同様に第１の無線通信１０１を行うための処理部である。一例としては、処理部１
２１は、ＰＤＣＰ、ＲＬＣ、ＭＡＣなどのデータリンク層の処理部である。ただし、処理
部１２１は、これらに限らず、第１の無線通信１０１を行うための各種の処理部とするこ
とができる。
【００２２】
　第１の無線通信１０１を行うための処理部１２１の処理は、基地局１１０の制御部１１
１によって制御される。処理部１２１は、移動局１２０から基地局１１０へ第２の無線通
信１０２の無線通信を用いてデータを伝送する際に、第１の無線通信１０１を行うための
収束レイヤを確立する。この収束レイヤは、上述したように、基地局１１０と移動局１２
０との間で伝送するデータを、第１の無線通信１０１と第２の無線通信１０２とに分割す
るための処理を含む。
【００２３】
　処理部１２１は、移動局１２０から基地局１１０へ第２の無線通信１０２を用いて伝送
するデータについて、収束レイヤの処理後の該データを、収束レイヤの処理によりシーケ
ンス番号等を含むヘッダが付されたＰＤＵをトンネリングにより基地局１１０へ伝送する
。これにより、基地局１１０へのデータを、シーケンス番号を含んだまま第２の無線通信
１０２によって伝送することができる。
【００２４】
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　これに対して、基地局１１０は、第１の無線通信１０１によって移動局１２０から伝送
されたデータと、第２の無線通信１０２によって移動局１２０から伝送されたデータと、
の順序制御を該シーケンス番号に基づいて行うことができる。このため、第１の無線通信
１０１と第２の無線通信１０２とを同時に使用したデータ伝送を行うことが可能になる。
【００２５】
　このように、基地局１１０および移動局１２０のうちの送信側の局は、第２の無線通信
１０２を用いて伝送するデータについて、収束レイヤの処理により付されたシーケンス番
号等を含むヘッダが付されたＰＤＵをトンネリングにより伝送する。これにより、受信側
の局において、第１の無線通信１０１によって移動局１２０から伝送されたデータと、第
２の無線通信１０２によって移動局１２０から伝送されたデータと、の間の順序制御を該
シーケンス番号に基づいて行うことができる。このため、第１の無線通信１０１と第２の
無線通信１０２とを同時に使用したデータ伝送を行うことが可能になる。
【００２６】
　図２は、実施の形態１にかかる無線通信システムの他の例を示す図である。図２におい
て、図１に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。図１
においては、基地局１１０が移動局１２０との間で第１の無線通信１０１および第２の無
線通信１０２が可能な基地局である場合について説明したが、図２に示すように、基地局
１１０に代えて基地局１１０Ａ，１１０Ｂを設けてもよい。
【００２７】
　基地局１１０Ａは、移動局１２０との間で第１の無線通信１０１が可能な基地局である
。基地局１１０Ｂは、基地局１１０Ａと接続された基地局であって、移動局１２０との間
で第２の無線通信１０２が可能な基地局である。
【００２８】
　図２に示す例においては、基地局１１０Ａは、移動局１２０との間で第２の無線通信１
０２を用いたデータ伝送を、基地局１１０Ｂを介して行う。この場合に、図１に示した制
御部１１１および処理部１１２は、たとえば基地局１１０Ａに設けられる。また、制御部
１１１は、基地局１１０Ｂを介した移動局１２０との間の第２の無線通信１０２の制御を
行う。
【００２９】
　まず、基地局１１０Ａから移動局１２０へデータを伝送する下りリンクについて説明す
る。基地局１１０Ａの処理部１１２は、第２の無線通信１０２を用いて移動局１２０へ伝
送するデータについて、収束レイヤの処理後の該データを、収束レイヤの処理によりシー
ケンス番号等を含むヘッダが付されたＰＤＵをトンネリングにより基地局１１０Ｂへ転送
する。これにより、基地局１１０Ａ，１１０Ｂを介して該データを移動局１２０へ伝送す
ることができる。基地局１１０Ｂは、基地局１１０Ａから転送されたデータを第２の無線
通信１０２により移動局１２０へ伝送する。
【００３０】
　つぎに、移動局１２０から基地局１１０Ａへデータを伝送する上りリンクについて説明
する。移動局１２０の処理部１２１は、第２の無線通信１０２を用いて基地局１１０へ伝
送するデータについて、収束レイヤの処理後の該データを、収束レイヤの処理によりシー
ケンス番号等を含むヘッダが付されたＰＤＵをトンネリングにより基地局１１０Ｂへ伝送
する。基地局１１０Ｂは、移動局１２０から第２の無線通信１０２により伝送されたデー
タを基地局１１０Ａへ転送する。これにより、基地局１１０Ａへのデータを、第２の無線
通信１０２を用いて基地局１１０Ａへ伝送することができる。
【００３１】
　このように、実施の形態１にかかる無線通信システム１００によれば、基地局１１０と
移動局１２０との間で第１の無線通信１０１と第２の無線通信１０２とを同時に使用した
データ伝送を行うことが可能になる。このため、たとえばデータの伝送速度の向上を図る
ことができる。
【００３２】
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　つぎに、図１に示した実施の形態１にかかる無線通信システム１００の詳細について、
実施の形態２～４を用いて説明する。実施の形態２～４は、上述した実施の形態１を具象
化した実施例として捉えることができるため、実施の形態１と組み合わせて実施すること
が可能である。
【００３３】
（実施の形態２）
　図３は、実施の形態２にかかる無線通信システムの一例を示す図である。図３に示すよ
うに、実施の形態２にかかる無線通信システム３００は、ＵＥ３１１と、ｅＮＢ３２１，
３２２と、パケットコア網３３０と、を含む。無線通信システム３００は、たとえば３Ｇ
ＰＰにおいて規定されたＬＴＥ－Ａなどの移動体通信システムであるが、無線通信システ
ム３００の通信規格はこれらに限らない。
【００３４】
　パケットコア網３３０は、一例としては３ＧＰＰにおいて規定されたＥＰＣ（Ｅｖｏｌ
ｖｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｃｏｒｅ：進化したパケットコア）であるが、特にこれに限定さ
れない。なお、３ＧＰＰに規定されたコアネットワークはＳＡＥ（Ｓｙｓｔｅｍ　Ａｒｃ
ｈｉｔｅｃｔｕｒｅ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）と呼ばれる場合もある。パケットコア網３３
０は、ＳＧＷ３３１と、ＰＧＷ３３２と、ＭＭＥ３３３と、を含む。
【００３５】
　ＵＥ３１１およびｅＮＢ３２１，３２２は、無線通信を行うことにより無線アクセス網
を形成する。ＵＥ３１１およびｅＮＢ３２１，３２２が形成する無線アクセス網は、一例
としては３ＧＰＰにおいて規定されたＥ－ＵＴＲＡＮ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓ
ａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）であるが
、特にこれに限定されない。
【００３６】
　ＵＥ３１１は、ｅＮＢ３２１のセルに在圏し、ｅＮＢ３２１との間で無線通信を行う端
末である。ＵＥ３１１は、一例としては、ｅＮＢ３２１、ＳＧＷ３３１およびＰＧＷ３３
２を経由する経路によって、他の通信装置との間で通信を行う。ＵＥ３１１と通信を行う
他の通信装置は、一例としては、ＵＥ３１１と異なる通信端末や、サーバなどである。Ｕ
Ｅ３１１と他の通信装置との間の通信は、一例としてはデータ通信や音声通信であるが、
特にこれらに限定されない。音声通信は、一例としてはＶｏＬＴＥ（Ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅ
ｒ　ＬＴＥ）であるが、特にこれに限定されない。
【００３７】
　ｅＮＢ３２１は、セル３２１ａを形成し、セル３２１ａに在圏するＵＥ３１１との間で
無線通信を行う基地局である。ｅＮＢ３２１は、ＵＥ３１１とＳＧＷ３３１との間の通信
を中継する。ｅＮＢ３２２は、セル３２２ａを形成し、セル３２２ａに在圏するＵＥとの
間で無線通信を行う基地局である。ｅＮＢ３２２は、セル３２２ａに在圏するＵＥとＳＧ
Ｗ３３１との間の通信を中継する。
【００３８】
　ｅＮＢ３２１とｅＮＢ３２２との間は、たとえば物理的または論理的な基地局間インタ
フェースによって接続されていてもよい。基地局間インタフェースは、一例としてはＸ２
インタフェースであるが、基地局間インタフェースは特にこれに限定されない。ｅＮＢ３
２１とＳＧＷ３３１との間は、たとえば物理的または論理的なインタフェースによって接
続される。ｅＮＢ３２１とＳＧＷ３３１との間のインタフェースは、一例としてはＳ１－
Ｕインタフェースであるが、特にこれに限定されない。
【００３９】
　ＳＧＷ３３１は、ｅＮＢ３２１を収容し、ｅＮＢ３２１を経由する通信におけるＵ－ｐ
ｌａｎｅ（Ｕｓｅｒ　ｐｌａｎｅ）の処理を行うサービングゲートウェイである。たとえ
ば、ＳＧＷ３３１は、ＵＥ３１１の通信におけるＵ－ｐｌａｎｅの処理を行う。Ｕ－ｐｌ
ａｎｅは、ユーザデータ（パケットデータ）の伝送を行う機能群である。また、ＳＧＷ３
３１は、ｅＮＢ３２２を収容し、ｅＮＢ３２２を経由する通信におけるＵ－ｐｌａｎｅの
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処理を行ってもよい。
【００４０】
　ＰＧＷ３３２は、外部ネットワークに接続するためのパケットデータネットワークゲー
トウェイである。外部ネットワークは、一例としてはインターネットであるが、特にこれ
に限らない。ＰＧＷ３３２は、たとえば、ＳＧＷ３３１と外部ネットワークとの間におい
てユーザデータを中継する。また、たとえば、ＰＧＷ３３２は、ＵＥ３１１がＩＰフロー
を送受信するために、ＵＥ３１１にＩＰアドレスを割り当てるＩＰアドレスアロケーショ
ン３０１を行う。
【００４１】
　ＳＧＷ３３１とＰＧＷ３３２との間は、たとえば物理的または論理的なインタフェース
によって接続される。ＳＧＷ３３１とＰＧＷ３３２との間のインタフェースは、一例とし
てはＳ５インタフェースであるが、特にこれに限定されない。
【００４２】
　ＭＭＥ３３３（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ：移動性管理
エンティティ）は、ｅＮＢ３２１を収容し、ｅＮＢ３２１を経由する通信におけるＣ－ｐ
ｌａｎｅ（Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｐｌａｎｅ）の処理を行う。たとえば、ＭＭＥ３３３は、ｅ
ＮＢ３２１を介したＵＥ３１１の通信におけるＣ－ｐｌａｎｅの処理を行う。Ｃ－ｐｌａ
ｎｅは、たとえば、各装置間で通話やネットワークを制御するための機能群である。一例
としては、Ｃ－ｐｌａｎｅは、パケット呼の接続、ユーザデータを伝送するための経路の
設定、ハンドオーバの制御などに用いられる。また、ＭＭＥ３３３は、ｅＮＢ３２２を収
容し、ｅＮＢ３２２を経由する通信におけるＣ－ｐｌａｎｅの処理を行ってもよい。
【００４３】
　ＭＭＥ３３３とｅＮＢ３２１との間は、たとえば物理的または論理的なインタフェース
によって接続されている。ＭＭＥ３３３とｅＮＢ３２１との間のインタフェースは、一例
としてはＳ１－ＭＭＥインタフェースであるが、特にこれに限定されない。ＭＭＥ３３３
とＳＧＷ３３１との間は、たとえば物理的または論理的なインタフェースによって接続さ
れている。ＭＭＥ３３３とＳＧＷ３３１との間のインタフェースは、一例としてはＳ１１
インタフェースであるが、特にこれに限定されない。
【００４４】
　無線通信システム３００において、ＵＥ３１１が送信または受信するＩＰフローは、Ｅ
ＰＳベアラ３４１～３４ｎに分類され（振り分けられ）、ＰＧＷ３３２およびＳＧＷ３３
１を経由して伝送される。ＥＰＳベアラ３４１～３４ｎは、ＥＰＳ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｐ
ａｃｋｅｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）におけるＩＰフローである。ＥＰＳベアラ３４１～３４ｎは
、ＵＥ３１１およびｅＮＢ３２１，３２２が形成する無線アクセス網においてはラジオベ
アラ３５１～３５ｎ（Ｒａｄｉｏ　Ｂｅａｒｅｒ）となる。ＥＰＳベアラ３４１～３４ｎ
の設定、セキュリティの設定、モビリティの管理などの通信全体の制御はＭＭＥ３３３に
よって行われる。
【００４５】
　ＥＰＳベアラ３４１～３４ｎに分類されたＩＰフローは、ＬＴＥ網内においては、たと
えば各ノード間に設定されたＧＴＰ（ＧＰＲＳ　Ｔｕｎｎｅｌｉｎｇ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ
）トンネルによって伝送される。ＥＰＳベアラ３４１～３４ｎは、それぞれ一意にラジオ
ベアラ３５１～３５ｎにマッピングされ、ＱｏＳを考慮して無線伝送される。
【００４６】
　また、無線通信システム３００のＵＥ３１１とｅＮＢ３２１との間の通信においては、
ＬＴＥ－Ａのトラフィックを、ＬＴＥ－ＡとＷＬＡＮとを同時に用いて伝送する、ＬＴＥ
－ＡおよびＷＬＡＮによるアグリゲーションが行われる。これにより、ＵＥ３１１とｅＮ
Ｂ３２１との間のトラフィックをＬＴＥ－ＡおよびＷＬＡＮに分散し、無線通信システム
３００におけるスループットの向上を図ることができる。図１に示した第１の無線通信１
０１は、たとえばＬＴＥ－Ａによる無線通信とすることができる。図１に示した第２の無
線通信１０２は、たとえばＷＬＡＮによる無線通信とすることができる。ＬＴＥ－Ａおよ
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びＷＬＡＮによるアグリゲーションについては後述する。
【００４７】
　なお、アグリゲーションという呼称は一例であり、通信周波数（キャリア）を複数使う
という意味で使用されることが多い。アグリゲーションとは別に、異なるシステムを統合
して複数使うという意味では、インテグレーションと呼称されることもある。以降では、
代表的な呼称としてアグリゲーションを使用する。
【００４８】
　図１，図２に示した基地局１１０，１１０Ａ，１１０Ｂは、たとえばｅＮＢ３２１，３
２２により実現することができる。図１，図２に示した移動局１２０は、たとえばＵＥ３
１１により実現することができる。
【００４９】
　図４は、実施の形態２にかかる端末の一例を示す図である。図３に示したＵＥ３１１は
、たとえば図４に示す端末４００により実現することができる。端末４００は、無線通信
部４１０と、制御部４２０と、記憶部４３０と、を備える。無線通信部４１０は、無線送
信部４１１と、無線受信部４１２と、を備える。これらの各構成は、一方向または双方向
に、信号やデータの入出力が可能なように接続されている。また、無線通信部４１０は、
たとえばＬＴＥ－Ａによる無線通信（第１の無線通信１０１）と、ＷＬＡＮによる無線通
信（第２の無線通信１０２）と、が可能である。
【００５０】
　無線送信部４１１は、ユーザデータや制御信号を、アンテナを介して無線通信で送信す
る。無線送信部４１１が送信する無線信号には、任意のユーザデータや制御情報など（符
号化や変調等がなされる）を含めることができる。無線受信部４１２は、ユーザデータや
制御信号を、アンテナを介して無線通信で受信する。無線受信部４１２が受信する無線信
号には、任意のユーザデータや制御信号など（符号化や変調等がなされる）を含めること
ができる。なお、アンテナは送信と受信で共通でもよい。
【００５１】
　制御部４２０は、他の無線局へ送信するユーザデータや制御信号を無線送信部４１１に
出力する。また、制御部４２０は、無線受信部４１２によって受信されたユーザデータや
制御信号を取得する。制御部４２０は、後述する記憶部４３０との間でユーザデータ、制
御情報、プログラムなどの入出力を行う。また、制御部４２０は、無線通信部４１０との
間で、他の通信装置などとの間で送受信するユーザデータや制御信号の入出力を行う。制
御部４２０は、これら以外にも、端末４００における種々の制御を行う。記憶部４３０は
、ユーザデータ、制御情報、プログラムなどの各種情報の記憶を行う。
【００５２】
　図１に示した移動局１２０の処理部１２１は、たとえば制御部４２０により実現するこ
とができる。
【００５３】
　図５は、実施の形態２にかかる端末のハードウェア構成の一例を示す図である。図４に
示した端末４００は、たとえば図５に示す端末５００により実現することができる。端末
５００は、たとえば、アンテナ５１１と、ＲＦ回路５１２と、プロセッサ５１３と、メモ
リ５１４と、を備える。これら各構成要素は、たとえばバスを介して各種信号やデータの
入出力が可能なように接続されている。
【００５４】
　アンテナ５１１は、無線信号を送信する送信アンテナと、無線信号を受信する受信アン
テナと、を含む。また、アンテナ５１１は、無線信号を送受信する共用アンテナであって
もよい。ＲＦ回路５１２は、アンテナ５１１によって受信された信号や、アンテナ５１１
によって送信される信号のＲＦ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ：高周波）処理を行う
。ＲＦ処理には、たとえばベースバンド帯とＲＦ帯との周波数変換が含まれる。
【００５５】
　プロセッサ５１３は、たとえばＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎ



(12) JP 2017-175668 A 2017.9.28

10

20

30

40

50

ｉｔ：中央処理装置）やＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）
などである。また、プロセッサ５１３は、ＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃ
ｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）、ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇ
ｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）、ＬＳＩ（Ｌａｒｇｅ　Ｓｃａｌｅ　Ｉｎｔ
ｅｇｒａｔｉｏｎ：大規模集積回路）などのデジタル電子回路により実現してもよい。
【００５６】
　メモリ５１４は、たとえばＳＤＲＡＭ（Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒ
ａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）などのＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ
　Ｍｅｍｏｒｙ：ランダムアクセスメモリ）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒ
ｙ）、フラッシュメモリにより実現することができる。メモリ５１４は、たとえばユーザ
データ、制御情報、プログラムなどを格納する。
【００５７】
　図４に示した無線通信部４１０は、たとえばアンテナ５１１およびＲＦ回路５１２によ
り実現することができる。図４に示した制御部４２０は、たとえばプロセッサ５１３によ
り実現することができる。図４に示した記憶部４３０は、たとえばメモリ５１４により実
現することができる。
【００５８】
　図６は、実施の形態２にかかる基地局の一例を示す図である。図３に示したｅＮＢ３２
１，３２２のそれぞれは、たとえば図６に示す基地局６００により実現することができる
。図６に示すように、基地局６００は、たとえば、無線通信部６１０と、制御部６２０と
、記憶部６３０と、通信部６４０と、を備える。無線通信部６１０は、無線送信部６１１
と、無線受信部６１２と、を備える。これらの各構成は、一方向または双方向に、信号や
データの入出力が可能なように接続されている。また、無線通信部６１０は、たとえばＬ
ＴＥ－Ａによる無線通信（第１の無線通信１０１）と、ＷＬＡＮによる無線通信（第２の
無線通信１０２）と、が可能である。
【００５９】
　無線送信部６１１は、ユーザデータや制御信号を、アンテナを介して無線通信で送信す
る。無線送信部６１１が送信する無線信号には、任意のユーザデータや制御情報など（符
号化や変調等がなされる）を含めることができる。無線受信部６１２は、ユーザデータや
制御信号を、アンテナを介して無線通信で受信する。無線受信部６１２が受信する無線信
号には、任意のユーザデータや制御信号など（符号化や変調等がなされる）を含めること
ができる。なお、アンテナは送信と受信で共通でもよい。
【００６０】
　制御部６２０は、他の無線局へ送信するユーザデータや制御信号を無線送信部６１１に
出力する。また、制御部６２０は、無線受信部６１２によって受信されたユーザデータや
制御信号を取得する。制御部６２０は、後述する記憶部６３０との間でユーザデータ、制
御情報、プログラムなどの入出力を行う。また、制御部６２０は、後述する通信部６４０
との間で、他の通信装置などとの間で送受信するユーザデータや制御信号の入出力を行う
。制御部６２０は、これら以外にも、基地局６００における種々の制御を行う。
【００６１】
　記憶部６３０は、ユーザデータ、制御情報、プログラムなどの各種情報の記憶を行う。
通信部６４０は、たとえば有線信号によって、他の通信装置との間でユーザデータや制御
信号を送受信する。
【００６２】
　図１に示した基地局１１０の制御部１１１および処理部１１２は、たとえば制御部６２
０により実現することができる。
【００６３】
　図７は、実施の形態２にかかる基地局のハードウェア構成の一例を示す図である。図６
に示した基地局６００は、たとえば図７に示す基地局７００により実現することができる
。基地局７００は、アンテナ７１１と、ＲＦ回路７１２と、プロセッサ７１３と、メモリ
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７１４と、ネットワークＩＦ７１５と、を備える。これら各構成要素は、たとえばバスを
介して各種信号やデータの入出力が可能なように接続されている。
【００６４】
　アンテナ７１１は、無線信号を送信する送信アンテナと、無線信号を受信する受信アン
テナと、を含む。また、アンテナ７１１は、無線信号を送受信する共用アンテナであって
もよい。ＲＦ回路７１２は、アンテナ７１１によって受信された信号や、アンテナ７１１
によって送信される信号のＲＦ処理を行う。ＲＦ処理には、たとえばベースバンド帯とＲ
Ｆ帯との周波数変換が含まれる。
【００６５】
　プロセッサ７１３は、たとえばＣＰＵやＤＳＰなどである。また、プロセッサ７１３は
、ＡＳＩＣ、ＦＰＧＡ、ＬＳＩなどのデジタル電子回路により実現してもよい。
【００６６】
　メモリ７１４は、たとえばＳＤＲＡＭなどのＲＡＭ、ＲＯＭ、フラッシュメモリにより
実現することができる。メモリ７１４は、たとえばユーザデータ、制御情報、プログラム
などを格納する。
【００６７】
　ネットワークＩＦ７１５は、たとえば有線によってネットワークとの間で通信を行う通
信インタフェースである。ネットワークＩＦ７１５は、たとえば基地局間で有線通信を行
うためのＸｎインタフェースを含んでもよい。
【００６８】
　図６に示した無線通信部６１０は、たとえばアンテナ７１１およびＲＦ回路７１２によ
り実現することができる。図６に示した制御部６２０は、たとえばプロセッサ７１３によ
り実現することができる。図６に示した記憶部６３０は、たとえばメモリ７１４により実
現することができる。図６に示した通信部６４０は、たとえばネットワークＩＦ７１５に
より実現することができる。
【００６９】
　図８は、実施の形態２にかかる無線通信システムにおけるプロトコルスタックの一例を
示す図である。実施の形態２にかかる無線通信システム３００には、たとえば図８に示す
プロトコルスタック８００を適用することができる。プロトコルスタック８００は、３Ｇ
ＰＰに規定されたＬＴＥ－Ａのプロトコルスタックである。レイヤ群８０１～８０５は、
それぞれＵＥ３１１、ｅＮＢ３２１、ＳＧＷ３３１、ＰＧＷ３３２および外部ネットワー
クのサーバにおける各処理を示すレイヤ群である。
【００７０】
　無線通信システム３００においてＩＰフローを伝送する場合に、個々のＩＰフローに対
してＱｏＳクラスに応じた取り扱いを実施するために、ＩＰフローのフィルタリングが実
施される。たとえばＵＥ３１１がＩＰフローを受信する下りリンクについては、ＰＧＷ３
３２がＩＰフローに対するパケットフィルタリングを行ってＩＰフローをＥＰＳベアラ３
４１～３４ｎに分類する。
【００７１】
　ＵＥ３１１がＩＰフローを送信する上りリンクについては、ＰＧＷ３３２からパケット
のフィルタリング規則がＵＥ３１１に通知される。そして、ＰＧＷ３３２から通知された
フィルタリング規則に基づいて、ＵＥ３１１がＩＰフローに対するパケットフィルタリン
グを行ってＩＰフローをＥＰＳベアラ３４１～３４ｎに分類する。
【００７２】
　たとえば、上りリンクにおいて、ＰＧＷ３３２は、ＰＧＷ３３２のレイヤ群８０４のう
ちのＩＰレイヤ（ＩＰ）に含まれるフィルタレイヤ８１１（Ｆｉｌｔｅｒ）によって、Ｉ
Ｐフローのフィルタリングを行う。また、下りリンクにおいて、ＵＥ３１１は、ＵＥ３１
１のレイヤ群８０１のうちのＩＰレイヤ（ＩＰ）に含まれるフィルタレイヤ８１２（Ｆｉ
ｌｔｅｒ）によって、ＩＰフローのフィルタリングを行う。
【００７３】
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　また、ＬＴＥ網内のルータでＱｏＳ制御（ＱｏＳ管理）を行うために、ＰＧＷ３３２（
下りリンクの場合）またはＵＥ３１１（上りリンクの場合）が、ＩＰパケットのヘッダの
ＴｏＳ（Ｔｙｐｅ　ｏｆ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）フィールドにＱｏＳ値を設定する。
【００７４】
　ＰＧＷ３３２またはＵＥ３１１によるパケットフィルタリングは、たとえば５－ｔｕｐ
ｌｅ（送受信元ＩＰアドレス、送受信元ポート番号、プロトコルタイプ）を利用して行わ
れる。パケットフィルタリングのフィルタリング規則は、たとえばＴＦＴ（Ｔｒａｆｆｉ
ｃ　Ｆｌｏｗ　Ｔｅｍｐｌａｔｅ）と呼ばれる。なお、ＥＰＳベアラ３４１～３４ｎの中
にはＴＦＴが設定されないＥＰＳベアラが存在してもよい。
【００７５】
　ＴＦＴを用いてＩＰフローのフィルタリングを実施すると、ＩＰフローを最大で１１種
類のＥＰＳベアラに分類することができる。ＥＰＳベアラ３４１～３４ｎのうちの一つの
ベアラはデフォルトベアラ（Ｄｅｆａｕｌｔ　Ｂｅａｒｅｒ：既定ベアラ）と呼ばれる。
デフォルトベアラは、ＰＧＷ３３２がＵＥ３１１にＩＰアドレスを割り当てる際に生成さ
れ、ＵＥ３１１に割り当てられたＩＰアドレスが解放されるまで常に存在する。ＥＰＳベ
アラ３４１～３４ｎのうちのデフォルトベアラとは異なるベアラは、個別ベアラ（Ｄｅｄ
ｉｃａｔｅｄ　Ｂｅａｒｅｒ）と呼ばれる。個別ベアラは、伝送するユーザデータの状況
に応じて適宜生成および解放することが可能である。
【００７６】
　図９は、実施の形態２にかかる無線通信システムにおけるレイヤ２の一例を示す図であ
る。実施の形態２にかかる無線通信システム３００には、レイヤ２の処理として、一例と
しては図９に示す処理を適用することができる。図９に示す処理は、３ＧＰＰに規定され
たＬＴＥ－Ａのレイヤ２の処理である。図９に示すように、ＬＴＥ－Ａのレイヤ２は、Ｐ
ＤＣＰ９１０と、ＲＬＣ９２０と、ＭＡＣ９３０と、を含む。
【００７７】
　ＰＤＣＰ９１０には、流入するＩＰデータグラムのヘッダ圧縮を行うＲＯＨＣ（Ｒｏｂ
ｕｓｔ　Ｈｅａｄｅｒ　Ｃｏｍｐｒｅｓｓｉｏｎ）やセキュリティに関する処理が含まれ
る。セキュリティに関する処理には、たとえば秘匿や完全性保護などが含まれる。通常の
ＬＴＥ－Ａの通信においては、ユーザデータは、ＰＤＣＰ９１０のこれらの処理が実施さ
れて下位レイヤ（たとえばレイヤ１）に回送される。
【００７８】
　また、たとえばデュアルコネクティビティ（Ｄｕａｌ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ）を
実施する場合は、ＵＥ３１１は、最大で二つの基地局（たとえばｅＮＢ３２１，３２２）
との同時通信が可能である。ＭＣＧベアラ９０１（Ｍａｓｔｅｒ　Ｃｅｌｌ　Ｇｒｏｕｐ
　Ｂｅａｒｅｒ）は、主たる基地局のラジオベアラである。
【００７９】
　また、ＭＣＧベアラ９０１に対して、スプリットベアラ９０２（Ｓｐｌｉｔ　Ｂｅａｒ
ｅｒ）やＳＣＧベアラ９０３（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｃｅｌｌ　Ｇｒｏｕｐ　Ｂｅａｒｅ
ｒ）が付随できる。スプリットベアラ９０２を用いる場合は、レイヤ２から下位レイヤ（
たとえばレイヤ１）にユーザデータを回送する際に、１つの基地局のみにユーザデータを
回送するか、２つの基地局にユーザデータを回送するかを選択することが可能である。
【００８０】
　ＲＬＣ９２０には、ユーザデータの無線伝送を行う前の一次処理が含まれる。たとえば
、ＲＬＣ９２０には、ユーザデータを無線品質に応じたサイズに調整するための、ユーザ
データの分割（Ｓｅｇｍ．：Ｓｅｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ）が含まれる。また、ＲＬＣ９２
０には、下位層で誤り訂正ができなかったユーザデータの再送のためＡＲＱ（Ａｕｔｏｍ
ａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　ｒｅＱｕｅｓｔ）等が含まれていてもよい。下位層にユーザデ
ータを回送する際に、ＥＰＳベアラは、対応するロジカルチャネル（Ｌｏｇｉｃａｌ　Ｃ
ｈａｎｎｅｌ）にマッピングされて無線伝送される。
【００８１】
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　ＭＡＣ９３０には、無線伝送の制御が含まれる。たとえば、ＭＡＣ９３０には、パケッ
トスケジューリングを行い、送信データのＨＡＲＱ（Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ
　Ｒｅｐｅａｔ　ｒｅＱｕｅｓｔ）を実施する処理が含まれる。ＨＡＲＱは、キャリアア
グリゲーションにおいてはアグリゲーション対象の各キャリアに対して実施される。
【００８２】
　送信側は、ＭＡＣ９３０において、ユーザデータであるＭＡＣ　ＳＤＵ（ＭＡＣ　Ｓｅ
ｒｖｉｃｅ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ）にＬＣＩＤ（Ｌｏｇｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｉｄ
ｅｎｔｉｆｉｅｒ）を付加して送信する。受信側は、ＭＡＣ９３０において、送信側によ
って付加されたＬＣＩＤを用いてラジオベアラをＥＰＳベアラに変換する。
【００８３】
　図１０は、実施の形態２にかかる無線通信システムにおいて伝送されるＩＰパケットの
ＩＰヘッダの一例を示す図である。実施の形態２にかかる無線通信システム３００におい
ては、たとえば図１０に示すＩＰヘッダ１０００を有するＩＰパケットが伝送される。Ｉ
Ｐヘッダ１０００には、たとえば、送信元を示すソースアドレス１００１や、宛先を示す
デスティネーションアドレス１００２が含まれる。
【００８４】
　また、ＩＰヘッダ１０００には、ＱｏＳを行うためのＴｏＳフィールド１００３が含ま
れる。上述したＱｏＳ制御は、たとえばＴｏＳフィールド１００３の値に基づいて行われ
る。また、ＩＰヘッダ１０００には、上位に当たるトランスポート層のプロトコル番号が
格納されるプロトコルフィールド１００４が含まれる。
【００８５】
　図１１は、実施の形態２にかかる無線通信システムにおいて伝送されるＩＰパケットの
ＩＰヘッダに含まれるＴｏＳフィールドの値の一例を示す図である。図１１に示すテーブ
ル１１００における「先頭３ビット」は、図１０に示したＴｏＳフィールド１００３にお
ける先頭の３ビットに該当するＩＰプレシデンスを示し、２＾３＝８通りのパターンをと
り得る。テーブル１１００において、８通りのパターンは、上のパターンほど優先度（プ
ライオリティ）が高いことを示している。
【００８６】
　たとえば、ＴｏＳフィールド１００３のＩＰプレシデンスにおいて最も優先度が高い“
１１１”は、ＩＰパケットがネットワークコントロールに対応することを示し、ルーティ
ング等の制御のために予約されている。また、ＴｏＳフィールド１００３のＩＰプレシデ
ンスにおいて２番目に優先度が高い“１１０”は、ＩＰパケットがインターネットコント
ロールに対応することを示し、ルーティング等の制御のために予約されている。
【００８７】
　図１１に示す例では、ＱｏＳの優先度情報としてＴｏＳフィールド１００３のＩＰプレ
シデンスを用いる場合について説明したが、ＱｏＳの優先度情報はこれに限らず、たとえ
ばＤＳＣＰ（Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｅｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　Ｃｏｄｅ　Ｐｏｉｎｔ
）フィールドを用いてもよい。ＤＳＣＰは、ＴｏＳフィールド１００３における先頭の６
ビットに該当するフィールドである。
【００８８】
　図１２は、実施の形態２にかかる無線通信システムにおけるＬＴＥ－ＡおよびＷＬＡＮ
によるアグリゲーションの一例を示す図である。ＬＴＥ－ＡおよびＷＬＡＮによるアグリ
ゲーションにおけるレイヤ２の処理は、たとえば、ＬＴＥ－Ａの後方互換性を考慮し、上
述したデュアルコネクティビティの処理が基本となる。
【００８９】
　ＩＰフロー１２０１は、ＵＥ３１１とｅＮＢ３２１との間のＨＴＴＰ（Ｈｙｐｅｒｔｅ
ｘｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ：ハイパーテキスト転送プロトコル）による
ＩＰフローである。ＩＰフロー１２０２は、ＵＥ３１１とｅＮＢ３２１との間のＦＴＰ（
Ｆｉｌｅ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ：ファイル転送プロトコル）によるＩＰ
フローである。
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【００９０】
　非アグリゲーション処理１２１１は、ＩＰフロー１２０１，１２０２を、ＷＬＡＮを用
いずにＬＴＥ－Ａで送信する場合の処理を示している。この非アグリゲーション処理１２
１１は、図１に示した第１の無線通信１０１による無線通信を用いたデータの伝送に対応
する。非アグリゲーション処理１２１１においては、ＩＰフロー１２０１，１２０２のそ
れぞれについて、ＰＤＣＰ、ＲＬＣ、ＬＴＥ－ＭＡＣ、ＬＴＥ－ＰＨＹの順に処理が行わ
れる。このＰＤＣＰ、ＲＬＣ、ＬＴＥ－ＭＡＣは、たとえばそれぞれ図９に示したＰＤＣ
Ｐ９１０、ＲＬＣ９２０およびＭＡＣ９３０である。ＬＴＥ－ＰＨＹは、ＬＴＥ－Ａにお
ける物理レイヤである。
【００９１】
　アグリゲーション処理１２１２は、ＩＰフロー１２０１，１２０２を、ＬＴＥ－Ａおよ
びＷＬＡＮを同時に使用して送信する場合の処理を示している。このアグリゲーション処
理１２１２は、図１に示した第１の無線通信１０１および第２の無線通信１０２による無
線通信を用いたデータの伝送に対応する。
【００９２】
　アグリゲーション処理１２１２において、ＩＰフロー１２０１は、ＰＤＣＰにより、Ｌ
ＴＥ－Ａにより伝送されるパケットと、ＷＬＡＮにより伝送されるパケットと、に分割さ
れる。そして、ＩＰフロー１２０１のうちのＬＴＥ－Ａにより伝送されるパケットは、Ｒ
ＬＣ、ＬＴＥ－ＭＡＣ、ＬＴＥ－ＰＨＹの順に処理が行われる。
【００９３】
　また、ＩＰフロー１２０１のうちのＷＬＡＮにより伝送されるパケットは、ＰＤＣＰの
処理の後に、アウターＩＰレイヤによってアウターＩＰヘッダを付されてＷＬＡＮ側へ転
送されることでトンネリングされる。アウターＩＰヘッダは、たとえばＰＤＣＰの上位の
ＩＰレイヤによって付されるＩＰヘッダのコピーであって、ＰＤＣＰによって秘匿化され
ていないＩＰヘッダである。ＩＰフロー１２０１のうちのアウターＩＰヘッダを付されて
ＷＬＡＮ側へ転送されたパケットは、．１１ｘ　ＭＡＣ、．１１ｘ　ＰＨＹの順に処理が
行われる。．１１ｘ　ＭＡＣ、．１１ｘ　ＰＨＹは、それぞれＷＬＡＮ（８０２．１１ｘ
）におけるＭＡＣレイヤおよびＰＨＹレイヤである。
【００９４】
　なお、アウターＩＰレイヤは、セカンダリ基地局（たとえば後述のセカンダリｅＮＢ３
２３）側にも設置することができる。つまり、アウターＩＰヘッダを付すために、関連す
る情報（パラメータ等）をマスタ基地局（たとえばｅＮＢ３２１）からセカンダリ基地局
に通知しておけばよい。パラメータの具体例を述べる。第２無線通信システム（たとえば
ＷＬＡＮ）において、通信事業者（オペレータ）がプライベートＩＰネットワークを構築
すると仮定すると、ＩＰヘッダのバージョンは独自に決定できるため、通知は必須ではな
い。ヘッダ長は第１無線通信システム（たとえばＬＴＥ－Ａ）のＰＤＵ長であるため通知
は必須ではない。ＴＯＳについては、第１無線通信システムのＱｏＳ情報を引き継ぐ必要
があるため通知することが好ましい。そのため、第１無線通信システムで使われるＱｏＳ
情報、たとえばＱＣＩの値を通知する。第２無線通信システムではＱＣＩの値からＴＯＳ
の値に再変換を行い、得られた値をアウターＩＰヘッダのＴＯＳフィールドに設定する。
フラグメンテーションに関わるＩＤ、ＩＰフラグ、オフセットフィールドは第２無線通信
システムのみで決定できるため、通知は必須ではない。プロトコル番号は、後述するよう
に第２無線通信システムで独自に決定できるため、通知は必須ではない。ヘッダチェック
サムは当該ヘッダの内容で算出される値のため、通知は必須ではない。
【００９５】
　このように、ＱｏＳ制御に関わるＴＯＳ値を第１無線通信システムから第２無線通信シ
ステムに通知することが好ましい。さらに、ＱｏＳクラスに応じたスケジューリングを実
施するため、移動局がサポートしている最大通信レート（ＡＭＢＲ：Ａｇｇｒｅｇａｔｅ
ｄ　Ｍａｘｉｍｕｍ　Ｂｉｔ　Ｒａｔｅ）、遅延時間を制御するＴＴＷ（Ｔｉｍｅ　ｔｏ
　Ｗａｉｔ）、そして保障帯域（ＧＢＲ：Ｇｕａｒａｎｔｅｅｄ　Ｂｉｔ　Ｒａｔｅ）等
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も通知してもよい。このように、セカンダリ基地局においてＩＰヘッダを付する場合は、
必ずしもインナーＩＰヘッダのコピーでなくともよい。
【００９６】
　また、アグリゲーション処理１２１２において、ＩＰフロー１２０２は、ＩＰフロー１
２０１と同様に、ＰＤＣＰにより、ＬＴＥ－Ａにより伝送されるパケットと、ＷＬＡＮに
より伝送されるパケットと、に分割される。そして、ＩＰフロー１２０２のうちのＬＴＥ
－Ａにより伝送されるパケットは、ＲＬＣ、ＬＴＥ－ＭＡＣ、ＬＴＥ－ＰＨＹの順に処理
が行われる。
【００９７】
　また、ＩＰフロー１２０２のうちのＷＬＡＮにより伝送されるパケットは、ＰＤＣＰの
処理の後に、アウターＩＰレイヤによってアウターＩＰヘッダを付されてＷＬＡＮ側へ転
送されることでトンネリングされる。アウターＩＰヘッダは、たとえばＰＤＣＰの上位の
ＩＰレイヤによって付されるＩＰヘッダのコピーであって、ＰＤＣＰによって秘匿化され
ていないＩＰヘッダである。ＩＰフロー１２０２のうちのアウターＩＰヘッダを付されて
ＷＬＡＮ側へ転送されたパケットは、．１１ｘ　ＭＡＣ、．１１ｘ　ＰＨＹの順に処理が
行われる。
【００９８】
　ＬＴＥ－Ａにおいては、ＩＰフローは、ベアラに分類されてベアラとして管理される。
これに対して、たとえばＷＬＡＮの１つであるＩＥＥＥ（ｔｈｅ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　
ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ：
電気電子学会）の８０２．１１ｘにおいては、ＩＰフローはベアラではなくＩＰフローの
まま管理される。このため、マッピング管理１２２０のように、いずれのベアラがいずれ
のＬ２レイヤに属するかのマッピングを管理し、非アグリゲーション処理１２１１および
アグリゲーション処理１２１２を高速に行うことが求められる。
【００９９】
　マッピング管理１２２０は、たとえばＵＥ３１１とｅＮＢ３２１との間の無線制御を行
うＲＲＣによって行われる。ＲＲＣは、ラジオベアラを管理することにより、ＬＴＥ－Ａ
による無線通信を用いる非アグリゲーション処理１２１１と、ＬＴＥ－Ａによる無線通信
およびＷＬＡＮによる無線通信を用いるアグリゲーション処理１２１２とをラジオベアラ
レベルでサポートする。図１２に示す例では、ＨＴＴＰにおけるＩＰフローＩＤ＝０のＩ
Ｐフロー１２０１がベアラＩＤ＝０のベアラとして管理され、ＦＴＰのＩＰフローＩＤ＝
０のＩＰフロー１２０２がベアラＩＤ＝１のベアラとして管理されている。
【０１００】
　また、実施の形態２にかかる無線通信システム３００は、ＷＬＡＮに転送するパケット
にアウターＩＰヘッダを付加する。これにより、ＬＴＥ－ＡのトラフィックをＷＬＡＮに
おいて伝送することが可能になる。また、ＷＬＡＮにおいて、転送されたＩＰフロー１２
０１，１２０２に含まれるＴｏＳフィールドを参照可能になる。
【０１０１】
　たとえば、ＩＥＥＥ８０２．１１ｅにおけるＱｏＳにおいては、ＩＰヘッダのＴｏＳフ
ィールド等を参照してＩＰフローを４種のＡＣ（Ａｃｃｅｓｓ　Ｃａｔｅｇｏｒｙ：アク
セスカテゴリ）に集約してＱｏＳが管理される。無線通信システム３００においては、Ｗ
ＬＡＮにおいて、転送されたＩＰフロー１２０１，１２０２に含まれるＴｏＳフィールド
を参照し、ＴｏＳフィールドに基づくＱｏＳ処理を行うことが可能になる。このため、ア
グリゲーション処理１２１２においてＷＬＡＮのＱｏＳのサポートが可能になる。
【０１０２】
　このように、送信側のｅＮＢ３２１は、ＬＴＥ－ＡとＷＬＡＮを同時に使用するアグリ
ゲーションを行う際に、ＷＬＡＮを用いて送信するためにＰＤＣＰにより処理した後のデ
ータに、ＰＤＣＰの処理前のサービス品質情報を含むアウターＩＰヘッダを付加する。
【０１０３】
　このサービス品質情報は、たとえばデータのサービスクラスなどの伝送の優先度を示す
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ＱｏＳ情報である。一例としては、サービス品質情報は、上述したＴｏＳフィールドとす
ることができるが、サービス品質情報はこれに限らず、データの伝送の優先度を示す各種
の情報とすることができる。たとえば、ＶＬＡＮ（Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅ
ａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ：仮想構内通信網）では、ＶＬＡＮタグの中にＱｏＳを規定するフィ
ールドが規定されている。また、より一般的には、ＱｏＳ情報は５タプルで設定される情
報である。５タプルは、送信元ＩＰアドレスおよびポート番号、送信先ＩＰアドレスおよ
びポート番号、プロトコルタイプである。
【０１０４】
　たとえば、ＬＴＥの無線制御によりＬＴＥのデータをＷＬＡＮへ転送する際に、ＰＤＣ
Ｐ等によりデータのヘッダに秘匿化等の処理が行われると、ＷＬＡＮにおいてデータに含
まれるＱｏＳ情報が参照できなくなる。このため、ＷＬＡＮにおいてＱｏＳ情報に基づく
データの伝送制御ができず、ＬＴＥ－ＡとＷＬＡＮを同時に使用するアグリゲーションを
行う際の通信品質が低下する場合がある。
【０１０５】
　これに対して、ＷＬＡＮへ転送するデータにサービス品質情報を含むアウターＩＰヘッ
ダを付加することで、ＷＬＡＮの処理においてサービス品質情報に基づく伝送制御が可能
になる。サービス品質情報に基づく伝送制御は、たとえば、サービス品質情報に応じて伝
送の優先度を制御するＱｏＳ制御である。ただし、サービス品質情報に基づく伝送制御は
これに限らず各種の制御とすることができる。
【０１０６】
　なお、アグリゲーション処理１２１２において、ＷＬＡＮへ転送されたユーザデータに
は、ＷＬＡＮにおける秘匿化の処理等が行われる。このため、秘匿化されていないアウタ
ーヘッダが付されたユーザデータがＷＬＡＮへ転送されても、アウターヘッダが秘匿化さ
れずにｅＮＢ３２１とＵＥ３１１との間で伝送されることを回避することができる。
【０１０７】
　ＷＬＡＮの秘匿化には、たとえばＡＥＳ（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｅｎｃｒｙｐｔｉｏｎ　
Ｓｔａｎｄａｒｄ）、ＴＫＩＰ（Ｔｅｍｐｏｒａｌ　Ｋｅｙ　Ｉｎｔｅｇｒｉｔｙ　Ｐｒ
ｏｔｏｃｏｌ）、ＷＥＰ（Ｗｉｒｅｄ　Ｅｑｕｉｖａｌｅｎｔ　Ｐｒｉｖａｃｙ）などを
用いることができる。
【０１０８】
　図１２に示す例においては、アグリゲーション処理１２１２を行う際に、ＰＤＣＰを収
束レイヤ（分岐点）とし、ＩＰフロー１２０１，１２０２がＲＬＣおよびＬＴＥ－ＭＡＣ
を通過しない場合について説明したが、このような処理に限らない。たとえば、アグリゲ
ーション処理１２１２を行う際に、ＰＤＣＰの下位レイヤであるＲＬＣやＬＴＥ－ＭＡＣ
を収束レイヤ（分岐点）とし、ＩＰフロー１２０１，１２０２が、ＰＤＣＰだけでなく、
ＲＬＣおよびＬＴＥ－ＭＡＣを通過するようにしてもよい。このように、ＷＬＡＮへの転
送を行う際の収束レイヤ（分岐点）を確立する処理部は、ＰＤＣＰの処理部に限らず、Ｒ
ＬＣやＬＴＥ－ＭＡＣの処理部であってもよい。
【０１０９】
　ＰＤＣＰ、ＲＬＣ、ＬＴＥ－ＭＡＣなどのデータリンク層（レイヤ２）は、ＵＥ３１１
とｅＮＢ３２１との間の無線区間における通信の混雑状況を把握することができる。この
ため、データリンク層において収束レイヤを確立してＷＬＡＮへの転送を行うことにより
、ＵＥ３１１とｅＮＢ３２１との間の無線区間における通信の混雑状況に応じてアグリゲ
ーション処理１２１２の実行の要否等を判断することができる。
【０１１０】
　また、アグリゲーション処理１２１２においてアウターＩＰヘッダをパケットに付加す
るアウターＩＰレイヤは、たとえばＰＤＣＰレイヤの一部として設けられる。ただし、後
述のように、アウターＩＰレイヤをＰＤＣＰの下位レイヤとして設けてもよい。
【０１１１】
　図１３は、実施の形態２にかかる無線通信システムにおけるＴｏＳフィールドに基づく



(19) JP 2017-175668 A 2017.9.28

10

20

30

40

50

ＱｏＳ制御の一例を示す図である。たとえばｅＮＢ３２１がＷＬＡＮ通信の機能を有し、
ｅＮＢ３２１からＵＥ３１１へＩＰパケット１３０１を送信する場合について説明する。
ｅＮＢ３２１は、ＩＰパケット１３０１のＩＰヘッダにおけるＴｏＳフィールドに基づい
て、ＩＰパケット１３０１をボイス、ビデオ、ベストエフォート、バックグラウンドのい
ずれかのＡＣ１３１１～１３１４に分類する。
【０１１２】
　そして、無線通信システム３００においては、ＬＴＥ－ＡおよびＷＬＡＮを同時に使用
するアグリゲーションが行われる場合に、ＰＤＣＰレイヤにより処理されＷＬＡＮへ転送
されるパケット（ＰＤＣＰパケット）にアウターＩＰヘッダが付加される。このため、ｅ
ＮＢ３２１は、ＷＬＡＮの処理においても、ＩＰパケット１３０１のアウターＩＰヘッダ
に含まれるＴｏＳフィールドを参照し、ＴｏＳフィールドに基づくＡＣ分類を行うことが
できる。
【０１１３】
　ｅＮＢ３２１がＷＬＡＮ通信の機能を有する場合について説明したが、ｅＮＢ３２１が
ＷＬＡＮのアクセスポイントへＩＰフローを伝送することでＬＴＥ－ＡおよびＷＬＡＮを
同時に使用するアグリゲーションを行う場合についても同様である。また、ｅＮＢ３２１
からＵＥ３１１へＩＰパケット１３０１を送信する場合（下りリンク）について説明した
が、ＵＥ３１１からｅＮＢ３２１へＩＰパケット１３０１を送信する場合（上りリンク）
についても同様である。
【０１１４】
　図１４は、実施の形態２にかかる無線通信システムにおけるＡＣ分類の一例を示す図で
ある。図１４において、図１３に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して
説明を省略する。
【０１１５】
　図１４においては、ｅＮＢ３２１がＷＬＡＮ通信の機能を有する場合について説明する
。ＩＰパケット１４０１，１４０２は、ＬＴＥ－ＡおよびＷＬＡＮを同時に使用するアグ
リゲーションにおいて、ｅＮＢ３２１がＷＬＡＮによって送信するパケットである。ＩＰ
パケット１４０１，１４０２はそれぞれＨＴＴＰおよびＦＴＰのＩＰパケットである。
【０１１６】
　ｅＮＢ３２１は、ＩＰパケット１４０１，１４０２について、ＩＰヘッダに含まれるＴ
ｏＳフィールドの値に基づいてＡＣ１３１１～１３１４いずれかに分類するＴｏＳ値解析
分類１４１０を行う。図１４に示す例では、ｅＮＢ３２１は、ＩＰパケット１４０１をＡ
Ｃ１３１３（ベストエフォート）に分類し、ＩＰパケット１４０２をＡＣ１３１４（バッ
クグラウンド）に分類している。そして、ｅＮＢ３２１は、ＴｏＳ値解析分類１４１０を
行ったＩＰパケット１４０１，１４０２をＵＥ３１１へＷＬＡＮにより送信する。
【０１１７】
　ｅＮＢ３２１とＵＥ３１１との間のＲＲＣによるマッピング管理１４２０において、Ｈ
ＴＴＰのＩＰパケット１４０１は、ＩＰフローＩＤ＝ＡＣ＝２、ベアラＩＤ＝０として管
理される。ＡＣ＝２はＡＣ１３１３（ベストエフォート）を示す。また、マッピング管理
１４２０において、ＦＴＰのＩＰパケット１４０２は、ＩＰフローＩＤ＝ＡＣ＝３、ベア
ラＩＤ＝１として管理される。ＡＣ＝３はＡＣ１３１４（バックグラウンド）を示す。
【０１１８】
　ＵＥ３１１は、ｅＮＢ３２１の側のＴｏＳ値解析分類１４１０（クラシフィケーション
）に対応するＴｏＳ値解析分類１４３０（デクラシフィケーション）を行うことにより、
ＩＰパケット１４０１，１４０２をそれぞれＰＤＣＰにより終端する。
【０１１９】
　ｅＮＢ３２１からＵＥ３１１へＩＰパケット１４０１，１４０２を送信する場合（下り
リンク）について説明したが、ＵＥ３１１からｅＮＢ３２１へＩＰパケット１４０１，１
４０２を送信する場合（上りリンク）についても同様である。
【０１２０】
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　図１５は、実施の形態２にかかる無線通信システムにおけるアグリゲーションの一例を
示す図である。図１５においては、下りリンクについて、ｅＮＢ３２１がマスタｅＮＢと
なりｅＮＢとＷＬＡＮ通信の機能（ｅＮＢ＋ＷＬＡＮ）を有するセカンダリｅＮＢ３２３
を用いるＷＬＡＮ独立型の構成にてＬＴＥ－ＡとＷＬＡＮを同時に使用するアグリゲーシ
ョンを行う場合について説明する。
【０１２１】
　このアグリゲーションは、図１に示した第１の無線通信１０１および第２の無線通信１
０２を同時に用いたデータの伝送である。セカンダリｅＮＢ３２３は、たとえばＸ２イン
タフェースなどの基地局間インタフェースによってｅＮＢ３２１と通信可能であり、ＵＥ
３１１との間でＷＬＡＮでの通信が可能な基地局である。
【０１２２】
　図１５に示す例では、ｅＮＢ３２１とＵＥ３１１との間にｎ個（ｎはたとえば１０）の
ＥＰＳベアラ１５００～１５０ｎが設定されて通信が行われており、ＥＰＳベアラ１５０
０～１５０ｎをそれぞれＬＴＥ－ＡとＷＬＡＮに分割して伝送する場合について説明する
。なお、ＥＰＳベアラ１５００～１５０ｎの一部のみをＬＴＥ－ＡとＷＬＡＮに分割して
伝送してもよい。図１５に示す例では、ＥＰＳベアラ１５００～１５０ｎは、ｅＮＢ３２
１からＵＥ３１１への下り方向のベアラである。ただし、図１５においてはｎ個のＥＰＳ
ベアラ１５００～１５０ｎが設定されている場合について説明するが、設定されるＥＰＳ
ベアラの数は任意である。
【０１２３】
　ＥＰＳベアラ１５００～１５０ｎは、ＥＢＩ（ＥＰＳ　Ｂｅａｒｅｒ　ＩＤ）がそれぞ
れ０～ｎのｎ＋１個のＥＰＳベアラである。ＥＰＳベアラ１５００～１５０ｎの送信元（
ｓｒｃ　ＩＰ）はともにコアネットワーク（ＣＮ）である。ＥＰＳベアラ１５００～１５
０ｎの宛先（ｄｓｔ　ＩＰ）はともにＵＥ３１１（ＵＥ）である。
【０１２４】
　ｅＮＢ３２１は、ＥＰＳベアラ１５００～１５０ｎのそれぞれにおけるＷＬＡＮへ転送
パケットを、それぞれＰＤＣＰレイヤ１５１０～１５１ｎを介してセカンダリｅＮＢ３２
３へ転送する。すなわち、ｅＮＢ３２１は、ＥＰＳベアラ１５００～１５０ｎのＷＬＡＮ
への転送を、ＬＴＥ－Ａのレイヤ２（図１５に示す例ではＰＤＣＰ）によって制御する。
【０１２５】
　このとき、ｅＮＢ３２１は、ＥＰＳベアラ１５００～１５０ｎのそれぞれにおけるＷＬ
ＡＮへ転送するパケットに対してアウターＩＰヘッダを付加する。これにより、ＥＰＳベ
アラ１５００～１５０ｎはＩＰパケットとしてセカンダリｅＮＢ３２３へ転送される。す
なわち、ＥＰＳベアラ１５００～１５０ｎは、上述したＴｏＳフィールド（ＱｏＳ情報）
を含み秘匿化されていないアウターＩＰヘッダが付された状態でＷＬＡＮへ転送される。
【０１２６】
　また、アウターＩＰヘッダにおけるプロトコルフィールド（たとえば図１０に示したプ
ロトコルフィールド１００４）の値は、たとえば“９９”（ａｎｙ　ｐｒｉｖａｔｅ　ｅ
ｎｃｒｙｐｔｉｏｎ　ｓｃｈｅｍｅ）とすることができる。ただし、アウターＩＰヘッダ
におけるプロトコルフィールドの値は、“９９”に限らず、“６１”（ａｎｙ　ｈｏｓｔ
　ｉｎｔｅｒｎａｌ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）、“６３”（ａｎｙ　ｌｏｃａｌ　ｎｅｔｗｏ
ｒｋ）、“１１４”（ａｎｙ　０－ｈｏｐ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）などにしてもよい。
【０１２７】
　ｅＮＢ３２１からセカンダリｅＮＢ３２３へのＥＰＳベアラ１５００～１５０ｎの転送
は、たとえばＬＴＥ－Ａのハンドオーバと同様に行うことができる。たとえば、ｅＮＢ３
２１からセカンダリｅＮＢ３２３へのＥＰＳベアラ１５００～１５０ｎの転送は、ｅＮＢ
３２１とセカンダリｅＮＢ３２３との間のＧＴＰトンネル１５２０～１５２ｎを用いて行
うことができる。ＧＴＰトンネル１５２０～１５２ｎは、ｅＮＢ３２１とセカンダリｅＮ
Ｂ３２３との間にＥＰＳベアラごとに設定されたＧＴＰトンネルである。ただし、この転
送は、ＧＴＰトンネルに限らず、イーサネット（登録商標）など各種の方法により行うこ
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とができる。
【０１２８】
　また、ｅＮＢ３２１は、ＥＰＳベアラ１５００～１５０ｎのそれぞれにおけるＬＴＥ－
Ａにより伝送するパケットに対してはアウターＩＰヘッダを付加せずに、ＲＬＣ、ＭＡＣ
、ＰＨＹの順に処理してＬＴＥ－ＡによりＵＥ３１１へ無線送信する。ＵＥ３１１は、Ｌ
ＴＥ－ＡによりｅＮＢ３２１から送信されたパケットを、ＰＨＹ、ＭＡＣ、ＲＬＣ、ＰＤ
ＣＰ（ＰＤＣＰレイヤ１５７０～１５７ｎ）により処理することによって受信する。
【０１２９】
　セカンダリｅＮＢ３２３は、ＧＴＰトンネル１５２０～１５２ｎを介してｅＮＢ３２１
から転送されたＥＰＳベアラ１５００～１５０ｎをそれぞれ受信する。そして、セカンダ
リｅＮＢ３２３は、受信したＥＰＳベアラ１５００～１５０ｎに対応する各ＩＰパケット
に対して、各ＩＰパケットのアウターＩＰヘッダに含まれるＴｏＳフィールドに基づくＡ
Ｃクラシフィケーション１５４０を行う。
【０１３０】
　ＡＣクラシフィケーション１５４０は、セカンダリｅＮＢ３２３におけるＷＬＡＮ（８
０２．１１ｅ）の機能による処理である。ＡＣクラシフィケーション１５４０により、た
とえば図１３に示したように、各ＩＰパケットがボイス（ＶＯ）、ビデオ（ＶＩ）、ベス
トエフォート（ＢＥ）、バックグラウンド（ＢＫ）のいずれかのＡＣに分類される。
【０１３１】
　セカンダリｅＮＢ３２３は、ＡＣクラシフィケーション１５４０によって分類された各
ＩＰパケットを、ＷＬＡＮ１５５０を介してＵＥ３１１へ送信する。この場合に、ＷＬＡ
Ｎ１５５０におけるＳＳＩＤ（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅｔ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ：サービ
スセット識別子）は、たとえば「ｏｆｆｌｏａｄ」とすることができる。
【０１３２】
　ＵＥ３１１は、ＷＬＡＮ１５５０を介して受信した各ＩＰパケットに対して、ＩＰパケ
ットのアウターＩＰヘッダに含まれるＴｏＳフィールドに基づくＡＣデクラシフィケーシ
ョン１５６０を行う。ＡＣデクラシフィケーション１５６０は、ＵＥ３１１におけるＷＬ
ＡＮ（８０２．１１ｅ）の機能による処理である。
【０１３３】
　ＵＥ３１１は、ＡＣデクラシフィケーション１５６０によって受信した各ＩＰパケット
を、それぞれ分類されたＡＣに基づいてＥＰＳベアラ１５００～１５０ｎに再分類する。
そして、ＵＥ３１１は、再分類したＥＰＳベアラ１５００～１５０ｎをそれぞれＰＤＣＰ
レイヤ１５７０～１５７ｎによって処理して受信する。
【０１３４】
　レイヤ群１５５１は、ＵＥ３１１がＰＤＣＰレイヤ１５７０～１５７ｎによって受信し
た各ＩＰパケットの各プロトコルを示している。レイヤ群１５５１に示すように、ＷＬＡ
Ｎにより伝送されるデータは、アプリケーションレイヤ（ＡＰＰ）、ＴＣＰ／ＵＤＰレイ
ヤ、ＩＰレイヤ（インナーレイヤ）、ＰＤＣＰレイヤ、アウターＩＰレイヤにより処理さ
れたデータである。アプリケーションレイヤ、ＴＣＰ／ＵＤＰレイヤ、ＩＰレイヤによる
データ（斜線部）は、ＰＤＣＰレイヤの処理によって暗号化されて伝送される。
【０１３５】
　ＵＥ３１１は、受信した各ＩＰパケットに付されたアウターＩＰヘッダを除去する。レ
イヤ群１５５２は、ＵＥ３１１が受信したＩＰパケットからアウターＩＰヘッダを除去し
たＰＤＣＰパケットの各プロトコルを示している。ｅＮＢ３２１からＰＤＣＰパケットを
アウターＩＰレイヤによるトンネリングを用いて伝送することで、レイヤ群１５５２に示
すように、ＵＥ３１１はＷＬＡＮによって伝送されるデータについてもＰＤＣＰパケット
として受信することができる。
【０１３６】
　レイヤ群１５５３は、ＵＥ３１１がｅＮＢ３２１からＬＴＥ－Ａにより受信するＰＤＣ
Ｐパケットの各プロトコルを示している。レイヤ群１５５３に示すように、ｅＮＢ３２１
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は、ＰＤＣＰパケットに対してアウターＩＰヘッダを付加せずに、ＰＤＣＰパケットのま
まＵＥ３１１へ伝送する。
【０１３７】
　ＵＥ３１１は、ＷＬＡＮにより受信したＰＤＣＰパケットと、ＬＴＥ－Ａにより受信し
たＰＤＣＰパケットと、の間の順序制御を、各ＰＤＣＰパケットのヘッダに含まれるシー
ケンス番号に基づいて行う。ＰＤＣＰパケットのヘッダに含まれるシーケンス番号は、Ｐ
ＤＣＰレイヤによる処理によってデータに付加されたヘッダに含まれるシーケンス番号で
ある。
【０１３８】
　これにより、ＵＥ３１１は、ＷＬＡＮにより受信したＰＤＣＰパケットと、ＬＴＥ－Ａ
により受信したＰＤＣＰパケットと、を正しい順序に並べ、ｅＮＢ３２１がＬＴＥ－Ａと
ＷＬＡＮに分割して送信したデータを受信することができる。
【０１３９】
　このように、無線通信システム３００においては、ＥＰＳベアラ１５００～１５０ｎを
ＬＴＥ－ＡおよびＷＬＡＮに分割して伝送する場合に、ＷＬＡＮにより伝送するＰＤＣＰ
パケットをアウターＩＰでトンネリングすることができる。これにより、受信側において
、ＷＬＡＮにより伝送されたデータをＰＤＣＰパケットとして受信し、ＰＤＣＰのシーケ
ンス番号を用いて、ＬＴＥ－Ａにより受信したパケットと、ＷＬＡＮにより受信したパケ
ットと、の間の順序制御を行うことができる。このため、ＬＴＥ－ＡとＷＬＡＮを同時に
用いたデータ伝送が可能になる。
【０１４０】
　また、ＷＬＡＮにより伝送するＰＤＣＰパケットに、インナーＩＰヘッダのコピーであ
るアウターＩＰヘッダを付加してトンネリングを行うことにより、セカンダリｅＮＢ３２
３において各ＩＰパケットのアウターＩＰヘッダのＴｏＳフィールドが参照可能になる。
このため、ＷＬＡＮ１５５０により伝送するデータについて、ＴｏＳフィールドに基づく
ＡＣクラシフィケーション１５４０を行い、トラフィックの性質に応じたＱｏＳ制御を行
うことができる。
【０１４１】
　なお、ＷＬＡＮ１５５０において、ＩＥＥＥ８０２．１ｑで規定されるＶＬＡＮタグ内
のプライオリティ値を参照してＡＣ分類を行うことも可能である。ＶＬＡＮタグは、ＶＬ
ＡＮの識別子である。
【０１４２】
　図１５においては、ｅＮＢ３２１がマスタｅＮＢとなりｅＮＢとＷＬＡＮ通信の機能（
ｅＮＢ＋ＷＬＡＮ）を有するセカンダリｅＮＢ３２３を用いるＷＬＡＮ独立型の構成にて
ＬＴＥ－ＡとＷＬＡＮを同時に使用するアグリゲーションを行う場合について説明した。
ただし、アグリゲーションはこれに限らず、たとえばｅＮＢ３２１がＷＬＡＮ通信の機能
（ｅＮＢ＋ＷＬＡＮ）も有する構成にてアグリゲーションを行ってもよい。この場合は、
ＷＬＡＮによるＵＥ３１１との通信もｅＮＢ３２１が行い、セカンダリｅＮＢ３２３は用
いなくてもよい。
【０１４３】
　図１６は、実施の形態２にかかる無線通信システムに適用可能なＱｏＳクラスのＡＣへ
のマッピングの一例を示す図である。ＷＬＡＮの送信側（たとえばセカンダリｅＮＢ３２
３）は、たとえば図１６のテーブル１６００のように、送信対象のＥＰＳベアラをＡＣに
分類する。たとえば、ＥＰＳベアラのＱｏＳクラスは、ＱＣＩ（ＱｏＳ　Ｃｌａｓｓ　Ｉ
ｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）によって識別される。
【０１４４】
　各ＱＣＩは、四つのＡＣであるボイス（ＶＯ）、ビデオ（ＶＩ）、ベストエフォート（
ＢＥ）、バックグラウンド（ＢＫ）に分類される。ＷＬＡＮの受信側（たとえばＵＥ３１
１）は、ＡＣからＱｏＳクラスへの変換を行う。そのために、ｅＮＢ３２１は、ＷＬＡＮ
へ転送するＥＰＳベアラをＵＥ３１１に事前に設定する。これに対して、たとえば下りリ
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ンクにおいて、ＵＥ３１１は、ｅＮＢ３２１から設定されたＥＰＳベアラに基づいてＥＰ
Ｓベアラを特定することができる。また、上りリンクにおいて、ＵＥ３１１は、ｅＮＢ３
２１から設定されたＥＰＳベアラに基づいてＡＣ分類を行うことができる。
【０１４５】
　図１７は、実施の形態２にかかる無線通信システムにおける送信側装置による処理の一
例を示すフローチャートである。図１７においては、ｅＮＢ３２１からＵＥ３１１へユー
ザデータを送信する下りリンクの場合について説明する。
【０１４６】
　まず、ｅＮＢ３２１は、ＵＥ３１１へのユーザデータについて、ＬＴＥ－ＡとＷＬＡＮ
を同時に使用するアグリゲーションを実行するか否かを判断する（ステップＳ１７０１）
。ステップＳ１７０１における判断方法については後述する。
【０１４７】
　ステップＳ１７０１において、アグリゲーションを実行しないと判断した場合（ステッ
プＳ１７０１：Ｎｏ）は、ｅＮＢ３２１は、ＬＴＥ－ＡによりＵＥ３１１へのユーザデー
タを送信し（ステップＳ１７０２）、一連の処理を終了する。ステップＳ１７０２におい
ては、ＰＤＣＰの秘匿化やヘッダ圧縮等が行われたユーザデータが送信される。これに対
して、ＵＥ３１１は、ＰＤＣＰレイヤにおいて、秘匿化に対する復号や、ヘッダ圧縮に対
するヘッダ解凍などの処理を行うことによって、ｅＮＢ３２１から送信されたユーザデー
タを受信することができる。
【０１４８】
　ステップＳ１７０１において、アグリゲーションを実行すると判断した場合（ステップ
Ｓ１７０１：Ｙｅｓ）は、ｅＮＢ３２１は、ＷＬＡＮへ転送するデータを処理するための
アウターＩＰレイヤを設定する（ステップＳ１７０３）。ステップＳ１７０３において、
ｅＮＢ３２１は、自局に合わせてＵＥ３１１のアウターＩＰレイヤを設定させるようにＵ
Ｅ３１１を制御してもよい。
【０１４９】
　つぎに、ｅＮＢ３２１は、ＬＴＥ－ＡとＷＬＡＮを同時に使用してＵＥ３１１へのユー
ザデータを送信し（ステップＳ１７０４）、一連の処理を終了する。ステップＳ１７０４
において、ｅＮＢ３２１は、ＷＬＡＮにより送信するユーザデータについては、ステップ
Ｓ１７０３によって設定したアウターＩＰレイヤによってアウターＩＰヘッダを付加する
ことによりトンネリングして送信する。
【０１５０】
　また、ステップＳ１７０４において、ｅＮＢ３２１がＷＬＡＮ通信の機能を有する場合
は、ｅＮＢ３２１は、自局のＬＴＥ－Ａ通信およびＷＬＡＮ通信の機能によりＵＥ３１１
へのユーザデータを送信する。一方、ｅＮＢ３２１がＷＬＡＮ通信の機能を有していない
場合は、ｅＮＢ３２１は、ＷＬＡＮにより送信するユーザデータについては、自局と接続
されたＷＬＡＮ通信の機能を有するセカンダリｅＮＢ３２３へＵＥ３１１へのユーザデー
タを転送する。
【０１５１】
　また、ステップＳ１７０３によって設定されたアウターＩＰレイヤにより、ＷＬＡＮへ
転送されるデータにはアウターＩＰヘッダが付加されるため、ＷＬＡＮにおいて、アウタ
ーＩＰヘッダに含まれるＴｏＳフィールドに基づくＱｏＳ制御が可能になる。
【０１５２】
　上述したステップＳ１７０１の判断は、たとえば、ＵＥ３１１またはネットワーク側（
たとえばＰＧＷ３３２）から、ＵＥ３１１のユーザデータについてアグリゲーションを行
うことが指示されているか否かに基づいて行うことができる。または、ステップＳ１７０
１の判断は、たとえば、ＵＥ３１１へのユーザデータの量が閾値を超えたか否かに基づい
て行うことができる。ユーザデータの量は、時間当りの量であってもよいし、ＵＥ３１１
の一連のユーザデータの総量であってもよい。または、ステップＳ１７０１の判断は、た
とえば、ｅＮＢ３２１とＵＥ３１１との間のＬＴＥ－Ａによる通信の遅延時間や、ｅＮＢ
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３２１とＵＥ３１１との間のＷＬＡＮによる通信の遅延時間などに基づいて行うことがで
きる。
【０１５３】
　また、図１７においては、アグリゲーションを行わない場合はＬＴＥ－Ａのみを用いて
ユーザデータを送信する場合について説明したが、ｅＮＢ３２１は、アグリゲーションを
行わない場合はＷＬＡＮのみを用いてユーザデータを送信してもよい。アグリゲーション
を行わない場合に、ＬＴＥ－ＡおよびＷＬＡＮのいずれを用いるか否かの判断は、たとえ
ば、ＵＥ３１１またはネットワーク側（たとえばＰＧＷ３３２）からの指示に基づいて行
うことができる。または、この判断は、たとえば、ＵＥ３１１へのユーザデータの量が閾
値を超えたか否かに基づいて行うことができる。ユーザデータの量は、時間当りの量であ
ってもよいし、ＵＥ３１１の一連のユーザデータの総量であってもよい。または、この判
断は、たとえば、ｅＮＢ３２１とＵＥ３１１との間のＬＴＥ－Ａによる通信の遅延時間や
、ｅＮＢ３２１とＵＥ３１１との間のＷＬＡＮによる通信の遅延時間などに基づいて行う
ことができる。
【０１５４】
　また、図１７においてはｅＮＢ３２１からＵＥ３１１へユーザデータを送信する下りリ
ンクの場合のｅＮＢ３２１による処理について説明したが、ＵＥ３１１からｅＮＢ３２１
へユーザデータを送信する上りリンクの場合のＵＥ３１１による処理も同様である。ただ
し、ステップＳ１７０４における処理は、ｅＮＢ３２１がＷＬＡＮ通信の機能を有してい
るか否かによって異なる。ｅＮＢ３２１がＷＬＡＮ通信の機能を有している場合は、ＵＥ
３１１は、ＷＬＡＮにより送信するｅＮＢ３２１へのユーザデータをｅＮＢ３２１へ直接
送信する。一方、ｅＮＢ３２１がＷＬＡＮ通信の機能を有していない場合は、ＵＥ３１１
は、ＷＬＡＮにより送信するｅＮＢ３２１へのユーザデータを、ｅＮＢ３２１と接続され
たＷＬＡＮ通信の機能を有するセカンダリｅＮＢ３２３へ転送する。これにより、セカン
ダリｅＮＢ３２３を介してｅＮＢ３２１へのユーザデータを送信することができる。
【０１５５】
　図１８は、実施の形態２にかかる無線通信システムにおいて複数のＥＰＳベアラが同一
のＱｏＳクラスを有する場合の一例を示す図である。図１８において、図１４に示した部
分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。たとえば、ＩＰパケット
１４０１，１４０２がともにバックグラウンドのＩＰパケットである場合に、ＴｏＳ値解
析分類１４１０において、ＩＰパケット１４０１，１４０２はともにＡＣ１３１４（バッ
クグラウンド）に分類される。
【０１５６】
　この場合に、ＵＥ３１１とｅＮＢ３２１との間のＲＲＣにおけるマッピング管理１４２
０において、ＨＴＴＰのＩＰパケット１４０１は、ＩＰフローＩＤ＝ＡＣ＝３、ベアラＩ
Ｄ＝０として管理される。また、マッピング管理１４２０において、ＦＴＰのＩＰパケッ
ト１４０２は、ＩＰフローＩＤ＝ＡＣ＝３、ベアラＩＤ＝１として管理される。
【０１５７】
　この場合に、ＵＥ３１１は、ＴｏＳ値解析分類１４１０に対応するＴｏＳ値解析分類１
４３０を行っても、受信したＩＰパケット１４０１，１４０２のそれぞれが、ベアラＩＤ
＝０，１のいずれのＥＰＳベアラであるかをＡＣに基づいて判断することができない。
【０１５８】
　また、ユーザデータをＷＬＡＮで送信する場合に、ＩＰデータグラム（ＰＤＣＰ　ＳＤ
Ｕ）にＬＣＩＤを付加することはできない。このため、ｅＮＢ３２１は、受信したＩＰパ
ケット１４０１，１４０２のそれぞれが、ベアラＩＤ＝０，１のいずれのＥＰＳベアラで
あるかをＬＣＩＤに基づいて判断することができない。
【０１５９】
　このように、複数のＥＰＳベアラが同一のＱｏＳクラスを有する場合は、受信側（図１
８に示す例ではＵＥ３１１）がＥＰＳベアラを一意に識別することができない場合がある
。すなわち、受信側が、受信したラジオベアラをＥＰＳベアラに変換することができない
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場合がある。特に上りリンクにおいては、ｅＮＢ３２１とＰＧＷ３３２との間のＩＰフロ
ーはＥＰＳベアラとして管理されるため、ｅＮＢ３２１がラジオベアラをＥＰＳベアラに
変換できない場合はｅＮＢ３２１からＰＧＷ３３２へのＩＰフローの伝送が困難になる。
【０１６０】
　これに対して、実施の形態２にかかる無線通信システム３００においては、たとえば、
ＵＥ３１１およびｅＮＢ３２１のうちの送信側が、同一のＱｏＳクラスを有するＥＰＳベ
アラについて同時にアグリゲーションを行わないようにする。
【０１６１】
　たとえば、送信側は、同一のＱｏＳクラスを有する複数のＥＰＳベアラをＵＥ３１１へ
送信する場合に、その複数のＥＰＳベアラのうちの１個のみについてアグリゲーションを
行う。そして、送信側は、残りのＥＰＳベアラはアグリゲーションを行わずにＬＴＥ－Ａ
によりＵＥ３１１へ送信する。または、送信側は、同一のＱｏＳクラスを有する複数のＥ
ＰＳベアラをＵＥ３１１へ送信する場合は、アグリゲーションを行わずにＬＴＥ－Ａによ
る送信を行う。これにより、同一のＱｏＳクラスを有する複数のＥＰＳベアラが同時にＷ
ＬＡＮへ転送されないため、ＷＬＡＮへ転送された各ユーザデータについて、ＵＥ３１１
がＡＣに基づいてＥＰＳベアラを一意に特定することができる。
【０１６２】
　または、ＵＥ３１１およびｅＮＢ３２１のうちの送信側は、同一のＱｏＳクラスを有す
る複数のＥＰＳベアラをＵＥ３１１へ送信する場合に、その複数のＥＰＳベアラを１つの
ベアラに集約する処理を行ってもよい。複数のＥＰＳベアラを１つのベアラに集約する処
理には、たとえば３ＧＰＰのＴＳ２３．４０１に規定された「ＵＥ　ｒｅｑｕｅｓｔｅｄ
　ｂｅａｒｅｒ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ」
を用いることができる。これにより、同一のＱｏＳクラスを有する複数のＥＰＳベアラが
同時にＷＬＡＮへ転送されないため、ＷＬＡＮへ転送された各ユーザデータについて、Ｕ
Ｅ３１１がＡＣに基づいてＥＰＳベアラを一意に特定することができる。
【０１６３】
　また、たとえば後述（たとえば図２２～図２４参照）のように、アウターＩＰレイヤと
は別に新規のトンネリングレイヤを設け、該トンネリングレイヤによってベアラごとの識
別情報を含むトンネリング用のヘッダをデータに付加することも考えられる。この場合は
、ＷＬＡＮへ転送された各ユーザデータについて、ＵＥ３１１が該識別情報を用いてＥＰ
Ｓベアラを一意に特定することができる。
【０１６４】
　図１９は、実施の形態２において３ＧＰＰプロトコルを用いるアウターＩＰレイヤの実
装の一例を示す図である。図１５等に示した例では、アウターＩＰレイヤをＰＤＣＰレイ
ヤの一部として設ける場合について説明したが、図１９に示すプロトコルスタックのよう
に、アウターＩＰレイヤ１９００をＰＤＣＰレイヤ１９０１の下位レイヤとして設けても
よい。
【０１６５】
　この場合は、たとえば、ＰＤＣＰレイヤ１９０１は、ＰＤＣＰによる秘匿化等の処理を
行ってＰＤＣＰヘッダを付したＰＤＣＰパケットと、ＰＤＣＰによる秘匿化等の処理を行
う前のパケットに付加されたＩＰヘッダと、をアウターＩＰレイヤ１９００へ転送する。
ＰＤＣＰヘッダは、たとえば２バイトのヘッダである。
【０１６６】
　アウターＩＰレイヤ１９００は、ＰＤＣＰレイヤ１９０１から転送されたＰＤＣＰパケ
ットに、ＰＤＣＰレイヤ１９０１から転送されたＩＰヘッダをアウターＩＰヘッダとして
付加する。これにより、ＰＤＣＰパケットをトンネリングによってＷＬＡＮ経由で伝送す
ることができる。アウターＩＰヘッダは、たとえばインナーＩＰヘッダと同じ２０バイト
のヘッダである。
【０１６７】
　図２０は、実施の形態２において３ＧＰＰプロトコルを用いるアウターＩＰレイヤの実
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装の他の例を示す図である。図２０において、図１９に示した部分と同様の部分について
は同一の符号を付して説明を省略する。図２０に示すプロトコルスタックのように、アウ
ターＩＰレイヤ１９００をＰＤＣＰレイヤ１９０１およびＲＬＣレイヤ１９０２の下位レ
イヤとして設けてもよい。
【０１６８】
　この場合は、たとえば、ＰＤＣＰレイヤ１９０１は、ＰＤＣＰによる秘匿化等の処理を
行ったＰＤＣＰパケットと、ＰＤＣＰによる秘匿化等の処理を行う前のパケットに付加さ
れたＩＰヘッダ（インナーＩＰヘッダ）と、をＲＬＣレイヤ１９０２へ転送する。
【０１６９】
　ＲＬＣレイヤ１９０２は、ＰＤＣＰレイヤ１９０１から転送されたＰＤＣＰパケットに
対してＲＬＣヘッダを付加し、ＲＬＣヘッダを付加したＲＬＣパケットと、ＰＤＣＰレイ
ヤ１９０１から転送されたＩＰヘッダと、をアウターＩＰレイヤ１９００へ転送する。Ｒ
ＬＣヘッダは、たとえば可変長のヘッダである。
【０１７０】
　アウターＩＰレイヤ１９００は、ＲＬＣレイヤ１９０２から転送されたＲＬＣパケット
に、ＲＬＣレイヤ１９０２から転送されたＩＰヘッダをアウターＩＰヘッダとして付加す
る。これにより、ＲＬＣパケットをトンネリングによってＷＬＡＮ経由で伝送することが
できる。このため、トンネリングによってＷＬＡＮ経由で伝送するデータについて、たと
えばＲＬＣによる再送制御が可能になる。
【０１７１】
　図２１は、実施の形態２において３ＧＰＰプロトコルを用いるアウターＩＰレイヤの実
装のさらに他の例を示す図である。図２１において、図２０に示した部分と同様の部分に
ついては同一の符号を付して説明を省略する。図２０に示すプロトコルスタックのように
、ＰＤＣＰレイヤ１９０１、ＲＬＣレイヤ１９０２およびＭＡＣレイヤ１９０３の下位レ
イヤとしてアウターＩＰレイヤ１９００を設けてもよい。
【０１７２】
　この場合は、ＲＬＣレイヤ１９０２は、ＲＬＣヘッダを付加したＲＬＣパケットと、Ｐ
ＤＣＰレイヤ１９０１から転送されたＩＰヘッダと、をＭＡＣレイヤ１９０３へ転送する
。ＭＡＣレイヤ１９０３は、ＲＬＣレイヤ１９０２から転送されたＰＤＣＰパケットに対
してＭＡＣヘッダを付加し、ＭＡＣヘッダを付加したＭＡＣフレームと、ＲＬＣレイヤ１
９０２から転送されたＩＰヘッダと、をアウターＩＰレイヤ１９００へ転送する。ＭＡＣ
ヘッダは、たとえば可変長のヘッダである。
【０１７３】
　アウターＩＰレイヤ１９００は、ＭＡＣレイヤ１９０３から転送されたＭＡＣフレーム
に、ＭＡＣレイヤ１９０３から転送されたＩＰヘッダをアウターＩＰヘッダとして付加す
る。これにより、ＭＡＣフレームをトンネリングによってＷＬＡＮ経由で伝送することが
できる。このため、トンネリングによってＷＬＡＮ経由で伝送するデータについて、たと
えばＨＡＲＱによる再送制御が可能になる。
【０１７４】
　図２２は、実施の形態２において新規トンネリングプロトコルを用いるアウターＩＰレ
イヤの実装の一例を示す図である。図２２において、図１９に示した部分と同様の部分に
ついては同一の符号を付して説明を省略する。図２２に示すように、ＰＤＣＰレイヤ１９
０１とアウターＩＰレイヤ１９００との間に新規のトンネリングプロトコルであるトンネ
リングレイヤ２２０１（ＴＵＮ）を設けてもよい。
【０１７５】
　トンネリングレイヤ２２０１は、ＰＤＣＰレイヤ１９０１によってＰＤＣＰヘッダを付
加されたＰＤＣＰパケットに対してトンネリング用のヘッダを付加する。また、トンネリ
ングレイヤ２２０１は、たとえば、ベアラの識別情報を含むトンネリング用のヘッダをＰ
ＤＣＰパケットに付加してもよい。アウターＩＰレイヤ１９００は、トンネリングレイヤ
２２０１によってトンネリング用のヘッダを付されたパケットに対してアウターＩＰヘッ
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ダを付加する。ベアラ識別情報は、たとえば、ベアラのＩＤである。受信局は当該ベアラ
ＩＤを参照することによってＥＰＳベアラを特定することが可能になる。
【０１７６】
　図２３は、実施の形態２において新規トンネリングプロトコルを用いるアウターＩＰレ
イヤの実装の他の例を示す図である。図２３において、図２０または図２２に示した部分
と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。図２３に示すように、ＲＬ
Ｃレイヤ１９０２とアウターＩＰレイヤ１９００との間にトンネリングレイヤ２２０１を
設けてもよい。トンネリングレイヤ２２０１は、ＲＬＣレイヤ１９０２によってＲＬＣヘ
ッダを付加されたＲＬＣパケットに対してトンネリング用のヘッダを付加する。
【０１７７】
　図２４は、実施の形態２において新規トンネリングプロトコルを用いるアウターＩＰレ
イヤの実装のさらに他の例を示す図である。図２４において、図２１または図２３に示し
た部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。図２４に示すように
、ＭＡＣレイヤ１９０３とアウターＩＰレイヤ１９００との間にトンネリングレイヤ２２
０１を設けてもよい。トンネリングレイヤ２２０１は、ＭＡＣレイヤ１９０３によってＭ
ＡＣヘッダを付加されたＭＡＣフレームに対してトンネリング用のヘッダを付加する。
【０１７８】
　図１９～図２４に示したように、アウターＩＰレイヤ１９００を実装する位置は、ＰＤ
ＣＰレイヤ１９０１に限らず、たとえばＰＤＣＰレイヤ１９０１の下位における各位置と
することができる。また、たとえばＲＬＣレイヤ１９０２やＭＡＣレイヤ１９０３とは別
にアウターＩＰレイヤ１９００を設ける場合について説明したが、ＲＬＣレイヤ１９０２
やＭＡＣレイヤ１９０３の一部としてアウターＩＰレイヤ１９００を設けてもよい。
【０１７９】
　このように、実施の形態２によれば、ｅＮＢ３２１およびＵＥ３１１のうちの送信側の
局は、ＬＴＥ－ＡとＷＬＡＮを同時に使用するアグリゲーションを行う場合に、ＷＬＡＮ
により伝送するＰＤＣＰパケットをアウターＩＰでトンネリングすることができる。これ
により、受信側において、ＷＬＡＮにより伝送されたデータをＰＤＣＰパケットとして受
信し、ＰＤＣＰのシーケンス番号を用いて、ＬＴＥ－Ａにより受信したパケットと、ＷＬ
ＡＮにより受信したパケットと、の間の順序制御を行うことができる。このため、ＬＴＥ
－ＡとＷＬＡＮを同時に用いたデータ伝送が可能になる。
【０１８０】
　ＬＴＥ－ＡとＷＬＡＮを同時に用いたデータ伝送が可能になることにより、データの伝
送速度の向上を図ることができる。たとえば、ＬＴＥ－ＡとＷＬＡＮのうちのいずれかの
みを用いる場合における最大の伝送速度は、ＬＴＥ－Ａの使用時にはＬＴＥ－Ａの最大の
伝送速度となり、ＷＬＡＮの使用時にはＷＬＡＮの最大の伝送速度となる。これに対して
、ＬＴＥ－ＡとＷＬＡＮを同時に用いる場合における最大の伝送速度は、ＬＴＥ－Ａの最
大の伝送速度と、ＷＬＡＮの最大の伝送速度と、の総和となる。
【０１８１】
　また、ｅＮＢ３２１およびＵＥ３１１のうちの送信側の局は、ＷＬＡＮにより伝送する
ＰＤＣＰパケットに、インナーＩＰヘッダのコピーであるアウターＩＰヘッダを付加して
トンネリングを行うことができる。これにより、ＷＬＡＮにおいて、各ＩＰパケットのア
ウターＩＰヘッダに含まれるＴｏＳフィールドが参照可能になる。このため、ＷＬＡＮに
より伝送するデータについて、ＴｏＳフィールドに基づくＡＣクラシフィケーションを行
い、トラフィックの性質に応じたＱｏＳ制御を行うことができる。
【０１８２】
（実施の形態３）
　実施の形態３においては、同一のＱｏＳクラスを有するＥＰＳベアラについて同時にア
グリゲーションしないという制約をなくし、アグリゲーション可能なユーザデータの量の
増加を図ることができる方法について説明する。なお、実施の形態３は、上述した実施の
形態１を具象化した実施例として捉えることができるため、実施の形態１と組み合わせて
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実施することが可能である。また、実施の形態３は、実施の形態２と共通する部分につい
ても組み合わせて実施することが可能である。
【０１８３】
　図２５は、実施の形態３にかかる無線通信システムにおいてＵＬのＴＦＴを用いてＥＰ
Ｓベアラを識別する方法の一例を示す図である。図２５において、図１５に示した部分と
同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。
【０１８４】
　図２５においては、上りリンクについて、ｅＮＢ３２１がＷＬＡＮ通信の機能（ｅＮＢ
＋ＷＬＡＮ）を有する構成にてＬＴＥ－ＡとＷＬＡＮを同時に使用するアグリゲーション
を行う場合について説明する。図２５に示す例では、ＥＰＳベアラ１５００～１５０ｎは
、ＵＥ３１１からｅＮＢ３２１への上り方向のベアラである。すなわち、ＥＰＳベアラ１
５００～１５０ｎの送信元（ｓｒｃ　ＩＰ）はともにＵＥ３１１（ＵＥ）である。ＥＰＳ
ベアラ１５００～１５０ｎの宛先（ｄｓｔ　ＩＰ）はともにコアネットワーク（ＣＮ）で
ある。
【０１８５】
　ＵＥ３１１は、ＥＰＳベアラ１５００～１５０ｎについてＬＴＥ－ＡとＷＬＡＮを同時
に使用するアグリゲーションを行う場合に、ＥＰＳベアラ１５００～１５０ｎに対してＰ
ＤＣＰレイヤ１５７０～１５７ｎを経由させる。このとき、ＵＥ３１１は、ＷＬＡＮによ
り送信するＰＤＣＰパケットに対してアウターＩＰヘッダを付加することによりＰＤＣＰ
パケットのトンネリングを行う。これにより、ＷＬＡＮにより送信するＰＤＣＰパケット
はＩＰパケットとなる。
【０１８６】
　ＵＥ３１１は、ＰＤＣＰレイヤ１５７０～１５７ｎを経由したＥＰＳベアラ１５００～
１５０ｎに対応する各ＩＰパケットに対して、ＩＰパケットのアウターＩＰヘッダに含ま
れるＴｏＳフィールドに基づくＡＣクラシフィケーション２５１０を行う。ＡＣクラシフ
ィケーション２５１０は、ＵＥ３１１におけるＷＬＡＮ（８０２．１１ｅ）の機能による
処理である。
【０１８７】
　ＡＣクラシフィケーション２５１０によって分類された各ＩＰパケットは、ＷＬＡＮ１
５５０を介してｅＮＢ３２１へ送信される。ｅＮＢ３２１は、ＷＬＡＮ１５５０を介して
受信した各ＩＰパケットに対して、ＩＰパケットのアウターＩＰヘッダに含まれるＴｏＳ
フィールドに基づくＡＣデクラシフィケーション２５２０を行う。ＡＣデクラシフィケー
ション２５２０は、ｅＮＢ３２１におけるＷＬＡＮ（８０２．１１ｅ）の機能による処理
である。
【０１８８】
　また、ＵＥ３１１は、ＥＰＳベアラ１５００～１５０ｎのそれぞれにおけるＬＴＥ－Ａ
により伝送するパケットに対してはアウターＩＰヘッダを付加せずに、ＲＬＣ、ＭＡＣ、
ＰＨＹの順に処理してＬＴＥ－ＡによりｅＮＢ３２１へ無線送信する。ｅＮＢ３２１は、
ＬＴＥ－ＡによりＵＥ３１１から送信されたパケットを、ＰＨＹ、ＭＡＣ、ＲＬＣ、ＰＤ
ＣＰ（ＰＤＣＰレイヤ１５７０～１５７ｎ）により処理することによって受信する。
【０１８９】
　ｅＮＢ３２１は、ＡＣデクラシフィケーション２５２０によって受信した各ＩＰパケッ
トに対して、ＵＬ（上りリンク）のＴＦＴに基づくパケットフィルタリング２５３０を行
う。パケットフィルタリング２５３０においては、各ＩＰパケットが、ＴＦＴに対応する
各条件（ｆ１～ｆ３）を満たすか否か（ｍａｔｃｈ／ｎｏ）によってフィルタリングされ
る。そして、このフィルタリングの結果に応じてＥＰＳベアラを識別するＥＰＳベアラク
ラシフィケーション２５３１が行われる。これにより、ＷＬＡＮへ転送された各ＩＰパケ
ットに対応するＥＰＳベアラが識別される。ｅＮＢ３２１におけるＵＬのＴＦＴの取得方
法については後述する（たとえば図２７参照）。
【０１９０】
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　ｅＮＢ３２１は、ＥＰＳベアラクラシフィケーション２５３１による識別結果に基づい
て、各ＩＰパケットを、ＰＤＣＰレイヤ１５１０～１５１ｎのうちのＩＰパケットのＥＰ
Ｓベアラに対応するＰＤＣＰレイヤへ転送する。これにより、ＷＬＡＮへ転送された各Ｉ
Ｐパケット（ＩＰフロー）は、それぞれ対応するＥＰＳベアラに変換されてＰＤＣＰレイ
ヤ１５１０～１５１ｎへ転送される。
【０１９１】
　ｅＮＢ３２１は、ＷＬＡＮにより受信した各ＩＰパケットに付されたアウターＩＰヘッ
ダを除去することによりＰＤＣＰパケットを得る。そして、ｅＮＢ３２１は、ＷＬＡＮに
より受信したＰＤＣＰパケットと、ＬＴＥ－Ａにより受信したＰＤＣＰパケットと、の間
の順序制御を、各ＰＤＣＰパケットのヘッダに含まれるシーケンス番号に基づいて行う。
これにより、ｅＮＢ３２１は、ＷＬＡＮにより受信したＰＤＣＰパケットと、ＬＴＥ－Ａ
により受信したＰＤＣＰパケットと、を正しい順序に並べ、ｅＮＢ３２１がＬＴＥ－Ａと
ＷＬＡＮに分割して送信したデータを受信することができる。
【０１９２】
　このように、ｅＮＢ３２１は、ＷＬＡＮへ転送された各ＩＰパケットに対してＵＬのＴ
ＦＴに基づくパケットフィルタリング２５３０を行うことにより、ＷＬＡＮへ転送された
各ＩＰパケットのＥＰＳベアラを識別することができる。このため、無線通信システム３
００は、同一のＱｏＳクラスを有する複数のＥＰＳベアラを同時にアグリゲーションしな
いという制約を設けなくてもアグリゲーションを可能にし、伝送可能なユーザデータの量
の増加を図ることができる。
【０１９３】
　図２６は、実施の形態３にかかる無線通信システムにおいてＵＬのＴＦＴを用いてＥＰ
Ｓベアラを識別する方法の他の例を示す図である。図２６において、図１５または図２５
に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。
【０１９４】
　図２６においては、上りリンクについて、ｅＮＢ３２１がマスタｅＮＢとなりｅＮＢと
ＷＬＡＮ通信の機能を有するセカンダリｅＮＢ３２３を用いるＷＬＡＮ独立型の構成にて
ＬＴＥ－ＡとＷＬＡＮを同時に使用するアグリゲーションを行う場合について説明する。
この場合に、ｅＮＢ３２１とセカンダリｅＮＢ３２３との間には、たとえばＥＰＳベアラ
ごとのＧＴＰトンネル１５２０～１５２ｎが設定される。
【０１９５】
　セカンダリｅＮＢ３２３は、ＵＥ３１１からＷＬＡＮ１５５０を介して送信された各Ｉ
Ｐパケットを受信する。そして、セカンダリｅＮＢ３２３は、受信した各ＩＰパケットに
対して、図２５に示した例と同様のＡＣデクラシフィケーション２５２０およびパケット
フィルタリング２５３０を行う。これにより、各ＩＰパケットについてパケットフィルタ
リング２５３０におけるＥＰＳベアラクラシフィケーション２５３１が行われ、各ＩＰパ
ケットに対応するＥＰＳベアラが識別される。
【０１９６】
　セカンダリｅＮＢ３２３は、ＥＰＳベアラクラシフィケーション２５３１による識別結
果に基づいて、各ＩＰパケットを、ＧＴＰトンネル１５２０～１５２ｎのうちの、ＩＰパ
ケットのＥＰＳベアラに対応するＧＴＰトンネルへ転送する。これにより、各ＩＰパケッ
トが、ｅＮＢ３２１のＰＤＣＰレイヤ１５１０～１５１ｎのうちの対応するＰＤＣＰレイ
ヤへ転送される。
【０１９７】
　このように、セカンダリｅＮＢ３２３は、ＷＬＡＮへ転送された各ＩＰパケットに対し
てＵＬのＴＦＴに基づくパケットフィルタリング２５３０を行うことにより、ＷＬＡＮへ
転送された各ＩＰパケットのＥＰＳベアラを識別することができる。そして、セカンダリ
ｅＮＢ３２３がＥＰＳベアラの識別結果に応じて各ＩＰパケットをＧＴＰトンネル１５２
０～１５２ｎにより転送することにより、ｅＮＢ３２１は、ＷＬＡＮへ転送された各ＩＰ
パケットをＥＰＳベアラとして受信することができる。
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【０１９８】
　このため、無線通信システム３００は、同一のＱｏＳクラスを有する複数のＥＰＳベア
ラを同時にアグリゲーションしないという制約を設けなくてもアグリゲーションを可能に
し、伝送可能なユーザデータの量の増加を図ることができる。
【０１９９】
　図２７は、実施の形態３にかかる無線通信システムにおけるＴＦＴの取得方法の一例を
示す図である。図２７に示す各ステップは、３ＧＰＰのＴＳ２３．４０１に規定された「
Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｂｅａｒｅｒ　Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ」の処
理である。図２７に示すＰＣＲＦ２７０１（Ｐｏｌｉｃｙ　ａｎｄ　Ｃｈａｒｇｉｎｇ　
Ｒｕｌｅｓ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）は、パケットコア網３３０に接続された、サービスに応
じた優先制御や課金のルールを設定するための処理部である。
【０２００】
　たとえば、ＰＧＷ３３２は、ＵＥ３１１についてＵＬおよびＤＬのＴＦＴを設定し、設
定したＴＦＴを、図２７に示すクリエイトベアラリクエスト２７０２に格納してＳＧＷ３
３１へ送信する。ＳＧＷ３３１は、ＰＧＷ３３２から送信されたクリエイトベアラリクエ
スト２７０２をＭＭＥ３３３へ送信する。
【０２０１】
　ＭＭＥ３３３は、ＳＧＷ３３１から送信されたクリエイトベアラリクエスト２７０２に
含まれるＴＦＴを含むベアラセットアップリクエスト／セッションマネジメントリクエス
ト２７０３をｅＮＢ３２１へ送信する。ＴＦＴは、たとえばベアラセットアップリクエス
ト／セッションマネジメントリクエスト２７０３におけるセッションマネジメントリクエ
ストに含まれる。これにより、ｅＮＢ３２１は、ＵＬおよびＤＬのＴＦＴを取得すること
ができる。
【０２０２】
　ｅＮＢ３２１は、ＭＭＥ３３３から送信されたベアラセットアップリクエスト／セッシ
ョンマネジメントリクエスト２７０３に含まれるＴＦＴのうちのＵＬのＴＦＴを含むＲＲ
Ｃコネクションリコンフィギュレーション２７０４をＵＥ３１１へ送信する。これにより
、ＵＥ３１１は、ＵＬのＴＦＴを取得することができる。なお、ＵＬ　ＴＦＴはＲＲＣコ
ネクションリコンフィギュレーションメッセージ中に規定することは可能であるが、好ま
しくは、当該メッセージ中で伝送されるＮＡＳ（Ｎｏｎ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｔｒａｔｕｍ
）　ＰＤＵに規定する。以降も同様である。
【０２０３】
　たとえば図２５に示した例において、ｅＮＢ３２１は、ベアラセットアップリクエスト
／セッションマネジメントリクエスト２７０３から取得したＵＬのＴＦＴを用いてパケッ
トフィルタリング２５３０を行うことができる。また、図２６に示した例において、ｅＮ
Ｂ３２１は、ベアラセットアップリクエスト／セッションマネジメントリクエスト２７０
３から取得したＵＬのＴＦＴをセカンダリｅＮＢ３２３へ送信する。そして、セカンダリ
ｅＮＢ３２３は、ｅＮＢ３２１から送信されたＵＬのＴＦＴに基づいてパケットフィルタ
リング２５３０を行うことができる。
【０２０４】
　図２８は、実施の形態３にかかる無線通信システムにおいてＤＬのＴＦＴを用いてＥＰ
Ｓベアラを識別する方法の一例を示す図である。図２８において、図１５に示した部分と
同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。
【０２０５】
　図２８においては、下りリンクについて、ｅＮＢ３２１がＷＬＡＮ通信の機能（ｅＮＢ
＋ＷＬＡＮ）を有する構成にてＬＴＥ－ＡとＷＬＡＮを同時に使用するアグリゲーション
を行う場合について説明する。図２８に示す例では、ＥＰＳベアラ１５００～１５０ｎは
、ｅＮＢ３２１からＵＥ３１１への下り方向のベアラである。
【０２０６】
　ＵＥ３１１は、ＡＣデクラシフィケーション１５６０によって受信した各ＩＰパケット
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に対して、ＤＬ（下りリンク）のＴＦＴに基づくパケットフィルタリング２８１０を行う
。ＵＥ３１１によるパケットフィルタリング２８１０は、ＤＬのＴＦＴに基づく処理であ
るため、たとえば図８に示したＰＧＷ３３２におけるフィルタレイヤ８１１によるパケッ
トフィルタリングと同様の処理である。
【０２０７】
　パケットフィルタリング２８１０においては、各ＩＰパケットが、ＴＦＴに対応する各
条件（ｆ１～ｆ３）を満たすか否か（ｍａｔｃｈ／ｎｏ）によってフィルタリングされる
。そして、このフィルタリングの結果に応じてＥＰＳベアラを識別するＥＰＳベアラクラ
シフィケーション２８１１が行われる。これにより、ＷＬＡＮへ転送された各ＩＰパケッ
トに対応するＥＰＳベアラが識別される。
【０２０８】
　たとえば、ｅＮＢ３２１は、図２７に示したＵＥ３１１へのＲＲＣコネクションリコン
フィギュレーション２７０４に、ＵＬのＴＦＴに加えてＤＬのＴＦＴも格納する。これに
より、ＵＥ３１１は、ＲＲＣコネクションリコンフィギュレーション２７０４からＤＬの
ＴＦＴを取得し、取得したＤＬのＴＦＴに基づくパケットフィルタリング２８１０を行う
ことができる。
【０２０９】
　ＵＥ３１１は、ＥＰＳベアラクラシフィケーション２８１１による識別結果に基づいて
、各ＩＰパケットを、ＰＤＣＰレイヤ１５７０～１５７ｎのうちのＩＰパケットのＥＰＳ
ベアラに対応するＰＤＣＰレイヤへ転送する。これにより、ＷＬＡＮへ転送された各ＩＰ
パケット（ＩＰフロー）は、それぞれ対応するＥＰＳベアラに変換されてＰＤＣＰレイヤ
１５７０～１５７ｎへ転送される。
【０２１０】
　このように、ＵＥ３１１は、ＷＬＡＮへ転送された各ＩＰパケットに対してＤＬのＴＦ
Ｔに基づくパケットフィルタリング２８１０を行うことにより、ＷＬＡＮへ転送された各
ＩＰパケットのＥＰＳベアラを識別することができる。このため、無線通信システム３０
０は、同一のＱｏＳクラスを有する複数のＥＰＳベアラを同時にアグリゲーションしない
という制約を設けなくてもアグリゲーションを可能にし、伝送可能なユーザデータの量の
増加を図ることができる。
【０２１１】
　図２９は、実施の形態３にかかる無線通信システムにおいてＤＬのＴＦＴを用いてＥＰ
Ｓベアラを識別する方法の他の例を示す図である。図２９において、図１５または図２８
に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。
【０２１２】
　図２９においては、下りリンクについて、ｅＮＢ３２１がマスタｅＮＢとなりｅＮＢと
ＷＬＡＮ通信の機能を有するセカンダリｅＮＢ３２３を用いるＷＬＡＮ独立型の構成にて
ＬＴＥ－ＡとＷＬＡＮを同時に使用するアグリゲーションを行う場合について説明する。
この場合に、ｅＮＢ３２１とセカンダリｅＮＢ３２３との間には、ＥＰＳベアラごとのＧ
ＴＰトンネル１５２０～１５２ｎが設定される。
【０２１３】
　セカンダリｅＮＢ３２３は、ＵＥ３１１からＷＬＡＮ１５５０を介して送信された各Ｉ
Ｐパケットを受信する。そして、セカンダリｅＮＢ３２３は、受信した各ＩＰパケットを
ＰＤＣＰレイヤ１５７０～１５７ｎへ転送する。
【０２１４】
　これにより、図２８に示した例と同様に、ＵＥ３１１は、ＷＬＡＮへ転送された各ＩＰ
パケットに対してＤＬのＴＦＴに基づくパケットフィルタリング２８１０を行うことによ
り、ＷＬＡＮへ転送された各ＩＰパケットのＥＰＳベアラを識別することができる。この
ため、無線通信システム３００は、同一のＱｏＳクラスを有する複数のＥＰＳベアラを同
時にアグリゲーションしないという制約を設けなくてもアグリゲーションを可能にし、伝
送可能なユーザデータの量の増加を図ることができる。
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【０２１５】
　図２５～図２９に示したＴＦＴを用いた方法によれば、たとえばＶＬＡＮタグを用いる
場合のようにＷＬＡＮへ転送可能なＥＰＳベアラの数がＶＬＡＮタグのビット数に制限さ
れずにＥＰＳベアラを識別可能である。また、図２５～図２９に示したＴＦＴを用いた方
法によれば、ＷＬＡＮへ転送されたユーザデータにＶＬＡＮタグ等のヘッダを追加しなく
てもＥＰＳベアラを識別可能である。
【０２１６】
　図３０は、実施の形態３にかかる無線通信システムにおいて仮想ＩＰフローを用いてＥ
ＰＳベアラを識別する方法の一例を示す図である。図３０において、図１５に示した部分
と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。
【０２１７】
　図３０においては、下りリンクについて、ｅＮＢ３２１がＷＬＡＮ通信の機能（ｅＮＢ
＋ＷＬＡＮ）を有する構成にてＬＴＥ－ＡとＷＬＡＮを同時に使用するアグリゲーション
を行う場合について説明する。図３０に示す例では、ＥＰＳベアラ１５００～１５０ｎは
、ｅＮＢ３２１からＵＥ３１１への下り方向のベアラである。
【０２１８】
　また、図３０に示す例では、ｅＮＢ３２１におけるＰＤＣＰレイヤ１５１０～１５１ｎ
とＷＬＡＮ１５５０との間に仮想ＧＷ３０１０が設定される。仮想ＧＷ３０１０には、Ｎ
ＡＴ処理部３０２０～３０２ｎおよびＭＡＣ処理部３０３０（８０２．３　ＭＡＣ）が含
まれる。また、ＵＥ３１１におけるＷＬＡＮ１５５０とＰＤＣＰレイヤ１５７０～１５７
ｎとの間に仮想ＧＷ３０４０が設定される。仮想ＧＷ３０４０には、ＭＡＣ処理部３０５
０（８０２．３　ＭＡＣ）およびｄｅ－ＮＡＴ処理部３０６０～３０６ｎが含まれる。
【０２１９】
　ＰＤＣＰレイヤ１５１０～１５１ｎを経由したＥＰＳベアラ１５００～１５０ｎは、仮
想ＧＷ３０１０のＮＡＴ処理部３０２０～３０２ｎへ転送される。ＮＡＴ処理部３０２０
～３０２ｎは、それぞれＥＰＳベアラ１５００～１５０ｎを、仮想宛先ＩＰアドレスによ
って仮想ＩＰフローに分類するＮＡＴ（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ａｄｄｒｅｓｓ　Ｔｒａｎｓｌ
ａｔｉｏｎ）処理を行う。仮想ＩＰフローは、たとえばｅＮＢ３２１とＵＥ３１１との間
のローカルな仮想データフローである。仮想宛先ＩＰアドレスは、仮想ＩＰフローの宛先
アドレスである。ＮＡＴ処理部３０２０～３０２ｎは、分類した各仮想ＩＰフローをＭＡ
Ｃ処理部３０３０へ転送する。
【０２２０】
　たとえば、ＮＡＴ処理部３０２０～３０２ｎは、ＥＰＳベアラ１５００～１５０ｎと仮
想宛先ＩＰアドレスを一対一でマッピングする。ＮＡＴ処理部３０２０～３０２ｎから転
送される各仮想ＩＰフローの仮想送信元ＩＰアドレス（ｓｒｃ　ＩＰ）は、たとえば仮想
ＧＷ３０１０（ｖＧＷ）とすることができる。また、ＮＡＴ処理部３０２０～３０２ｎか
ら転送される各仮想ＩＰフローの仮想宛先ＩＰアドレス（ｄｓｔ　ＩＰ）は、たとえばそ
れぞれＣ－ＲＮＴＩ＋０～Ｃ－ＲＮＴＩ＋ｎとすることができる。
【０２２１】
　なお、仮想宛先ＩＰアドレスはたとえばＣ－ＲＮＴＩから算出可能であるが、これには
限らない。たとえば、呼の設定時やＬＴＥ－ＷＬＡＮアグリゲーション設定時などに、事
前に、ｅＮＢ３２１（マスタｅＮＢ）によるＲＲＣシグナリングによって、ＥＰＳベアラ
識別子とＩＰアドレスの対応付けをＵＥ３１１（移動局）に通知してもよい。
【０２２２】
　Ｃ－ＲＮＴＩ（Ｃｅｌｌ－Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅ
ｎｔｉｆｉｅｒ：セル無線ネットワーク一時識別子）は、ＵＥ３１１に一時的に割り当て
られ、ＬＴＥ－Ａセル内でＵＥ３１１の一意な識別子である。たとえば、Ｃ－ＲＮＴＩは
１６ビットの値を有する。図３０に示す例のように、Ｃ－ＲＮＴＩとベアラ識別子（０～
ｎ）を加算して仮想送信元ＩＰアドレスを生成することで、仮想送信元ＩＰアドレスの重
複の発生を回避することができる。たとえば、クラスＡのＩＰアドレスを使用する場合に
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、ＷＬＡＮによる伝送に十分となる約２４ビット分のＥＰＳベアラを識別可能になる。こ
こではＣ－ＲＮＴＩとベアラ識別子を加算して仮想送信元ＩＰアドレスを生成する場合に
ついて説明したが、仮想送信元ＩＰアドレスを生成する方法についてはこれに限らない。
【０２２３】
　ＭＡＣ処理部３０３０は、ＮＡＴ処理部３０２０～３０２ｎから転送された各仮想ＩＰ
フローをイーサネットやＩＥＥＥ　８０２．３等のＭＡＣフレームに変換する。この場合
に、ＭＡＣフレームの送信元ＭＡＣアドレス（ｓｒｃ　ＭＡＣ）は、たとえば仮想ＧＷ３
０１０，３０４０における任意のプライベートアドレス（ａｎｙ　ｐｒｉｖａｔｅ）とす
ることができる。たとえばＭＡＣフレームの送信元ＭＡＣアドレスは、先頭のオクテット
を「ｘｘｘｘｘｘ１０」としたアドレス（ｘは任意の値）とすることができる。また、Ｍ
ＡＣフレームの宛先ＭＡＣアドレス（ｄｓｔ　ＭＡＣ）はたとえばＵＥ３１１のＭＡＣア
ドレス（ＵＥ　ＭＡＣ）とすることができる。
【０２２４】
　ｅＮＢ３２１は、ＭＡＣ処理部３０３０によって変換されたＭＡＣフレームに対してＡ
Ｃクラシフィケーション１５４０を行い、ＡＣクラシフィケーション１５４０を行ったＭ
ＡＣフレームを、ＷＬＡＮ１５５０を介してＵＥ３１１へ送信する。
【０２２５】
　ＵＥ３１１は、ＷＬＡＮ１５５０を介してｅＮＢ３２１から受信したＭＡＣフレームに
対してＡＣデクラシフィケーション１５６０を行う。仮想ＧＷ３０４０のＭＡＣ処理部３
０５０は、ＡＣデクラシフィケーション１５６０が行われたＭＡＣフレームを仮想ＩＰフ
ローとして受信する。
【０２２６】
　ｄｅ－ＮＡＴ処理部３０６０～３０６ｎは、ＭＡＣ処理部３０５０によって受信された
仮想ＩＰフローについて、仮想ＩＰフローの仮想宛先ＩＰアドレス（ｄｓｔ　ＩＰ）を参
照することにより、仮想ＩＰフローをＥＰＳベアラに変換する。このとき、仮想ＩＰフロ
ーの仮想宛先ＩＰアドレスは、ｄｅ－ＮＡＴ処理部３０６０～３０６ｎによるｄｅ－ＮＡ
Ｔによって本来のＩＰアドレスに変換される。
【０２２７】
　このように、ｅＮＢ３２１およびＵＥ３１１にそれぞれ仮想ＧＷ３０１０，３０４０を
設定し、ＮＡＴを利用することで、仮想ＧＷ３０１０，３０４０においてＥＰＳベアラを
仮想ＩＰフローとして識別することができる。ＩＰアドレスとＭＡＣアドレスは、プライ
ベート空間のアドレスで構成することができる。このように仮想ＧＷ３０１０，３０４０
の間で仮想ＩＰネットワークを構築することで、ＷＬＡＮへ転送された各ＩＰパケットの
ＥＰＳベアラを識別することができる。このため、無線通信システム３００は、同一のＱ
ｏＳクラスを有する複数のＥＰＳベアラを同時にアグリゲーションしないという制約を設
けなくてもアグリゲーションを可能にし、伝送可能なユーザデータの量の増加を図ること
ができる。
【０２２８】
　図３０においては下りリンクについて説明したが、上りリンクについても同様の方法に
よりＥＰＳベアラを識別することができる。すなわち、ｅＮＢ３２１およびＵＥ３１１に
設定した仮想ＧＷ３０１０，３０４０の間で仮想ＩＰネットワークを構築することで、上
りリンクにおいてＷＬＡＮへ転送された各ＩＰパケットのＥＰＳベアラを識別することが
できる。
【０２２９】
　図３１は、実施の形態３にかかる無線通信システムにおいて仮想ＩＰフローを用いてＥ
ＰＳベアラを識別する方法の他の例を示す図である。図３１において、図１５または図３
０に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。
【０２３０】
　図３１においては、下りリンクについて、ｅＮＢ３２１がマスタｅＮＢとなりｅＮＢと
ＷＬＡＮ通信の機能を有するセカンダリｅＮＢ３２３を用いるＷＬＡＮ独立型の構成にて
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ＬＴＥ－ＡとＷＬＡＮを同時に使用するアグリゲーションを行う場合について説明する。
この場合に、ｅＮＢ３２１とセカンダリｅＮＢ３２３との間には、ＥＰＳベアラごとのＧ
ＴＰトンネル１５２０～１５２ｎが設定される。
【０２３１】
　図３０に示したＮＡＴ処理部３０２０～３０２ｎは、図３１に示す例ではセカンダリｅ
ＮＢ３２３に設定される。セカンダリｅＮＢ３２３は、ＵＥ３１１からＷＬＡＮ１５５０
を介して送信された各ＩＰパケットを受信する。また、セカンダリｅＮＢ３２３は、受信
した各ＩＰパケットを仮想ＧＷ３０１０のＮＡＴ処理部３０２０～３０２ｎへ転送する。
【０２３２】
　これにより、図３０に示した例と同様に、仮想ＧＷ３０１０，３０４０においてＥＰＳ
ベアラを仮想ＩＰフローとして識別可能になる。このため、無線通信システム３００は、
同一のＱｏＳクラスを有する複数のＥＰＳベアラを同時にアグリゲーションしないという
制約を設けなくてもアグリゲーションを可能にし、伝送可能なユーザデータの量の増加を
図ることができる。
【０２３３】
　図３１においては下りリンクについて説明したが、上りリンクについても同様の方法に
よりＥＰＳベアラを識別することができる。すなわち、セカンダリｅＮＢ３２３およびＵ
Ｅ３１１に設定した仮想ＧＷ３０１０，３０４０の間で仮想ＩＰネットワークを構築する
ことで、上りリンクにおいてＷＬＡＮへ転送された各ＩＰパケットのＥＰＳベアラを識別
することができる。
【０２３４】
　図３０，図３１に示した仮想ＩＰフローを用いた方法によれば、たとえばＶＬＡＮタグ
を用いる場合のようにＷＬＡＮへ転送可能なＥＰＳベアラの数がＶＬＡＮタグのビット数
に制限されずにＥＰＳベアラを識別可能である。また、図３０，図３１に示した仮想ＩＰ
フローを用いた方法によれば、ｅＮＢ３２１とセカンダリｅＮＢ３２３との間は、ＧＴＰ
トンネルに限らずイーサネット等により接続することも可能である。
【０２３５】
　また、図３０，図３１に示した仮想ＩＰフローを用いた方法によれば、ＵＥ３１１にＤ
ＬのＴＦＴを設定したり、ｅＮＢ３２１にＵＬのＴＦＴを設定したりしなくても、ＥＰＳ
ベアラを識別可能である。また、図３０，図３１に示した仮想ＩＰフローを用いた方法に
よれば、ＷＬＡＮへ転送されたユーザデータにＶＬＡＮタグ等のヘッダを追加しなくても
ＥＰＳベアラを識別可能である。
【０２３６】
　図３２は、実施の形態３にかかる無線通信システムにおいてＶＬＡＮを用いてＥＰＳベ
アラを識別する方法の一例を示す図である。図３２において、図１５または図３０に示し
た部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。図３０においては仮
想ＩＰネットワークを構築することによりＥＰＳベアラを識別する方法について説明した
が、図３２においてはイーサネットを仮想化するＶＬＡＮによりＥＰＳベアラを識別する
方法について説明する。
【０２３７】
　また、図３２においては、下りリンクについて、ｅＮＢ３２１がＷＬＡＮ通信の機能（
ｅＮＢ＋ＷＬＡＮ）を有する構成にてＬＴＥ－ＡとＷＬＡＮを同時に使用するアグリゲー
ションを行う場合について説明する。この場合に、ＥＰＳベアラ１５００～１５０ｎは、
ｅＮＢ３２１からＵＥ３１１への下り方向のベアラである。
【０２３８】
　図３２に示す例においては、図３０に示した例と同様にｅＮＢ３２１およびＵＥ３１１
にそれぞれ仮想ＧＷ３０１０，３０４０が設定される。ただし、図３２に示す例において
は、ｅＮＢ３２１の仮想ＧＷ３０１０には、ＶＬＡＮ処理部３２１０～３２１ｎおよびＭ
ＡＣ処理部３２２０～３２２ｎ（８０２．３　ＭＡＣ）が含まれる。また、ＵＥ３１１の
仮想ＧＷ３０４０には、ＭＡＣ処理部３２３０～３２３ｎ（８０２．３　ＭＡＣ）および
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ｄｅ－ＶＬＡＮ処理部３２４０～３２４ｎが含まれる。
【０２３９】
　ＰＤＣＰレイヤ１５１０～１５１ｎを経由したＥＰＳベアラ１５００～１５０ｎは、仮
想ＧＷ３０１０のＶＬＡＮ処理部３２１０～３２１ｎへ転送される。ＶＬＡＮ処理部３２
１０～３２１ｎは、それぞれＥＰＳベアラ１５００～１５０ｎを、ｅＮＢ３２１とＵＥ３
１１との間のローカルなＩＰフローにＶＬＡＮによって分類し、分類した各ＩＰフローを
ＭＡＣ処理部３２２０～３２２ｎへ転送する。
【０２４０】
　たとえば、ＶＬＡＮ処理部３２１０～３２１ｎは、ＥＰＳベアラ１５００～１５０ｎと
ＶＬＡＮタグを一対一でマッピングする。ＶＬＡＮ処理部３２１０～３２１ｎから転送さ
れる各ＩＰフローのＶＬＡＮの識別子は、それぞれ０～ｎとすることができる。
【０２４１】
　ＭＡＣ処理部３２２０～３２２ｎは、それぞれＶＬＡＮ処理部３２１０～３２１ｎから
転送された各ＩＰフローをイーサネットやＩＥＥＥ　８０２．３等のＭＡＣフレームに変
換する。ＭＡＣ処理部３２２０～３２２ｎによって変換される各ＭＡＣフレームの送信元
ＭＡＣアドレス（ｓｒｃ　ＭＡＣ）は、たとえば仮想ＧＷ３０１０，３０４０における任
意のプライベートアドレス（ａｎｙ　ｐｒｉｖａｔｅ）とすることができる。たとえば、
ＭＡＣフレームの送信元ＭＡＣアドレスは、先頭のオクテットを「ｘｘｘｘｘｘ１０」と
したアドレス（ｘは任意の値）とすることができる。また、ＭＡＣ処理部３２２０～３２
２ｎによって変換される各ＭＡＣフレームの宛先ＭＡＣアドレス（ｄｓｔ　ＭＡＣ）は、
たとえばＵＥ３１１のＭＡＣアドレス（ＵＥ　ＭＡＣ）とすることができる。
【０２４２】
　また、ＭＡＣ処理部３２２０～３２２ｎによって変換される各ＭＡＣフレームのＶＬＡ
Ｎタグ（ＶＬＡＮ　ｔａｇ）は、たとえばそれぞれのＥＰＳベアラに対応する０～ｎとす
ることができる。このように、各ＭＡＣフレームには、ＥＰＳベアラごとのＶＬＡＮタグ
が付加される。ＶＬＡＮタグは、たとえば１２ビットのタグである。このため、最大で４
０９４個のＶＬＡＮを仮想ＧＷ３０１０，３０４０の間で構築することが可能である。仮
に、ＵＥ３１１を含む各ＵＥが全てのＥＰＳベアラを張っており、全てのＥＰＳベアラを
ＷＬＡＮへ転送すると、約４７２局のＵＥをＷＬＡＮに収容することが可能である。ただ
し、実際に全てのＥＰＳベアラを張って通信を行う可能性は低いため、ＶＬＡＮを用いる
ことで十分な数のＥＰＳベアラをＷＬＡＮへ転送することが可能である。
【０２４３】
　ｅＮＢ３２１は、ＭＡＣ処理部３２２０～３２２ｎによって変換されたＶＬＡＮタグ付
きのＭＡＣフレームに対してＡＣクラシフィケーション１５４０を行う。そして、ｅＮＢ
３２１は、ＡＣクラシフィケーション１５４０を行ったＶＬＡＮタグ付きのＭＡＣフレー
ムを、ＷＬＡＮ１５５０を介してＵＥ３１１へ送信する。
【０２４４】
　ＵＥ３１１は、ＷＬＡＮ１５５０を介してｅＮＢ３２１から受信したＶＬＡＮタグ付き
のＭＡＣフレームに対してＡＣデクラシフィケーション１５６０を行う。仮想ＧＷ３０４
０のＭＡＣ処理部３２３０～３２３ｎは、それぞれＥＰＳベアラ１５００～１５０ｎに対
応するＭＡＣ処理部である。ＭＡＣ処理部３２３０～３２３ｎのそれぞれは、ＡＣデクラ
シフィケーション１５６０が行われたＭＡＣフレームについて、ＭＡＣフレームに付され
たＶＬＡＮタグを参照することにより、対応するＥＰＳベアラのＭＡＣフレームをＩＰフ
ローとして受信する。
【０２４５】
　ｄｅ－ＶＬＡＮ処理部３２４０～３２４ｎは、それぞれＭＡＣ処理部３２３０～３２３
ｎによって受信されたＩＰフローをＥＰＳベアラ１５００～１５０ｎに変換する。ＰＤＣ
Ｐレイヤ１５７０～１５７ｎは、それぞれｄｅ－ＶＬＡＮ処理部３２４０～３２４ｎによ
って変換されたＥＰＳベアラ１５００～１５０ｎを処理する。
【０２４６】
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　このように、仮想ＧＷ３０１０，３０４０の間においてＥＰＳベアラごとにＶＬＡＮを
設定することで、ＷＬＡＮへ転送された各ＩＰパケットのＥＰＳベアラを識別することが
できる。このため、無線通信システム３００は、同一のＱｏＳクラスを有する複数のＥＰ
Ｓベアラを同時にアグリゲーションしないという制約を設けなくてもアグリゲーションを
可能にし、伝送可能なユーザデータの量の増加を図ることができる。
【０２４７】
　図３２においては下りリンクについて説明したが、上りリンクについても同様の方法に
よりＥＰＳベアラを識別することができる。すなわち、ｅＮＢ３２１およびＵＥ３１１に
設定した仮想ＧＷ３０１０，３０４０の間においてＥＰＳベアラごとにＶＬＡＮを設定す
ることで、上りリンクにおいてＷＬＡＮへ転送された各ＩＰパケットのＥＰＳベアラを識
別することができる。
【０２４８】
　図３３は、実施の形態３にかかる無線通信システムにおいてＶＬＡＮを用いてＥＰＳベ
アラを識別する方法の他の例を示す図である。図３３において、図１５または図３２に示
した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。
【０２４９】
　図３３においては、下りリンクについて、ｅＮＢ３２１がマスタｅＮＢとなりｅＮＢと
ＷＬＡＮ通信の機能を有するセカンダリｅＮＢ３２３を用いるＷＬＡＮ独立型の構成にて
ＬＴＥ－ＡとＷＬＡＮを同時に使用するアグリゲーションを行う場合について説明する。
この場合に、ｅＮＢ３２１とセカンダリｅＮＢ３２３との間には、ＥＰＳベアラごとのＧ
ＴＰトンネル１５２０～１５２ｎが設定される。
【０２５０】
　図３２に示したＶＬＡＮ処理部３２１０～３２１ｎは、図３３に示す例ではセカンダリ
ｅＮＢ３２３に設定される。セカンダリｅＮＢ３２３は、ＵＥ３１１からＷＬＡＮ１５５
０を介して送信された各ＩＰパケットを受信する。そして、セカンダリｅＮＢ３２３は、
受信した各ＩＰパケットを仮想ＧＷ３０１０のＶＬＡＮ処理部３２１０～３２１ｎへ転送
する。
【０２５１】
　これにより、図３２に示した例と同様に、仮想ＧＷ３０１０，３０４０においてＥＰＳ
ベアラを仮想ＩＰフローとして識別可能になる。このため、無線通信システム３００は、
同一のＱｏＳクラスを有する複数のＥＰＳベアラを同時にアグリゲーションしないという
制約を設けなくてもアグリゲーションを可能にし、伝送可能なユーザデータの量の増加を
図ることができる。
【０２５２】
　図３３においては下りリンクについて説明したが、上りリンクについても同様の方法に
よりＥＰＳベアラを識別することができる。すなわち、セカンダリｅＮＢ３２３およびＵ
Ｅ３１１に設定した仮想ＧＷ３０１０，３０４０の間にＥＰＳベアラごとにＶＬＡＮを設
定することで、上りリンクにおいてＷＬＡＮへ転送された各ＩＰパケットのＥＰＳベアラ
を識別することができる。
【０２５３】
　図３２，図３３に示したＶＬＡＮを用いた方法によれば、ｅＮＢ３２１とセカンダリｅ
ＮＢ３２３との間は、ＧＴＰトンネルに限らずイーサネット等により接続することも可能
である。また、図３２，図３３に示したＶＬＡＮを用いた方法によれば、ＷＬＡＮにおい
て、ＩＰヘッダを参照したパケットの処理を行わなくても、ＶＬＡＮタグの付加によって
各ＩＰパケットのＥＰＳベアラを識別することができる。また、図３２，図３３に示した
ＶＬＡＮを用いた方法によれば、ＵＥ３１１にＤＬのＴＦＴを設定したり、ｅＮＢ３２１
にＵＬのＴＦＴを設定したりしなくてもＥＰＳベアラを識別可能である。
【０２５４】
　図３４は、実施の形態３にかかる無線通信システムにおいてＧＲＥトンネリングを用い
てＥＰＳベアラを識別する方法の一例を示す図である。図３４において、図１５または図
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３０に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。
【０２５５】
　図３４においては、下りリンクについて、ｅＮＢ３２１がＷＬＡＮ通信の機能（ｅＮＢ
＋ＷＬＡＮ）を有する構成にてＬＴＥ－ＡとＷＬＡＮを同時に使用するアグリゲーション
を行う場合について説明する。図３４に示す例では、ＥＰＳベアラ１５００～１５０ｎは
、ｅＮＢ３２１からＵＥ３１１への下り方向のベアラである。
【０２５６】
　また、図３４に示す例では、ｅＮＢ３２１におけるＰＤＣＰレイヤ１５１０～１５１ｎ
とＷＬＡＮ１５５０との間に仮想ＧＷ３０１０が設定される。仮想ＧＷ３０１０には、Ｇ
ＲＥ処理部３４１０～３４１ｎおよびＭＡＣ処理部３０３０（８０２．３　ＭＡＣ）が含
まれる。また、ＵＥ３１１におけるＷＬＡＮ１５５０とＰＤＣＰレイヤ１５７０～１５７
ｎとの間に仮想ＧＷ３０４０が設定される。仮想ＧＷ３０４０には、ＭＡＣ処理部３０５
０（８０２．３　ＭＡＣ）およびｄｅ－ＧＲＥ処理部３４２０～３４２ｎが含まれる。
【０２５７】
　ＰＤＣＰレイヤ１５１０～１５１ｎを経由したＥＰＳベアラ１５００～１５０ｎは、仮
想ＧＷ３０１０のＧＲＥ処理部３４１０～３４１ｎへ転送される。ＧＲＥ処理部３４１０
～３４１ｎは、それぞれＥＰＳベアラ１５００～１５０ｎを、ｅＮＢ３２１とＵＥ３１１
との間のローカルなＩＰフローにＧＲＥ（Ｇｅｎｅｒｉｃ　Ｒｏｕｔｉｎｇ　Ｅｎｃａｐ
ｓｕｌａｔｉｏｎ）トンネリングを用いて分類し、分類した各ＩＰフローをＭＡＣ処理部
３０３０へ転送する。
【０２５８】
　たとえば、ＧＲＥ処理部３４１０～３４１ｎは、ＥＰＳベアラ１５００～１５０ｎに対
応するＩＰパケットに対して、ＧＲＥヘッダを付加し、さらにＩＰヘッダを付加してＩＰ
フローとしてＭＡＣ処理部３０３０へ転送する。ＧＲＥ処理部３４１０～３４１ｎから転
送される各ＩＰフローの送信元ＩＰアドレス（ｓｒｃ　ＩＰ）は、たとえば仮想ＧＷ３０
１０（ｖＧＷ）とすることができる。また、ＧＲＥ処理部３４１０～３４１ｎから転送さ
れる各ＩＰフローの宛先ＩＰアドレス（ｄｓｔ　ＩＰ）は、たとえばそれぞれＣ－ＲＮＴ
Ｉ＋０～Ｃ－ＲＮＴＩ＋ｎとすることができる。
【０２５９】
　ＭＡＣ処理部３０３０は、たとえば図３０に示した例と同様に、ＧＲＥ処理部３４１０
～３４１ｎから転送された各ＩＰフローをイーサネット（ＩＥＥＥ　８０２．３）のＭＡ
Ｃフレームに変換する。
【０２６０】
　ｅＮＢ３２１は、ＭＡＣ処理部３０３０によって変換されたＭＡＣフレームに対してＡ
Ｃクラシフィケーション１５４０を行い、ＡＣクラシフィケーション１５４０を行ったＭ
ＡＣフレームを、ＷＬＡＮ１５５０を介してＵＥ３１１へ送信する。これにより、ｅＮＢ
３２１は、ｅＮＢ３２１とＵＥ３１１との間に設定したＷＬＡＮのＧＲＥトンネル（カプ
セル化トンネル）でユーザデータを伝送することができる。
【０２６１】
　ＵＥ３１１は、ＷＬＡＮ１５５０を介してｅＮＢ３２１から受信したＭＡＣフレームに
対してＡＣデクラシフィケーション１５６０を行う。仮想ＧＷ３０４０のＭＡＣ処理部３
０５０は、たとえば図３０に示した例と同様に、ＡＣデクラシフィケーション１５６０が
行われたＭＡＣフレームをＩＰフローとして受信する。
【０２６２】
　ｄｅ－ＧＲＥ処理部３４２０～３４２ｎは、ＭＡＣ処理部３０５０によって受信された
ＩＰフローについて、ＩＰフローのＩＰヘッダに含まれる宛先ＩＰアドレス（ｄｓｔ　Ｉ
Ｐ）を参照することにより、ＩＰフローをＥＰＳベアラに変換する。
【０２６３】
　このように、ｅＮＢ３２１およびＵＥ３１１にそれぞれ仮想ＧＷ３０１０，３０４０を
設定し、ＧＲＥトンネリングを利用することで、仮想ＧＷ３０１０，３０４０においてＥ
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ＰＳベアラをＩＰフローとして識別することができる。ＩＰアドレスとＭＡＣアドレスは
、プライベート空間のアドレスで構成することができる。このように仮想ＧＷ３０１０，
３０４０の間でＧＲＥトンネルを構築することで、ＷＬＡＮへ転送された各ＩＰパケット
のＥＰＳベアラを識別することができる。このため、無線通信システム３００は、同一の
ＱｏＳクラスを有する複数のＥＰＳベアラを同時にアグリゲーションしないという制約を
設けなくてもアグリゲーションを可能にし、伝送可能なユーザデータの量の増加を図るこ
とができる。
【０２６４】
　図３４においては下りリンクについて説明したが、上りリンクについても同様の方法に
よりＥＰＳベアラを識別することができる。すなわち、仮想ＧＷ３０１０，３０４０の間
でＧＲＥトンネルを構築することで、上りリンクにおいてＷＬＡＮへ転送された各ＩＰパ
ケットのＥＰＳベアラを識別することができる。
【０２６５】
　図３５は、実施の形態３にかかる無線通信システムにおいてＧＲＥトンネリングを用い
てＥＰＳベアラを識別する方法の他の例を示す図である。図３５において、図１５または
図３４に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。
【０２６６】
　図３５においては、下りリンクについて、ｅＮＢ３２１がマスタｅＮＢとなりｅＮＢと
ＷＬＡＮ通信の機能を有するセカンダリｅＮＢ３２３を用いるＷＬＡＮ独立型の構成にて
ＬＴＥ－ＡとＷＬＡＮを同時に使用するアグリゲーションを行う場合について説明する。
この場合に、ｅＮＢ３２１とセカンダリｅＮＢ３２３との間には、ＥＰＳベアラごとのＧ
ＴＰトンネル１５２０～１５２ｎが設定される。
【０２６７】
　セカンダリｅＮＢ３２３は、ＵＥ３１１からＷＬＡＮ１５５０を介して送信された各Ｉ
Ｐパケットを受信する。そして、セカンダリｅＮＢ３２３は、受信した各ＩＰパケットを
ＧＲＥ処理部３４１０～３４１ｎへ転送する。
【０２６８】
　これにより、図３４に示した例と同様に、ＵＥ３１１は、ＧＲＥトンネリングを利用す
ることで、ＷＬＡＮへ転送された各ＩＰパケットのＥＰＳベアラを識別することができる
。このため、無線通信システム３００は、同一のＱｏＳクラスを有する複数のＥＰＳベア
ラを同時にアグリゲーションしないという制約を設けなくてもアグリゲーションを可能に
し、伝送可能なユーザデータの量の増加を図ることができる。
【０２６９】
　図３４，図３５に示したＧＲＥトンネリングを用いた方法によれば、たとえばＶＬＡＮ
タグを用いる場合のようにＷＬＡＮへ転送なＥＰＳベアラの数がＶＬＡＮタグのビット数
に制限されずにＥＰＳベアラを識別可能である。また、図３４，図３５に示したＧＲＥト
ンネリングを用いた方法によれば、ｅＮＢ３２１とセカンダリｅＮＢ３２３との間は、Ｇ
ＴＰトンネルに限らずイーサネット等により接続することも可能である。
【０２７０】
　また、図３４，図３５に示したＧＲＥトンネリングを用いた方法によれば、ＵＥ３１１
にＤＬのＴＦＴを設定したり、ｅＮＢ３２１にＵＬのＴＦＴを設定したりしなくてもＥＰ
Ｓベアラを識別可能である。また、図３４，図３５に示したＧＲＥトンネリングを用いた
方法によれば、ＷＬＡＮへ転送されたユーザデータにＶＬＡＮタグ等のヘッダを追加しな
くてもＥＰＳベアラを識別可能である。
【０２７１】
　図３６は、実施の形態３にかかる無線通信システムにおいてＰＤＣＰｏＩＰを用いてＥ
ＰＳベアラを識別する方法の一例を示す図である。図３６において、図１５または図３０
に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。
【０２７２】
　図３６においては、下りリンクについて、ｅＮＢ３２１がＷＬＡＮ通信の機能（ｅＮＢ
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＋ＷＬＡＮ）を有する構成にてＬＴＥ－ＡとＷＬＡＮを同時に使用するアグリゲーション
を行う場合について説明する。図３６に示す例では、ＥＰＳベアラ１５００～１５０ｎは
、ｅＮＢ３２１からＵＥ３１１への下り方向のベアラである。
【０２７３】
　また、図３６に示す例では、ｅＮＢ３２１におけるＰＤＣＰレイヤ１５１０～１５１ｎ
とＷＬＡＮ１５５０との間に仮想ＧＷ３０１０が設定される。仮想ＧＷ３０１０には、Ｐ
ＤＣＰｏＩＰ処理部３６１０～３６１ｎおよびＭＡＣ処理部３０３０（８０２．３　ＭＡ
Ｃ）が含まれる。また、ＵＥ３１１におけるＷＬＡＮ１５５０とＰＤＣＰレイヤ１５７０
～１５７ｎとの間に仮想ＧＷ３０４０が設定される。仮想ＧＷ３０４０には、ＭＡＣ処理
部３０５０（８０２．３　ＭＡＣ）およびｄｅ－ＰＤＣＰｏＩＰ処理部３６２０～３６２
ｎ（ｄｅ－ＰｏＩＰ）が含まれる。
【０２７４】
　ＰＤＣＰレイヤ１５１０～１５１ｎを経由したＥＰＳベアラ１５００～１５０ｎは仮想
ＧＷ３０１０のＰＤＣＰｏＩＰ処理部３６１０～３６１ｎへ転送される。ＰＤＣＰｏＩＰ
処理部３６１０～３６１ｎは、それぞれＥＰＳベアラ１５００～１５０ｎのアウターＩＰ
ヘッダのアドレスを仮想ＩＰアドレスに変換することによって仮想ＩＰフローに分類する
ＰＤＣＰｏＩＰ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ
　ｏｎ　ＩＰ）処理を行う。仮想ＩＰフローは、たとえばｅＮＢ３２１とＵＥ３１１との
間のローカルな仮想データフローである。仮想宛先ＩＰアドレスは、仮想ＩＰフローの宛
先アドレスである。ＰＤＣＰｏＩＰ処理部３６１０～３６１ｎは、分類した各仮想ＩＰフ
ローをＭＡＣ処理部３０３０へ転送する。
【０２７５】
　たとえば、ＰＤＣＰｏＩＰ処理部３６１０～３６１ｎは、ＥＰＳベアラ１５００～１５
０ｎと仮想宛先ＩＰアドレスを一対一でマッピングする。ＰＤＣＰｏＩＰ処理部３６１０
～３６１ｎから転送される各仮想ＩＰフローの仮想送信元ＩＰアドレス（ｓｒｃ　ＩＰ）
は、たとえば仮想ＧＷ３０１０（ｖＧＷ）とすることができる。また、ＰＤＣＰｏＩＰ処
理部３６１０～３６１ｎから転送される各仮想ＩＰフローの仮想宛先ＩＰアドレス（ｄｓ
ｔ　ＩＰ）は、たとえばそれぞれＣ－ＲＮＴＩ＋０～Ｃ－ＲＮＴＩ＋ｎとすることができ
る。
【０２７６】
　Ｃ－ＲＮＴＩは、ＵＥ３１１に一時的に割り当てられ、ＬＴＥ－Ａセル内でＵＥ３１１
の一意な識別子である。たとえば、Ｃ－ＲＮＴＩは１６ビットの値を有する。図３６に示
す例のように、Ｃ－ＲＮＴＩとベアラ識別子（０～ｎ）を加算して仮想送信元ＩＰアドレ
スを生成することで、仮想送信元ＩＰアドレスの重複の発生を回避することができる。た
とえば、クラスＡのＩＰアドレスを使用する場合に、ＷＬＡＮによる伝送に十分となる約
２４ビット分のＥＰＳベアラを識別可能になる。ここではＣ－ＲＮＴＩとベアラ識別子を
加算して仮想送信元ＩＰアドレスを生成する場合について説明したが、仮想送信元ＩＰア
ドレスを生成する方法についてはこれに限らない。
【０２７７】
　ＭＡＣ処理部３０３０は、ＰＤＣＰｏＩＰ処理部３６１０～３６１ｎから転送された各
仮想ＩＰフローをイーサネットやＩＥＥＥ　８０２．３等のＭＡＣフレームに変換する。
この場合に、ＭＡＣフレームの送信元ＭＡＣアドレス（ｓｒｃ　ＭＡＣ）は、たとえば仮
想ＧＷ３０１０，３０４０における任意のプライベートアドレス（ａｎｙ　ｐｒｉｖａｔ
ｅ）とすることができる。たとえばＭＡＣフレームの送信元ＭＡＣアドレスは、先頭のオ
クテットを「ｘｘｘｘｘｘ１０」としたアドレス（ｘは任意の値）とすることができる。
また、ＭＡＣフレームの宛先ＭＡＣアドレス（ｄｓｔ　ＭＡＣ）はたとえばＵＥ３１１の
ＭＡＣアドレス（ＵＥ　ＭＡＣ）とすることができる。
【０２７８】
　ｅＮＢ３２１は、ＭＡＣ処理部３０３０によって変換されたＭＡＣフレームに対してＡ
Ｃクラシフィケーション１５４０を行い、ＡＣクラシフィケーション１５４０を行ったＭ
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ＡＣフレームを、ＷＬＡＮ１５５０を介してＵＥ３１１へ送信する。
【０２７９】
　ＵＥ３１１は、ＷＬＡＮ１５５０を介してｅＮＢ３２１から受信したＭＡＣフレームに
対してＡＣデクラシフィケーション１５６０を行う。仮想ＧＷ３０４０のＭＡＣ処理部３
０５０は、ＡＣデクラシフィケーション１５６０が行われたＭＡＣフレームを仮想ＩＰフ
ローとして受信する。
【０２８０】
　ｄｅ－ＰＤＣＰｏＩＰ処理部３６２０～３６２ｎは、ＭＡＣ処理部３０５０によって受
信された仮想ＩＰフローについて、仮想ＩＰフローの仮想宛先ＩＰアドレス（ｄｓｔ　Ｉ
Ｐ）を参照することにより、仮想ＩＰフローをＥＰＳベアラに変換する。このとき、仮想
ＩＰフローの仮想宛先ＩＰアドレスは、ｄｅ－ＰＤＣＰｏＩＰ処理部３６２０～３６２ｎ
によるｄｅ－ＰＤＣＰｏＩＰによって本来のＩＰアドレスに変換される。
【０２８１】
　このように、ｅＮＢ３２１およびＵＥ３１１にそれぞれ仮想ＧＷ３０１０，３０４０を
設定し、ＰＤＣＰｏＩＰによるアドレス変換を利用することで、仮想ＧＷ３０１０，３０
４０においてＥＰＳベアラを仮想ＩＰフローとして識別することができる。ＩＰアドレス
とＭＡＣアドレスは、プライベート空間のアドレスで構成することができる。このように
仮想ＧＷ３０１０，３０４０の間で仮想ＩＰネットワークを構築することで、ＷＬＡＮへ
転送された各ＩＰパケットのＥＰＳベアラを識別することができる。このため、無線通信
システム３００は、同一のＱｏＳクラスを有する複数のＥＰＳベアラを同時にアグリゲー
ションしないという制約を設けなくてもアグリゲーションを可能にし、伝送可能なユーザ
データの量の増加を図ることができる。
【０２８２】
　図３６においては下りリンクについて説明したが、上りリンクについても同様の方法に
よりＥＰＳベアラを識別することができる。すなわち、ｅＮＢ３２１およびＵＥ３１１に
設定した仮想ＧＷ３０１０，３０４０の間で仮想ＩＰネットワークを構築することで、上
りリンクにおいてＷＬＡＮへ転送された各ＩＰパケットのＥＰＳベアラを識別することが
できる。
【０２８３】
　図３７は、実施の形態３にかかる無線通信システムにおいてＰＤＣＰｏＩＰを用いてＥ
ＰＳベアラを識別する方法の他の例を示す図である。図３７において、図１５または図３
６に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。
【０２８４】
　図３７においては、下りリンクについて、ｅＮＢ３２１がマスタｅＮＢとなりｅＮＢと
ＷＬＡＮ通信の機能を有するセカンダリｅＮＢ３２３を用いるＷＬＡＮ独立型の構成にて
ＬＴＥ－ＡとＷＬＡＮを同時に使用するアグリゲーションを行う場合について説明する。
この場合に、ｅＮＢ３２１とセカンダリｅＮＢ３２３との間には、ＥＰＳベアラごとのＧ
ＴＰトンネル１５２０～１５２ｎが設定される。
【０２８５】
　図３６に示したＰＤＣＰｏＩＰ処理部３６１０～３６１ｎは、図３７に示す例ではセカ
ンダリｅＮＢ３２３に設定される。セカンダリｅＮＢ３２３は、ＵＥ３１１からＷＬＡＮ
１５５０を介して送信された各ＩＰパケットを受信する。また、セカンダリｅＮＢ３２３
は、受信した各ＩＰパケットを仮想ＧＷ３０１０のＰＤＣＰｏＩＰ処理部３６１０～３６
１ｎへ転送する。
【０２８６】
　これにより、図３６に示した例と同様に、仮想ＧＷ３０１０，３０４０においてＥＰＳ
ベアラを仮想ＩＰフローとして識別可能になる。このため、無線通信システム３００は、
同一のＱｏＳクラスを有する複数のＥＰＳベアラを同時にアグリゲーションしないという
制約を設けなくてもアグリゲーションを可能にし、伝送可能なユーザデータの量の増加を
図ることができる。
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【０２８７】
　図３７においては下りリンクについて説明したが、上りリンクについても同様の方法に
よりＥＰＳベアラを識別することができる。すなわち、セカンダリｅＮＢ３２３およびＵ
Ｅ３１１に設定した仮想ＧＷ３０１０，３０４０の間で仮想ＩＰネットワークを構築する
ことで、上りリンクにおいてＷＬＡＮへ転送された各ＩＰパケットのＥＰＳベアラを識別
することができる。
【０２８８】
　図３６，図３７に示したＰＤＣＰｏＩＰによるアドレス変換を用いた方法によれば、た
とえばＶＬＡＮタグを用いる場合のようにＷＬＡＮへ転送可能なＥＰＳベアラの数がＶＬ
ＡＮタグのビット数に制限されずにＥＰＳベアラを識別可能である。また、図３６，図３
７に示したＰＤＣＰｏＩＰによるアドレス変換を用いた方法によれば、ｅＮＢ３２１とセ
カンダリｅＮＢ３２３との間は、ＧＴＰトンネルに限らずイーサネット等により接続する
ことも可能である。
【０２８９】
　また、図３６，図３７に示したＰＤＣＰｏＩＰによるアドレス変換を用いた方法によれ
ば、ＵＥ３１１にＤＬのＴＦＴを設定したり、ｅＮＢ３２１にＵＬのＴＦＴを設定したり
しなくても、ＥＰＳベアラを識別可能である。また、図３６，図３７に示したＰＤＣＰｏ
ＩＰによるアドレス変換を用いた方法によれば、ＷＬＡＮへ転送されたユーザデータにＶ
ＬＡＮタグ等のヘッダを追加しなくてもＥＰＳベアラを識別可能である。
【０２９０】
　このように、実施の形態３によれば、同一のＱｏＳクラスを有する複数のＥＰＳベアラ
を同時にアグリゲーションしないという制約を設けなくても、ＬＴＥ－ＡとＷＬＡＮを同
時に使用するアグリゲーションが可能になる。このため、伝送可能なユーザデータの量の
増加を図ることができる。
【０２９１】
　ただし、ｅＮＢ３２１からＵＥ３１１への下りリンクにおいて、ＵＥ３１１がラジオベ
アラとして受信したユーザデータをベアラに変換せずに自局の上位層（たとえばアプリケ
ーションレイヤ）に回送すればよい場合がある。このような場合は、複数のＥＰＳベアラ
が同一のＱｏＳクラスを有する場合であっても、ＵＥ３１１がベアラを識別せずに、ＬＴ
Ｅ－ＡとＷＬＡＮを同時に使用するアグリゲーションを行うことができる。
【０２９２】
（実施の形態４）
　図３８および図３９は、実施の形態４にかかる無線通信システムにおいてＷＬＡＮによ
り伝送するデータに対する処理を説明する図である。図３８に示すプロトコルスタックは
、実施の形態２，３のように、ＷＬＡＮにより伝送するデータに対して、ＰＤＣＰレイヤ
３８０１（ＰＤＣＰ　ＰＤＵ）、アウターＩＰレイヤ３８０２、ＷＬＡＮのＭＡＣレイヤ
３８０３（ＷＬＡＮ　ＭＡＣ）の順に行われる処理を示している。
【０２９３】
　なお、上述した実施の形態においてはアウターＩＰという文言を便宜上使ったが、アウ
ターＩＰは技術的には単にＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）である。この点
は本実施の形態でも同様である。
【０２９４】
　ＰＤＣＰレイヤ３８０１は、たとえば、図１２に示したアグリゲーション処理１２１２
におけるＰＤＣＰレイヤや、図１９～図２４に示したＰＤＣＰレイヤ１９０１に対応する
。アウターＩＰレイヤ３８０２は、たとえば、図１２に示したアグリゲーション処理１２
１２におけるアウターＩＰの処理や、図１９～図２４に示したアウターＩＰレイヤ１９０
０に対応する。ＭＡＣレイヤ３８０３は、たとえば、図１２に示したアグリゲーション処
理１２１２における．１１ｘ　ＭＡＣの処理に対応する。
【０２９５】
　図３８に示すプロトコルスタックにおいては、アウターＩＰレイヤ３８０２を用いるこ
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とにより、ＷＬＡＮによりデータを伝送する際に、たとえばＩＰにおけるＡＲＰ（Ａｄｄ
ｒｅｓｓ　Ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ：アドレス解決プロトコル）により
、データの宛先のＩＰアドレスからデータの宛先のＭＡＣアドレスを得ることができる。
ＡＲＰは、一例としてはＲＦＣ８２６で定義されたＡＲＰである。この場合は、ＷＬＡＮ
ノード（たとえばｅＮＢ３２１やセカンダリｅＮＢ３２３）は、たとえばルータのような
モードで動作することもできる。
【０２９６】
　図３９に示すプロトコルスタックは、実施の形態４にかかる無線通信システム３００に
おいてＷＬＡＮにより伝送するデータに対する処理を示している。図３９に示すプロトコ
ルスタックのように、実施の形態４にかかる無線通信システム３００においては、ＷＬＡ
Ｎにより伝送するデータに対して、ＰＤＣＰレイヤ３８０１の処理、アダプテーションレ
イヤ３９０１（Ａｄａｐｔａｔｉｏｎ　Ｌａｙｅｒ）の処理、ＷＬＡＮのＭＡＣレイヤ３
８０３の処理が行われる。図３９に示す処理においては、ＷＬＡＮにより伝送されるパケ
ットは、ＰＤＣＰレイヤ３８０１の処理の後に、アダプテーションレイヤ３９０１によっ
て所定のヘッダを付されてＷＬＡＮ側へ転送されることでトンネリングされる。
【０２９７】
　このように、ＷＬＡＮにより伝送するデータに対して、アウターＩＰレイヤ３８０２の
処理に代えてアダプテーションレイヤ３９０１の処理を行うようにしてもよい。このよう
な図３９に示す処理は、たとえば、ＬＴＥ－ＷＬＡＮアーキテクチャの要件や、ＷＬＡＮ
におけるＩＰパケットの伝送における問題に応じて有効となる場合がある。
【０２９８】
　ただし、図３９に示す処理においては、ＩＰにおけるＡＲＰを用いてＩＰアドレスから
ＭＡＣアドレスを得ることができない。これに対して、たとえば、アダプテーションレイ
ヤ３９０１にＲＦＣ８２６に基づくＡＲＰの処理を設けることで、アダプテーションレイ
ヤ３９０１におけるＡＲＰを用いてＩＰアドレスからＭＡＣアドレスを得ることができる
。この場合は、ＷＬＡＮノード（たとえばｅＮＢ３２１やセカンダリｅＮＢ３２３）は、
たとえばブリッジのようなモードで動作する。
【０２９９】
　たとえば、ＲＦＣ８２６に基づくＡＲＰにおいては、ＡＲＰの上位レイヤはイーサネッ
トの“ＥｔｈｅｒＴｙｐｅ”により指定される。現状の３ＧＰＰのプロトコルにおいては
“ＥｔｈｅｒＴｙｐｅ”は未定義であるが、３ＧＰＰのプロトコルにおいて新たな“Ｅｔ
ｈｅｒＴｙｐｅ”が規定される場合は、アダプテーションレイヤ３９０１に対してＲＦＣ
８２６に基づくＡＲＰが適用可能になる。
【０３００】
　ただし、アダプテーションレイヤ３９０１に対してＲＦＣ８２６に基づくＡＲＰが適用
することが困難なことも考えられる。これに対して、アダプテーションレイヤ３９０１に
ＲＦＣ８２６に基づくＡＲＰを適用するのではなく、独自のアドレス解決の方法を用いて
もよい。この場合は、ＷＬＡＮノード（たとえばｅＮＢ３２１やセカンダリｅＮＢ３２３
）は、たとえばブリッジのようなモードで動作することもできる。以下、この独自のアド
レス解決の方法のアーキテクチャについて説明する。
【０３０１】
　図４０は、実施の形態４にかかる無線通信システムにおける処理の一例を示すシーケン
ス図である。実施の形態４にかかる無線通信システム３００においては、たとえば図４０
に示す各ステップが実行されることによってアドレス解決が実現される。図４０に示す通
信装置４００１は、ｅＮＢ３２１を介してＵＥ３１１へデータを送信する送信元である。
たとえば、通信装置４００１は、パケットコア網３３０のＰＧＷ３３２などである。
【０３０２】
　図４０においては、ＷＬＡＮによって通信装置４００１からＵＥ３１１へ伝送されるデ
ータについて説明する。この場合に、通信装置４００１とｅＮＢ３２１との間の伝送経路
はＩＰネットワークであり、ｅＮＢ３２１とＵＥ３１１との間の伝送経路はＬＴＥあるい
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はＬＴＥ－Ａである。また、図４０に示す例では、ｅＮＢ３２１がマスタｅＮＢとなりｅ
ＮＢとＷＬＡＮ通信の機能を有するセカンダリｅＮＢ３２３を用いるＷＬＡＮ独立型の構
成について説明する。
【０３０３】
　まず、ｅＮＢ３２１が、ＬＴＥ－ＷＬＡＮアグリゲーションの設定をするためのＬＴＥ
－ＷＬＡＮコンフィギュレーションを含むＲＲＣコネクションリコンフィギュレーション
をＵＥ３１１へ送信する（ステップＳ４００１）。つぎに、ＵＥ３１１が、ＲＲＣコネク
ションリコンフィギュレーションに対するＲＲＣコネクションリコンフィギュレーション
コンプリートをｅＮＢ３２１へ送信する（ステップＳ４００２）。また、ＵＥ３１１は、
ステップＳ４００２によって送信するＲＲＣコネクションリコンフィギュレーションコン
プリートにＵＥ３１１のＭＡＣアドレスを格納する。
【０３０４】
　つぎに、ｅＮＢ３２１が、ＬＴＥ－ＷＬＡＮアグリゲーションにおけるＷＬＡＮの設定
をするためのＷＬＡＮアディションリクエストを、ＷＬＡＮノードであるセカンダリｅＮ
Ｂ３２３へ送信する（ステップＳ４００３）。また、ｅＮＢ３２１は、ステップＳ４００
３により送信するＷＬＡＮアディションリクエストに、ステップＳ４００２により受信し
たＲＲＣコネクションリコンフィギュレーションコンプリートから取得したＵＥ３１１の
ＭＡＣアドレスを含む設定情報を格納する。
【０３０５】
　これに対して、セカンダリｅＮＢ３２３は、ｅＮＢ３２１からのＷＬＡＮアディション
リクエストから取得したＵＥ３１１のＭＡＣアドレスを、ＵＥ３１１のＩＰアドレスと対
応付けて記憶する。
【０３０６】
　つぎに、通信装置４００１が、ＵＥ３１１へのデータをｅＮＢ３２１へ送信したとする
（ステップＳ４００４）。データ４０１０は、ステップＳ４００４によって送信されるデ
ータである。データ４０１０は、送信元ＩＰアドレス４０１１と、宛先ＩＰアドレス４０
１２と、ＩＰペイロード４０１３と、を含む。送信元ＩＰアドレス４０１１は、データ４
０１０の送信元である通信装置４００１のＩＰアドレスである。宛先ＩＰアドレス４０１
２は、データ４０１０の宛先であるＵＥ３１１のＩＰアドレスである。ＩＰペイロード４
０１３は、データ４０１０のペイロード（たとえばユーザデータ）である。なお、本来な
らば当該ＩＰパケットはＧＴＰトンネルで送信されるため、ＧＴＰヘッダが付加されるが
、ここでは割合する。
【０３０７】
　つぎに、ｅＮＢ３２１が、ステップＳ４００４によって受信したデータをＰＤＣＰ　Ｐ
ＤＵに変換してセカンダリｅＮＢ３２３へ転送する（ステップＳ４００５）。つぎに、セ
カンダリｅＮＢ３２３が、ステップＳ４００５によってＰＤＣＰ　ＰＤＵに変換して転送
されたデータをＷＬＡＮ（ＩＥＥＥ　ＭＡＣ）によりＵＥ３１１へ送信する（ステップＳ
４００６）。データ４０２０は、ステップＳ４００６によって送信されるデータである。
【０３０８】
　データ４０２０は、データ４０１０の送信元ＩＰアドレス４０１１、宛先ＩＰアドレス
４０１２およびＩＰペイロード４０１３に、宛先ＭＡＣアドレス４０２１および送信元Ｍ
ＡＣアドレス４０２２をヘッダとして付加したデータである。ＩＰペイロード中に当該Ｐ
ＤＣＰ　ＰＤＵが含まれている。宛先ＭＡＣアドレス４０２１は、ステップＳ４００３に
おいてセカンダリｅＮＢ３２３が記憶しておいたＵＥ３１１のＭＡＣアドレスである。送
信元ＭＡＣアドレス４０２２は、データ４０２０の送信元であるセカンダリｅＮＢ３２３
のＭＡＣアドレスである。
【０３０９】
　図４０に示したように、ｅＮＢ３２１がＬＴＥ－ＷＬＡＮアグリゲーションにおいてＲ
ＲＣコネクションリコンフィギュレーションをＵＥ３１１へ送信すると、ＵＥ３１１はそ
の応答信号に自身のＭＡＣアドレスを格納する。これにより、ｅＮＢ３２１およびセカン
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ダリｅＮＢ３２３が、ＩＰのＡＲＰを用いなくてもＵＥ３１１のＭＡＣアドレスを取得す
ることが可能になる。このように、たとえばＲＲＣメッセージを用いてＭＡＣアドレスを
解決することができる。
【０３１０】
　ｅＮＢ３２１がマスタｅＮＢとなりｅＮＢとＷＬＡＮ通信の機能を有するセカンダリｅ
ＮＢ３２３を用いるＷＬＡＮ独立型の構成について説明したが、セカンダリｅＮＢ３２３
を用いず、ｅＮＢ３２１がＷＬＡＮ通信の機能を有する構成としてもよい。この場合は、
たとえばステップＳ４００３は不要となり、ｅＮＢ３２１は、ＵＥ３１１のＭＡＣアドレ
スをＵＥ３１１のＩＰアドレスと対応付けて記憶する。
【０３１１】
　そして、ｅＮＢ３２１は、通信装置４００１から受信したデータ４０１０に宛先ＭＡＣ
アドレス４０２１および送信元ＭＡＣアドレス４０２２を付加したデータ４０２０をＵＥ
３１１へ送信する。この場合の送信元ＭＡＣアドレス４０２２は、データ４０２０の送信
元であるｅＮＢ３２１のＭＡＣアドレスとなる。
【０３１２】
　また、通信装置４００１からＵＥ３１１へ伝送される下りのデータについて説明したが
、ＵＥ３１１から通信装置４００１へ伝送される上りのデータについても同様に、ＲＲＣ
メッセージを用いてＭＡＣアドレスを解決することができる。たとえば、ｅＮＢ３２１は
、通信装置４００１によって送信するＲＲＣコネクションリコンフィギュレーションに、
セカンダリｅＮＢ３２３のＭＡＣアドレスを格納する。セカンダリｅＮＢ３２３のＭＡＣ
アドレスについては、ｅＮＢ３２１とセカンダリｅＮＢ３２３とを接続する際にｅＮＢ３
２１に記憶されてもよいし、ｅＮＢ３２１がセカンダリｅＮＢ３２３に対して問い合わせ
ることによって取得してもよい。
【０３１３】
　ＵＥ３１１は、ｅＮＢ３２１からのＲＲＣコネクションリコンフィギュレーションから
取得したセカンダリｅＮＢ３２３のＭＡＣアドレスを、セカンダリｅＮＢ３２３のＩＰア
ドレスと対応付けて記憶する。そして、ＵＥ３１１は、通信装置４００１へのデータをＷ
ＬＡＮにより送信する際に、記憶しておいたセカンダリｅＮＢ３２３のＭＡＣアドレスを
宛先として用いて該データをセカンダリｅＮＢ３２３へ送信する。このように、ＵＥ３１
１から通信装置４００１へ伝送される上りのデータについても、ＲＲＣメッセージを用い
てＭＡＣアドレスを解決することができる。
【０３１４】
　図４１は、実施の形態４にかかる無線通信システムにおける処理において別のＲＲＣメ
ッセージによりＭＡＣアドレスを通知する方法を示すシーケンス図である。図４１におい
て、図４０に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。Ｕ
Ｅ３１１は、ＲＲＣコネクションエスタブリッシュメント手順において、ステップＳ４０
０１の前に、ＲＲＣコネクションセットアップをｅＮＢ３２１へ送信する（ステップＳ４
１０１）。また、ＵＥ３１１は、ステップＳ４１０１によって送信するＲＲＣコネクショ
ンセットアップにＵＥ３１１のＭＡＣアドレスを格納する。この場合は、ＵＥ３１１は、
ステップＳ４００２によって送信するＲＲＣコネクションリコンフィギュレーションコン
プリートにＵＥ３１１のＭＡＣアドレスを格納しなくてもよい。
【０３１５】
　図４２は、実施の形態４にかかる無線通信システムにおける処理においてさらに別のＲ
ＲＣメッセージによりＭＡＣアドレスを通知する方法を示すシーケンス図である。図４２
において、図４０に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略す
る。ＵＥ３１１は、ステップＳ４００２の後に、ＲＲＣコネクションリコンフィギュレー
ションコンプリートやＲＲＣコネクションセットアップとは異なるＲＲＣメッセージをｅ
ＮＢ３２１へ送信する（ステップＳ４２０１）。また、ＵＥ３１１は、ステップＳ４２０
１によって送信するＲＲＣメッセージにＵＥ３１１のＭＡＣアドレスを格納する。この場
合は、ＵＥ３１１は、ステップＳ４００２によって送信するＲＲＣコネクションリコンフ
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ィギュレーションコンプリートにＵＥ３１１のＭＡＣアドレスを格納しなくてもよい。
【０３１６】
　図４１，図４２に示したように、ＵＥ３１１のＭＡＣアドレスを通知するために用いる
ＲＣＣメッセージは、ＲＲＣコネクションリコンフィギュレーションコンプリートに限ら
ず、各種のＲＲＣメッセージとすることができる。
【０３１７】
　図４３は、実施の形態４にかかる無線通信システムにおける処理の他の例を示すシーケ
ンス図である。図４３において、図４０に示した部分と同様の部分については同一の符号
を付して説明を省略する。実施の形態４にかかる無線通信システム３００においては、図
４３に示す各ステップが実行されることによってアドレス解決が実現されてもよい。
【０３１８】
　図４３に示すステップＳ４３０１～Ｓ４３０５は、図４０に示したステップＳ４００１
～Ｓ４００５と同様である。ただし、ステップＳ４３０２において、ＵＥ３１１は、ＲＲ
ＣコネクションリコンフィギュレーションコンプリートにＵＥ３１１のＭＡＣアドレスを
格納しなくてもよい。また、ステップＳ４３０３において、ｅＮＢ３２１は、ＷＬＡＮア
ディションリクエストにＵＥ３１１のＭＡＣアドレスを格納しなくてもよい。
【０３１９】
　ステップＳ４３０５のつぎに、ｅＮＢ３２１が、アダプテーションレイヤ３９０１によ
り、ＵＥ３１１との間でＡＲＰを作動させる（ステップＳ４３０６）。そして、ｅＮＢ３
２１は、ＡＲＰによって取得したＵＥ３１１のＭＡＣアドレスをセカンダリｅＮＢ３２３
へ通知する。これにより、セカンダリｅＮＢ３２３がＵＥ３１１のＭＡＣアドレスを取得
することができる。
【０３２０】
　または、ステップＳ４３０６において、セカンダリｅＮＢ３２３とＵＥ３１１との間で
ＡＲＰを作動させてもよい。これにより、セカンダリｅＮＢ３２３がＵＥ３１１のＭＡＣ
アドレスを取得することができる。
【０３２１】
　ステップＳ４３０６において作動するＡＲＰは、ＲＦＣ８２６に基づくＡＲＰではなく
、たとえばアダプテーションレイヤ３９０１において独自に設計されたＡＲＰとすること
ができる。セカンダリｅＮＢ３２３は、ＡＲＰのパケットを用いてＵＥ３１１に対してＭ
ＡＣアドレスを問い合わせることができる。ＡＲＰのパケットについては後述する（たと
えば図４４参照）。なお、ステップＳ４３０５およびステップＳ４３０６の順序は入れ替
えてもよい。
【０３２２】
　つぎに、セカンダリｅＮＢ３２３が、ステップＳ４３０５によってＰＤＣＰ　ＰＤＵに
変換して転送されたデータをＷＬＡＮ（ＩＥＥＥ　ＭＡＣ）によりＵＥ３１１へ送信する
（ステップＳ４３０７）。ステップＳ４３０７によって送信されるデータは、たとえば図
４０に示したデータ４０２０と同様である。この場合の宛先ＭＡＣアドレス４０２１は、
ステップＳ４３０６において作動したＡＲＰによりセカンダリｅＮＢ３２３が取得したＵ
Ｅ３１１のＭＡＣアドレスである。
【０３２３】
　図４３に示したように、ｅＮＢ３２１がＬＴＥ－ＷＬＡＮアグリゲーションをセカンダ
リｅＮＢ３２３（ＷＬＡＮノード）に設定すると、アダプテーションレイヤ３９０１が独
自のＡＲＰを作動させることで、ＵＥ３１１のＭＡＣアドレスの取得が可能になる。この
ように、たとえばアダプテーションレイヤ３９０１において独自に設計されたＡＲＰを用
いてＭＡＣアドレスを解決することができる。
【０３２４】
　ｅＮＢ３２１がマスタｅＮＢとなりｅＮＢとＷＬＡＮ通信の機能を有するセカンダリｅ
ＮＢ３２３を用いるＷＬＡＮ独立型の構成について説明したが、セカンダリｅＮＢ３２３
を用いず、ｅＮＢ３２１がＷＬＡＮ通信の機能を有する構成としてもよい。この場合は、
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たとえばステップＳ４３０５は不要となり、ｅＮＢ３２１は、ステップＳ４３０６におい
て、自装置においてＡＲＰを作動させる。これにより、ｅＮＢ３２１がＵＥ３１１のＭＡ
Ｃアドレスを取得することができる。
【０３２５】
　そして、ｅＮＢ３２１は、通信装置４００１から受信したデータ４０１０に宛先ＭＡＣ
アドレス４０２１および送信元ＭＡＣアドレス４０２２を付加したデータ４０２０をＵＥ
３１１へ送信する。この場合の送信元ＭＡＣアドレス４０２２は、データ４０２０の送信
元であるｅＮＢ３２１のＭＡＣアドレスとなる。
【０３２６】
　また、通信装置４００１からＵＥ３１１へ伝送される下りのデータについて説明したが
、ＵＥ３１１から通信装置４００１へ伝送される上りのデータについても同様に、独自に
設計されたＡＲＰを用いてＭＡＣアドレスを解決することができる。たとえば、ＵＥ３１
１は、通信装置４００１へのデータをＷＬＡＮにより送信する際に、自装置において上述
した独自のＡＲＰを作動させ、セカンダリｅＮＢ３２３に対して問い合わせることによっ
てセカンダリｅＮＢ３２３のＭＡＣアドレスを取得する。
【０３２７】
　そして、ＵＥ３１１は、取得したセカンダリｅＮＢ３２３のＭＡＣアドレスを宛先とし
て用いて上りのデータをセカンダリｅＮＢ３２３へ送信する。このように、ＵＥ３１１か
ら通信装置４００１へ伝送される上りのデータについても、独自に設計されたＡＲＰを用
いてＭＡＣアドレスを解決することができる。
【０３２８】
　図４４は、実施の形態４に適用可能なＡＲＰにおけるパケットフォーマットの一例を示
す図である。図４３に示したようにアダプテーションレイヤ３９０１において独自に設計
されるＡＲＰにおいては、たとえば図４４に示すパケット４４００を用いることができる
。パケット４４００において、「Ｒ」は予約ビット（Ｒｅｓｅｒｖｅｄ）である。
【０３２９】
　「Ｄ／Ｃ」は、パケット４４００がデータ信号（データ）および制御信号（コントロー
ル）のいずれであるかを示す情報である。「Ｄ／Ｃ」には、“Ｄ”（データ）または“Ｃ
”（コントロール）が指定される。「Ｄ／Ｃ」に“Ｄ”が指定された場合は、パケット４
４００の２行目以降がＰＤＣＰ　ＰＤＵであることを示す。「Ｄ／Ｃ」に“Ｃ”が指定さ
れた場合は、パケット４４００の２行目以降がＡＲＰの制御情報であることを示す。図４
４に示す例では、パケット４４００をＡＲＰのパケットとして用いるため、「Ｄ／Ｃ」に
“Ｃ”が指定される。
【０３３０】
　「タイプ」（Ｔｙｐｅ）は、パケット４４００がリクエスト信号およびレスポンス信号
のいずれであるかを示す情報である。「タイプ」（Ｔｙｐｅ）は、「Ｄ／Ｃ」に“Ｄ”が
指定された場合は無効になる。また、「タイプ」（Ｔｙｐｅ）は、「Ｄ／Ｃ」に“Ｃ”が
指定された場合は“リクエスト”（Ｒｅｑｕｅｓｔ）または“レスポンス”（Ｒｅｓｐｏ
ｎｓｅ）が指定される。「ＬＣＩＤ」は、ＬＴＥにおけるＬＣＩＤ（Ｌｏｇｉｃａｌ　Ｃ
ｈａｎｎｅｌ　ＩＤ：ロジカルチャネルＩＤ）を示す。「Ｃ－ＲＮＴＩ」（Ｃｅｌｌ－Ｒ
ａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）は、ＵＥ３１
１のセル無線ネットワーク一時識別子である。
【０３３１】
　図４４に示す例では、パケット４４００をＡＲＰのパケットとして用いるため、上述の
ようにパケット４４００の２行目以降にはＡＲＰの制御情報が格納される。たとえば、Ｍ
ＡＣアドレスの問い合わせ元であるセカンダリｅＮＢ３２３（ＷＬＡＮノード）は、「タ
イプ」に“リクエスト”を指定したパケット４４００を送信する。この場合に、パケット
４４００の“送信元ＭＡＣアドレス”（Ｓｏｕｒｃｅ　ＭＡＣ　Ａｄｄｒｅｓｓ）にはセ
カンダリｅＮＢ３２３のＭＡＣアドレス（４８ビット）が格納される。また、パケット４
４００の“宛先ＭＡＣアドレス”（Ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ　ＭＡＣ　Ａｄｄｒｅｓｓ）
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にはブロードキャスト用のＭＡＣアドレス（４８ビット）が格納される。これにより、パ
ケット４４００をブロードキャストし、ＵＥ３１１に対してＭＡＣアドレスの問い合わせ
を行うことができる。
【０３３２】
　ＵＥ３１１は、セカンダリｅＮＢ３２３からのパケット４４００（リクエスト）につい
て、パケット４４００の「Ｃ－ＲＮＴＩ」に基づいて自端末宛のパケットであると判断し
て受信することができる。そして、ＵＥ３１１は、セカンダリｅＮＢ３２３からのパケッ
ト４４００を受信すると、「タイプ」に“レスポンス”を指定したパケット４４００を送
信する。この場合に、パケット４４００の“送信元ＭＡＣアドレス”にはＵＥ３１１のＭ
ＡＣアドレス（４８ビット）が格納される。また、パケット４４００の“宛先ＭＡＣアド
レス”（Ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ　ＭＡＣ　Ａｄｄｒｅｓｓ）にはセカンダリｅＮＢ３２
３のＭＡＣアドレスが格納される。これにより、セカンダリｅＮＢ３２３に対してＵＥ３
１１のＭＡＣアドレスを通知することができる。
【０３３３】
　ただし、アダプテーションレイヤ３９０１において独自に設計されるＡＲＰには、図４
４に示したパケット４４００に限らず、各種の形態のフォーマットのパケットを用いるこ
とができる。たとえば、アダプテーションレイヤ３９０１において独自に設計されるＡＲ
Ｐには、「Ｃ－ＲＮＴＩ」のような送信先の識別情報と、“送信元ＭＡＣアドレス”およ
び“宛先ＭＡＣアドレス”と、が含まれていればよい。また、ＭＡＣアドレスのみでＵＥ
が識別できると判断される場合は、「Ｃ－ＲＮＴＩ」はなくてもよい。
【０３３４】
　このように、実施の形態４によれば、たとえばＥＰＳベアラ１５００～１５０ｎをＬＴ
Ｅ－ＡおよびＷＬＡＮに分割して伝送する場合に、ＷＬＡＮにより伝送するＰＤＣＰパケ
ットをアダプテーションレイヤ３９０１でトンネリングすることができる。これにより、
受信側において、ＷＬＡＮにより伝送されたデータをＰＤＣＰパケットとして受信し、Ｐ
ＤＣＰのシーケンス番号を用いて、ＬＴＥ－Ａにより受信したパケットと、ＷＬＡＮによ
り受信したパケットと、の間の順序制御を行うことができる。このため、ＬＴＥ－ＡとＷ
ＬＡＮを同時に用いたデータ伝送が可能になる。
【０３３５】
　また、受信側の局が、送信側の局へ送信するＲＲＣ（無線リソース制御）のメッセージ
に、ＷＬＡＮ（第２の無線通信）において使用可能な受信側の局のＭＡＣアドレスを格納
することができる。これにより、ＷＬＡＮを用いてデータを伝送する際に、送信側の局は
、ＲＲＣのメッセージから取得したＭＡＣアドレスを宛先アドレスにしてデータを送信側
の局へ送信することができる。このため、トンネリングにおいてＩＰ（アウターＩＰ）を
用いずにアダプテーションレイヤ３９０１を用いる場合においてもＭＡＣアドレスの解決
が可能になる。
【０３３６】
　または、ＷＬＡＮを用いてデータを伝送する際に、送信側の局は、ＷＬＡＮにおいて使
用可能な受信側の局のＭＡＣアドレスを要求する第１のパケットを受信側の局へ送信する
ことができる。また、この場合に、受信側の局は、送信側の局からの第１のパケットに対
して、受信側の局のＭＡＣアドレスを含む第２のパケットを受信側の局へ送信することが
できる。これにより、送信側の局は、送信側の局からの第２のパケットから取得した送信
側の局のＭＡＣアドレスを宛先アドレスにしてデータを受信側の局へ送信することができ
る。このため、トンネリングにおいてＩＰ（アウターＩＰ）を用いずにアダプテーション
レイヤ３９０１を用いる場合においてもＭＡＣアドレスの解決が可能になる。
【０３３７】
　なお、実施の形態４は、上述した実施の形態１～３と適宜組み合わせて実施することも
可能である。
【０３３８】
　以上説明したように、無線通信システム、移動局、無線局および通信方法によれば、第
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１の無線通信と第２の無線通信を同時に使用したデータ伝送を行うことができる。たとえ
ば、ＬＴＥ－ＡとＷＬＡＮを同時に使用するアグリゲーションが可能になることで、ユー
ザデータの伝送速度の向上を図ることができる。
【０３３９】
　また、仮に、ＬＴＥ－ＡとＷＬＡＮを同時に使用するアグリゲーションを行う際にＷＬ
ＡＮにおいてＴｏＳフィールドが参照不可である場合は、たとえば全てのトラフィックを
ベストエフォートとすることが考えられる。しかしながら、この場合はトラフィックの性
質に応じたＱｏＳ制御ができない。一例としては、ＶｏＬＴＥのトラフィックもベストエ
フォートとなり、ＶｏＬＴＥの通信品質が劣化する。
【０３４０】
　これに対して、上述した各実施の形態によれば、ＷＬＡＮへ転送するデータにアウター
ＩＰヘッダを付加することで、ＷＬＡＮにおいてＴｏＳフィールドが参照可能になり、ト
ラフィックの性質に応じたＱｏＳ制御が可能になる。一例としては、ＶｏＬＴＥのトラフ
ィックはボイス（ＶＯ）に分類して優先的にＷＬＡＮで伝送することで、ＶｏＬＴＥの通
信品質を向上させることができる。
【０３４１】
　また、３ＧＰＰのＬＴＥ－Ａでは、第五世代移動体通信も視野に入れ、増加するモバイ
ルトラフィックへの対応とユーザエクスペリエンスの向上を目指し、他の無線システムと
連携しセルラ通信を行えるようにシステム高度化の検討が進められている。特に、家庭や
企業に加え、スマートホンにも広く実装されているＷＬＡＮとの連携が課題となる。
【０３４２】
　ＬＴＥのＲｅｌｅａｓｅ８では、ＬＴＥ－Ａのコア網でユーザデータをＷＬＡＮにオフ
ロードする技術が標準化された。ＬＴＥ－ＡのＲｅｌｅａｓｅ１２では、ＷＬＡＮの無線
チャネル使用率やユーザのオフロード志向等を考慮してオフロードができるようになった
。また、ＬＴＥ－Ａの基地局間で周波数キャリアを集約（アグリゲーション）しユーザデ
ータを同時伝送する二元接続（Ｄｕａｌ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ）が標準化された。
【０３４３】
　ＬＴＥ－ＡのＲｅｌｅａｓｅ１３では、アンライセンス周波数帯域を活用した無線アク
セス方式であるＬＡＡ（Ｌｉｃｅｎｓｅ　Ａｓｓｉｓｔｅｄ　Ａｃｃｅｓｓ）の検討が開
始された。ＬＡＡは、ＬＴＥ－Ａにアンライセンス周波数帯域とライセンス周波数帯域の
キャリアアグリゲーションであり、ＬＴＥ－Ａの制御チャネルによってアンライセンス周
波数帯域の無線伝送を制御するレイヤ１の技術である。
【０３４４】
　また、ＬＡＡとは異なり、ＬＴＥ－ＡとＷＬＡＮをレイヤ２でアグリゲーションし、双
方が連携してセルラ通信を行うための標準化も開始されようとしている。これはＬＴＥ－
ＷＬＡＮアグリゲーションと呼ばれている。ＬＴＥ－ＷＬＡＮアグリゲーションでは、上
述した方法と比較して以下のような利点がある。
【０３４５】
　まず、コア網におけるアグリゲーション技術では、ＬＴＥ－Ａの無線品質に応じた高速
なアグリゲーションが困難であり、アグリゲーションの際にはコア網に送信される制御信
号のオーバヘッドが生じる。ＬＴＥ－ＷＬＡＮアグリゲーションでは、アグリゲーション
はＬＴＥ－Ａのレイヤ２で実施されるため、ＬＴＥ－Ａの無線品質を迅速に反映でき、か
つコア網への制御信号も不要である。
【０３４６】
　また、ＬＡＡではＬＴＥ－Ａの無線品質に応じた高速なアグリゲーションは可能である
が、ＬＴＥ－Ａの基地局外のＷＬＡＮと協調したアグリゲーションは困難である。これに
対して、ＬＴＥ－ＷＬＡＮアグリゲーションでは、レイヤ２レベルでＬＴＥ－Ａの基地局
と設置済みのＷＬＡＮのアクセスポイントを接続すれば協調したアグリゲーションが可能
となる。
【０３４７】
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　現在、ＷＬＡＮがＬＴＥ－Ａの基地局に組み込まれているシナリオだけではなく、独立
に設置されているシナリオも想定して標準化が進められようとしている。この場合に、Ｗ
ＬＡＮ側でＬＴＥ－Ａの呼（ベアラ）を識別し、ＬＴＥベアラのＱｏＳクラスを考慮して
ユーザデータの伝送が可能となるレイヤ２の構成の確立が重要になる。そのために、ＬＴ
Ｅ－Ａの後方互換性を担保することと、ＷＬＡＮの仕様にインパクトを与えないことが求
められる。これについて、たとえば、ＩＰフローをレイヤ２の手前でカプセル化する方法
も考えられるが、ＬＴＥ－ＡのベアラをＷＬＡＮ側で識別できるレイヤ２の構成について
は検討の余地がある。
【０３４８】
　上述した各実施の形態によれば、ＬＴＥ－Ａ側のレイヤ２において得られるＰＤＣＰパ
ケットのトンネリング方法を工夫することにより、ＬＴＥベアラのＱｏＳクラスを考慮し
つつＬＴＥ－ＡとＷＬＡＮを同時に使用するアグリゲーションが可能になる。
【０３４９】
　上述した実施の形態に関し、さらに以下の付記を開示する。
【０３５０】
（付記１）第１の無線通信を制御する制御部により前記第１の無線通信と異なる第２の無
線通信を制御する基地局と、
　前記第１の無線通信または前記第２の無線通信を用いて前記基地局との間でデータ伝送
が可能な移動局と、
　を含み、前記基地局と前記移動局との間で前記第２の無線通信を用いてデータを伝送す
る際に、前記基地局および前記移動局のうちの送信側の局における処理部であって前記第
１の無線通信を行うための処理部は、前記第１の無線通信を行うための収束レイヤの処理
後の前記データを、トンネリング処理を施して前記基地局および前記移動局のうちの受信
側の局へ伝送し、
　前記受信側の局は、前記第１の無線通信によって前記送信側の局から伝送されたデータ
と、前記第２の無線通信によって前記送信側の局から伝送されたデータと、の受信につい
て、第１の無線通信処理に基づいて行うことを可能にする、
　ことを特徴とする無線通信システム。
【０３５１】
（付記２）前記処理部は、前記収束レイヤの処理によって付されたシーケンス番号を前記
トンネリング処理により前記受信側の局へ伝送し、
　前記第１の無線通信処理は、前記第１の無線通信によって前記送信側の局から伝送され
たデータと、前記第２の無線通信によって前記送信側の局から伝送されたデータとの順序
制御を前記シーケンス番号に基づいて行うことを含むことを特徴とする付記１に記載の無
線通信システム。
【０３５２】
（付記３）前記基地局と前記移動局との間で前記第１の無線通信および前記第２の無線通
信を同時に用いてデータを伝送することを特徴とする付記１または２に記載の無線通信シ
ステム。
【０３５３】
（付記４）前記送信側の局における前記第１の無線通信を行うための処理部は、前記基地
局と前記移動局との間で前記第２の無線通信を用いてデータを伝送する際に、前記収束レ
イヤの処理前の前記データのヘッダであってサービス品質情報を含むヘッダを前記収束レ
イヤの処理後の前記データに付加し、前記ヘッダを付加した前記データを前記受信側の局
へ伝送することを特徴とする付記１～３のいずれか一つに記載の無線通信システム。
【０３５４】
（付記５）前記第２の無線通信においては、前記サービス品質情報に基づく伝送制御が行
われることを特徴とする付記４に記載の無線通信システム。
【０３５５】
（付記６）前記収束レイヤの処理は、前記データに対する秘匿化、ヘッダ圧縮およびシー



(50) JP 2017-175668 A 2017.9.28

10

20

30

40

50

ケンス番号の付加の少なくともいずれかを含むことを特徴とする付記４または５に記載の
無線通信システム。
【０３５６】
（付記７）前記送信側の局における前記第１の無線通信を行うための処理部は、前記収束
レイヤにおいて、前記移動局の複数のベアラを集約し、集約したベアラによって前記受信
側の局へ前記データを伝送することを特徴とする付記１～６のいずれか一つに記載の無線
通信システム。
【０３５７】
（付記８）前記制御部は、前記移動局の複数のベアラであって、サービスクラスが同一で
ある複数のベアラの各データを前記第２の無線通信を用いて同時に伝送しないように、前
記受信側の局への前記データの伝送を制御することを特徴とする付記１～６のいずれか一
つに記載の無線通信システム。
【０３５８】
（付記９）前記基地局から前記移動局へ前記第２の無線通信を用いてデータを伝送する際
に、前記移動局は、前記第２の無線通信を用いて受信したデータを、前記移動局の前記第
１の無線通信のベアラのうちの前記データに対応するベアラを識別せずに処理することを
特徴とする付記１～８のいずれか一つに記載の無線通信システム。
【０３５９】
（付記１０）前記移動局から前記基地局へ前記第２の無線通信を用いてデータを伝送する
際に、前記基地局は、前記第２の無線通信を用いて受信したデータに対して、前記移動局
から前記基地局への上りリンクにおけるフィルタリング規則を用いたパケットフィルタリ
ングを行うことによって、前記移動局の前記第１の無線通信のベアラのうちの前記受信し
たデータに対応するベアラを識別することを特徴とする付記１～９のいずれか一つに記載
の無線通信システム。
【０３６０】
（付記１１）前記基地局から前記移動局へ前記第２の無線通信を用いてデータを伝送する
際に、前記移動局は、前記第２の無線通信を用いて受信したデータに対して、前記基地局
から前記移動局への下りリンクにおけるフィルタリング規則を用いたパケットフィルタリ
ングを行うことによって、前記移動局の前記第１の無線通信のベアラのうちの前記受信し
たデータに対応するベアラを識別することを特徴とする付記１～１０のいずれか一つに記
載の無線通信システム。
【０３６１】
（付記１２）前記基地局と前記移動局との間で前記第２の無線通信を用いてデータを伝送
する際に、
　前記送信側の局は、前記基地局と前記移動局との間に設定した前記第２の無線通信の仮
想データフローによって前記データを伝送し、
　前記受信側の局は、前記データを受信した仮想データフローの宛先アドレスによって、
前記移動局の前記第１の無線通信のベアラのうちの受信した前記データに対応するベアラ
を識別する、
　ことを特徴とする付記１～９のいずれか一つに記載の無線通信システム。
【０３６２】
（付記１３）前記基地局と前記移動局との間で前記第２の無線通信を用いてデータを伝送
する際に、
　前記送信側の局は、前記基地局と前記移動局との間に設定した前記第２の無線通信の仮
想構内通信網によって前記データを伝送し、
　前記受信側の局は、前記データを受信した仮想構内通信網の識別子によって、前記移動
局の前記第１の無線通信のベアラのうちの受信した前記データに対応するベアラを識別す
る、
　ことを特徴とする付記１～９のいずれか一つに記載の無線通信システム。
【０３６３】
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（付記１４）前記基地局と前記移動局との間で前記第２の無線通信を用いてデータを伝送
する際に、
　前記送信側の局は、前記基地局と前記移動局との間に設定した前記第２の無線通信のカ
プセル化トンネルによって前記データを伝送し、
　前記受信側の局は、前記データを受信したカプセル化トンネルの宛先アドレスによって
、前記移動局の前記第１の無線通信のベアラのうちの受信した前記データに対応するベア
ラを識別する、
　ことを特徴とする付記１～９のいずれか一つに記載の無線通信システム。
【０３６４】
（付記１５）前記基地局と前記移動局との間で前記第２の無線通信を用いてデータを伝送
する際に、前記基地局および前記移動局は、前記第１の無線通信のデータを伝送するため
の前記第２の無線通信の通信路を前記基地局と前記移動局との間に設定し、設定した通信
路によって前記データを伝送することを特徴とする付記１～１３のいずれか一つに記載の
無線通信システム。
【０３６５】
（付記１６）前記受信側の局は、前記送信側の局へ送信する無線リソース制御のメッセー
ジに、前記第２の無線通信において使用可能な前記受信側の局のアドレスを格納し、
　前記基地局と前記移動局との間で前記第２の無線通信を用いてデータを伝送する際に、
前記送信側の局は、前記無線リソース制御のメッセージから取得した前記アドレスを宛先
アドレスにして前記データを前記送信側の局へ送信する、
　ことを特徴とする付記１～１５のいずれか一つに記載の無線通信システム。
【０３６６】
（付記１７）前記基地局と前記移動局との間で前記第２の無線通信を用いてデータを伝送
する際に、
　前記送信側の局は、前記第２の無線通信において使用可能な前記受信側の局のアドレス
を要求する第１のパケットを前記受信側の局へ送信し、
　前記受信側の局は、前記送信側の局からの前記第１のパケットに対して、前記アドレス
を含む第２のパケットを前記受信側の局へ送信し、
　前記送信側の局は、前記受信側の局からの前記第２のパケットから取得した前記アドレ
スを宛先アドレスにして前記データを前記受信側の局へ送信する、
　ことを特徴とする付記１～１５のいずれか一つに記載の無線通信システム。
【０３６７】
（付記１８）移動局との間で第１の無線通信または前記第１の無線通信と異なる第２の無
線通信を用いてデータ伝送が可能な基地局において、
　前記第１の無線通信および前記第２の無線通信を制御する制御部と、
　前記第１の無線通信を行うための処理部であって、前記基地局から前記移動局へ前記第
２の無線通信を用いてデータを伝送する際に、前記第１の無線通信を行うための収束レイ
ヤの処理後の前記データを、トンネリング処理を施して前記移動局へ伝送する処理部と、
　を備えることを特徴とする基地局。
【０３６８】
（付記１９）基地局との間で第１の無線通信または前記第１の無線通信と異なる第２の無
線通信を用いてデータ伝送が可能な移動局において、
　前記第１の無線通信を行うための処理部であって、前記移動局から前記基地局へ前記第
２の無線通信を用いてデータを伝送する際に、前記第１の無線通信を行うための収束レイ
ヤの処理後の前記データを、トンネリング処理を施して前記基地局へ伝送する処理部を備
える、
　ことを特徴とする移動局。
【０３６９】
（付記２０）移動局との間で第１の無線通信または前記第１の無線通信と異なる第２の無
線通信を用いてデータ伝送が可能な基地局による処理方法であって、
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　前記第１の無線通信および前記第２の無線通信を制御し、
　前記第１の無線通信を行うための処理部において、前記基地局から前記移動局へ前記第
２の無線通信を用いてデータを伝送する際に、前記第１の無線通信を行うための収束レイ
ヤの処理後の前記データを、トンネリング処理を施して前記移動局へ伝送する、
　ことを特徴とする処理方法。
【０３７０】
（付記２１）基地局との間で第１の無線通信または前記第１の無線通信と異なる第２の無
線通信を用いてデータ伝送が可能な移動局による処理方法であって、
　前記第１の無線通信を行うための処理部において、前記移動局から前記基地局へ前記第
２の無線通信を用いてデータを伝送する際に、前記第１の無線通信を行うための収束レイ
ヤの処理後の前記データを、トンネリング処理を施して前記基地局へ伝送する、
　ことを特徴とする処理方法。
【符号の説明】
【０３７１】
　１００，３００　無線通信システム
　１０１　第１の無線通信
　１０２　第２の無線通信
　１１０，１１０Ａ，１１０Ｂ，６００，７００　基地局
　１１１，４２０，６２０　制御部
　１１２，１２１　処理部
　１２０　移動局
　３０１　ＩＰアドレスアロケーション
　３１１　ＵＥ
　３２１，３２２　ｅＮＢ
　３２１ａ，３２２ａ　セル
　３２３　セカンダリｅＮＢ
　３３０　パケットコア網
　３３１　ＳＧＷ
　３３２　ＰＧＷ
　３３３　ＭＭＥ
　３４１～３４ｎ，１５００～１５０ｎ　ＥＰＳベアラ
　３５１～３５ｎ　ラジオベアラ
　４００，５００　端末
　４１０，６１０　無線通信部
　４１１，６１１　無線送信部
　４１２，６１２　無線受信部
　４３０，６３０　記憶部
　５１１，７１１　アンテナ
　５１２，７１２　ＲＦ回路
　５１３，７１３　プロセッサ
　５１４，７１４　メモリ
　６４０　通信部
　７１５　ネットワークＩＦ
　８００　プロトコルスタック
　８０１～８０５，１５５１～１５５３　レイヤ群
　８１１，８１２　フィルタレイヤ
　９０１　ＭＣＧベアラ
　９０２　スプリットベアラ
　９０３　ＳＣＧベアラ
　９１０　ＰＤＣＰ
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　９２０　ＲＬＣ
　９３０　ＭＡＣ
　１０００　ＩＰヘッダ
　１００１　ソースアドレス
　１００２　デスティネーションアドレス
　１００３　ＴｏＳフィールド
　１００４　プロトコルフィールド
　１１００，１６００　テーブル
　１２０１，１２０２　ＩＰフロー
　１２１１　非アグリゲーション処理
　１２１２　アグリゲーション処理
　１２２０，１４２０　マッピング管理
　１３０１，１４０１，１４０２　ＩＰパケット
　１３１１～１３１４　ＡＣ
　１４１０，１４３０　ＴｏＳ値解析分類
　１５２０～１５２ｎ　ＧＴＰトンネル
　１５４０，２５１０　ＡＣクラシフィケーション
　１５５０　ＷＬＡＮ
　１５６０，２５２０　ＡＣデクラシフィケーション
　１９００，３８０２　アウターＩＰレイヤ
　１９０１，３８０１　ＰＤＣＰレイヤ
　１９０２　ＲＬＣレイヤ
　１９０３，３８０３　ＭＡＣレイヤ
　２２０１　トンネリングレイヤ
　２５３０，２８１０　パケットフィルタリング
　２５３１，２８１１　ＥＰＳベアラクラシフィケーション
　２７０１　ＰＣＲＦ
　２７０２　クリエイトベアラリクエスト
　２７０３　ベアラセットアップリクエスト／セッションマネジメントリクエスト
　２７０４　ＲＲＣコネクションリコンフィギュレーション
　３０１０，３０４０　仮想ＧＷ
　３０２０～３０２ｎ　ＮＡＴ処理部
　３０３０，３０５０，３２２０～３２２ｎ，３２３０～３２３ｎ　ＭＡＣ処理部
　３０６０～３０６ｎ　ｄｅ－ＮＡＴ処理部
　３２１０～３２１ｎ　ＶＬＡＮ処理部
　３２４０～３２４ｎ　ｄｅ－ＶＬＡＮ処理部
　３４１０～３４１ｎ　ＧＲＥ処理部
　３４２０～３４２ｎ　ｄｅ－ＧＲＥ処理部
　３６１０～３６１ｎ　ＰＤＣＰｏＩＰ処理部
　３６２０～３６２ｎ　ｄｅ－ＰＤＣＰｏＩＰ処理部
　３９０１　アダプテーションレイヤ
　４００１　通信装置
　４０１０，４０２０　データ
　４０１１　送信元ＩＰアドレス
　４０１２　宛先ＩＰアドレス
　４０１３　ＩＰペイロード
　４０２１　宛先ＭＡＣアドレス
　４０２２　送信元ＭＡＣアドレス
　４４００　パケット
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